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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の体の一部分と共に運動するよう構成されたハンドルを有し、逆転されることなく
軸方向に動かすのに十分に小さなリード角を有するウォームを介して駆動され、前記ハン
ドルの先端部の空間内での特定の軌道に沿った運動を補助するためのアクチュエータと、
　前記ウォームと動作可能に接続され、少なくとも部分的に、前記患者の体の一部分の動
きによって前記特定の軌道から外れる前記ハンドルの運動に対して、前記ウォームの軸方
向の動きを抑えることによって抵抗を与えるための追従(compliance)手段と、を備え
　前記追従手段は、電子・機械的フィードバック・ループなしに、機械的に動作すること
を特徴とするリハビリテーションシステム。
【請求項２】
　前記追従手段が、ブレーキである、請求項１に記載のリハビリテーションシステム。
【請求項３】
　前記追従手段が、少なくとも１つの弾性要素である、請求項１又は請求項２に記載のリ
ハビリテーションシステム。
【請求項４】
　前記アクチェータを制御する制御装置を更に備え、
　前記制御装置は、前記追従手段による追従に伴う前記ハンドルの運動を追跡するよう制
御する、請求項１から３のいずれかに記載のリハビリテーションシステム。
【請求項５】
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　前記追従手段によって、前記ハンドルの先端部の運動の前記特定の軌道における異なる
点において、異なる抵抗の力が、前記運動に沿って前記ハンドルに提供される、請求項１
から４に記載のリハビリテーションシステム。
【請求項６】
　前記追従手段によって、前記ハンドルの先端部の運動の前記特定の軌道における同じ点
において、異なる方向に、異なる抵抗の力が前記ハンドルに提供される、請求項１から５
のいずれかに記載のリハビリテーションシステム。
【請求項７】
　患者の体の一部分と共に運動するように構成されたレバーと、
　前記レバーにより逆転を阻止するように前記レバーにウォームを介して作動可能に接続
され、前記レバーを動かすよう作動するモーターと、
　前記ウォームと結合し、電子・機械的フィードバック・ループなしに、前記運動に弾力
性と追従性を提供するバネと、を備え、
　前記ウォームは逆転されることなく軸方向に動かすことができるように充分に小さなリ
ード角を有し、
　前記バネは前記ウォームの前記軸方向の動きに弾力性を付与する、リハビリテーション
装置。
【請求項８】
　前記レバーがモーターの起こす運動とは異なる運動をする時にのみ、前記バネが前記弾
力性を提供する、請求項７に記載のリハビリテーション装置。
【請求項９】
　前記モーターを逆転させようとすると、前記バネに力が加わる、請求項７又は請求項８
に記載のリハビリテーション装置。
【請求項１０】
　前記バネには制御可能な予荷重が与えられる、請求項７から９のいずれかに記載のリハ
ビリテーション装置。
【請求項１１】
　前記バネと平行に緩衝要素を備える、請求項７から１０のいずれかに記載のリハビリテ
ーション装置。
【請求項１２】
　患者の体の一部分と共に運動するのに適合したレバーと、
　前記レバーを動かすように、前記レバーにウォームを介して作動可能に接続されたモー
ターと、
　前記ウォームと結合し、電子・機械的フィードバック・ループなしに、前記運動に弾力
性を提供するバネと、
を備えるリハビリテーション装置であって、
　前記ウォームは逆転されることなく軸方向に動かすことができるように充分に小さなリ
ード角を有し、
　前記バネは前記ウォームの前記軸方向の動きに弾力性を付与するよう設けられ、
　前記バネにより提供される弾力性は、前記運動に対して設定可能な追従の範囲（compli
ance）を提供するために、変更可能であり、
　前記モーターは、逆転が阻止されるように前記レバーに接続される、リハビリテーショ
ン装置。
【請求項１３】
　前記追従の範囲（compliance）が制御装置によって設定される、請求項１２に記載のリ
ハビリテーション装置。
【請求項１４】
　前記設定が連続的なものである、請求項１３に記載のリハビリテーション装置。
【請求項１５】
　前記バネが設定可能な有効長をもつ薄板ばねである、請求項１２から１４のいずれかに
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記載のリハビリテーション装置。
【請求項１６】
　少なくとも半径３０ｃｍの球の体積部分内の空間位置に移動可能なレバーの先端部を有
し、ウォームを介して駆動される単一の電動アクチュエータと、
　前記ウォームに機械的かつ動作可能に取りつけられ、電子・機械的フィードバック・ル
ープなしに、前記移動可能な前記先端部に逆らって加えられる力に対応した、追従のため
の抵抗力を与える抵抗手段と、
からなるリハビリテーションシステムであって、
　前記ウォームは逆転されることなく軸方向に動かすことができるように充分に小さなリ
ード角を有し、
　前記抵抗手段は前記ウォームの前記軸方向の動きに抵抗力を付与するよう設けられ、
　前記アクチュエータが、前記体積部分内の任意の点における任意の方向の実質的な運動
を阻止可能であるリハビリテーションシステム。
【請求項１７】
　前記抵抗手段は、前記移動可能な前記先端部の空間位置に応じて選択可能な抵抗力を与
える、請求項１６に記載のリハビリテーションシステム。
【請求項１８】
　患者の体の一部分と共に運動するように構成されたレバーと、
　ウォームを介して前記レバーと結合し、前記レバーの運動と相互作用するように構成さ
れた少なくとも一つのモーターと、
　電子・機械的フィードバック・ループなしに、前記モーターと前記レバーとを相互接続
する少なくとも１つの追従要素と、
　前記レバーに対する所定の閾値を超える力及び／又は前記レバーの所定の空間からの逸
脱を判断すると、少なくとも一つの安全機能を実行し、前記モーターを停止するようプロ
グラムされた制御装置と、
を備えるリハビリテーション装置であって、
　前記ウォームは逆転されることなく軸方向に動かすことができるように充分に小さなリ
ード角を有し、
　前記少なくとも１つの追従要素は前記ウォームの前記軸方向の動きに追従するよう設け
られ、
　前記追従要素が該停止が即時的となるのを防ぐリハビリテーション装置。
【請求項１９】
　少なくとも半径３０ｃｍの球の体積部分において、前記レバーの運動の少なくとも３自
由度で、患者の体肢の運動と相互作用する前記レバーに力を印加することができる運動機
構を含むアクチュエータを備える、請求項１８に記載のリハビリテーション装置。
【請求項２０】
　前記制御装置は、音声によって起動する安全機能を実行するようプログラムされる、請
求項１８又は請求項１９に記載のリハビリテーション装置。
【請求項２１】
　前記制御装置が、前記患者の体の一部分における少なくとも１つの位置を計算し、計算
の結果を１つ以上の許容値と比較することにより、前記所定の閾値を超える力及び／又は
前記レバーの所定の空間からの逸脱を判断する、請求項１８から２０のいずれかに記載の
リハビリテーション装置。
【請求項２２】
　前記追従要素が、前記レバーの運動を徐々にスローダウンさせる、請求項１８から２１
のいずれかに記載のリハビリテーション装置。
【請求項２３】
　前記運動における前記追従要素に許容される逸脱の程度を測定する手段を備える、請求
項１８から２２のいずれかに記載のリハビリテーション装置。
【請求項２４】
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　前記追従要素により引き起こされる力の程度を測定する手段を備える、請求項１８から
２３のいずれかに記載のリハビリテーション装置。
【請求項２５】
　前記追従要素がエネルギー緩衝要素を備える、請求項１８から２４のいずれかに記載の
リハビリテーション装置。
【請求項２６】
　前記追従要素が弾性要素を備える、請求項１８から２５のいずれかに記載のリハビリテ
ーション装置。
【請求項２７】
　関節を有し、患者の体の一部分と共に前記関節の周りを運動するように構成された関節
レバーと、
　ウォームを介して駆動され、リハビリテーションプログラムに従って、前記レバーに作
動可能に接続された運動制御要素と、
　追従性を提供するために前記ウォームと結合し、電子・機械的フィードバック・ループ
なしに、前記レバーの前記関節までの運動を許容するバネと、を備え、
　前記ウォームは逆転されることなく軸方向に動かすことができるように充分に小さなリ
ード角を有し、
　前記バネは前記ウォームの前記軸方向の動きに追従するよう設けられる、リハビリテー
ション装置。
【請求項２８】
　前記レバーの動きの複数の自由度に対して、前記バネが追従する力を与える、請求項２
７に記載のリハビリテーション装置。
【請求項２９】
　前記関節レバーは、前記関節の回転軸に並行な回転軸を有し、前記バネにより動きが制
限される第２の関節を備える、請求項２７又は請求項２８に記載のリハビリテーション装
置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、２００４年２月５日に出願された米国仮特許出願第60/542,022号、２００４年
４月２９日に出願された米国仮特許出願第60/566,078号、２００４年４月２９日に出願さ
れた米国仮特許出願第60/566,079号、２００４年８月２５日に出願された米国仮特許出願
第60/604,615号、２００４年１２月７日に出願された米国仮特許出願第60/633,428号、２
００４年１２月７日に出願された米国仮特許出願第60/633,429号、及び、２００４年１２
月７日に出願された米国仮特許出願第60/633,442号の米国特許法第１１９条（ｅ）に基づ
く利益を主張するものである。これら出願の開示内容は、参照により本願に組み込まれる
ものである。
【０００２】
　本願はまた、本願と同日に同一の出願人によって出願される次の表題のＰＣＴ出願に関
連する。「歩行リハビリテーションの方法及び器械」“Gait Rehabilitation Methods an
d Apparatuses”、「音楽リハビリテーション」“Rehabilitation with Music”、「神経
筋刺激」“Neuromuscular Stimulation”、「微細運動制御リハビリテーション」“Fine 
Motor Control Rehabilitation”、「リハビリテーション訓練並びにトレーニングのため
の方法及び器械」“Method and Apparatus for Rehabilitation Exercise and Training
”、「リハビリテーション並びにトレーニングのための方法及び器械」“Method and App
aratus for Rehabilitation and Training”、 「リハビリテーション並びにトレーニン
グのための方法及び器械」。また、それぞれ代理人事件番号414/04319、414/04396、414/
04400；414/04401、414/04388、414/04213、414/04404をもつ。これら全ての出願の開示
内容は、参照により本願に組み込まれるものである。
【技術分野】
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【０００３】
　本発明は、理学リハビリテーション及び／又はトレーニング等の、身体のマニピュレー
ションに関するものである。
【背景技術】
【０００４】
　事故や脳卒中の後で、それによって損傷を受けた身体機能の一部または全てを取り戻す
ために、しばしば長期のリハビリテーション過程が必要となる。そのようなリハビリテー
ションは、次の２つの要素の一方または両方からなる。一つは、理学リハビリテーション
であり、損傷した若しくは使用されていない筋肉、神経、あるいは関節の機能を（可能な
範囲で）完全に回復させるものである。もう一つは、認知リハビリテーションであり、身
体を制御するための認知能力を回復させるものである。身体や脳への損傷により、変化し
た機能（例えば、片足が短くなった場合）や新たな機能（例えば、義肢を使用する場合）
ついて患者がトレーニングを要する場合もある。
【０００５】
　理学療法は、現在は主に、一定の訓練を行う患者を観察・指導する理学療法士の個別の
対応によって提供されている。そのため、リハビリテーションの費用は高く、患者が治療
施設から退院した後のコンプライアンスは比較的に低い。
【０００６】
　家庭用の理学療法装置が幾つか知られており、例えば「Ｂａｃｋｌｉｆｅ」という脊柱
のＣＰＭ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｍｏｔｉｏｎ；持続的他動運動）を
提供する製品がある。
【０００７】
　米国特許第５，８３６，３０４号（その開示内容は参照により本願に組み込まれる）に
は、遠隔地の療法士による認知リハビリテーションが記載されている。
【０００８】
　米国特許第５，４６６，２１３号（その開示内容は参照により本願に組み込まれる）に
は、ロボットアームを使用したリハビリテーション・システムが記載されている。
【０００９】
　「リハビリテーション研究開発誌」、第３７巻、第６号、２０００年１１月／１２月号
（Journal of Rehabilitation Research and Development, Vol. 37 No. 6, November/De
cember 2000）に掲載の論文「リハビリテーション治療用ロボットの開発：パロアルトＶ
Ａ／スタンフォードの経験」（Charles G. Burgar, MD; Peter S. Lum, PhD; Peggy C. S
hor, OTR; H.F. Machiel Van der Loos, PhD, "Development of robots for rehabilitat
ion therapy: The Palo Alto VA/Stanford experience"）（その開示内容は参照により本
願に組み込まれる）には、リハビリテーション治療用ロボットの使用が記載されている。
【発明の開示】
【００１０】
　本発明の一部の実施形態の幅広い態様は、多様な状況（時間的、精神的、認知的、運動
的、その他の状況を含む）に適応するリハビリテーション方法及び器械に関するものであ
る。
【００１１】
　本発明の一部の実施形態の態様は、患者が自ら運動する（又は運動しようとする）間に
、一つ以上の後押し、補助、合図、応答、及び／又は抵抗する力を装置に加えることによ
り、患者が正しい空間軌道（spatial trajectory）で運動するように誘導するリハビリテ
ーション器械に関するものである。本発明の例示的な実施形態において、力はアクチュエ
ータ（関節ロボットアームや球関節レバー等）によって加えられる。一部の実施形態にお
いて、加えられる力は、患者の運動を妨げ、及び／又は誘導する力場（任意選択で、連続
的な力場）として振る舞う。空間軌道の代わりに、又はこれに加えて、向きの軌道及び／
又は速度軌道が、誘導され、支援され、及び／又は測定される。
【００１２】
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　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、所定の空間体積部分と力強度の範囲に
対して、その体積部分内での実質的に任意の３次元軌道をサポートする。本発明の例示的
な実施形態において、健康な腕または脚の関節可動域を１次元、２次元又は３次元でサポ
ートする装置が提供される。ある場合には、一部の空間体積部分（例えば、そのような体
積部分の３０％又は５０％）で十分である。
【００１３】
　任意選択で、該装置は様々な軌道（経路、及び／又は速度）及び／又は力をプログラム
することができる。任意選択で、軌道上の一点における力を、患者が実際に運動した軌道
（場合によっては同じ軌道となる（その軌道の前の点において））に応じて、及び／又は
、リハビリテーション計画及び／又は患者の進歩に応じて変えることができる。任意選択
で、該装置は患者の運動を学習し、修正を加えて（例えば、軌道及び／又はスピードを滑
らかにして）、これを再現する。代替的に又は付加的に、該装置は理学療法士によって入
力された運動を学習し、任意選択の修正（例えば、体肢の大きさの修正）を加えて、これ
を患者のために再現することができる。
【００１４】
　本発明の例示的な実施形態において、軌道及び／又は力は、身体上（つまり、同一及び
／又は異なる体肢若しくは体部位上）の一つ以上の点について規定される。任意選択で、
点は３、４、５または６自由度で制御（及び／又は測定）される。
【００１５】
　本発明の例示的な実施形態において、プログラミングは電子制御装置のプログラミング
を含む。本発明の例示的な実施形態において、プログラミングは、機械的プログラミング
を含む。
【００１６】
　本発明の一部の実施形態の態様は、家庭用のリハビリテーション装置に関するものであ
る。本発明の例示的な実施形態において、該装置は家庭内で持ち運び可能である。例えば
、どの面にも恒久的に固定されておらず、及び／又は車輪が付いている。本発明の例示的
な実施形態において、該装置は、通常は折り畳んでおくことができる。本発明の例示的な
実施形態において、該装置は住居の床耐荷重の超過を避けるのに十分に軽量である。例え
ば、装置の重量を１００ｋｇ未満、５０ｋｇ未満、若しくは２５ｋｇ未満にすることがで
きる。任意選択で、該装置は、標準的なセダン型乗用車のトランクに収納できる大きさ（
例えば、最大寸法１２０ｃｍ未満）にまで折り畳むことができる。任意選択で、該装置は
健常者が十分に持ち運べる軽さの部品に分解することができる。
【００１７】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は患者の正しいポジショニングを確実にす
る。任意選択で、患者は正しい位置につくように注意を受ける。本発明の代替的な実施形
態において、該装置は患者の位置を考慮して自らの配置を再調整する。
【００１８】
　本発明の例示的な実施形態において、装置は複数の様々な治療（複数の異なる身体の大
きさ、複数の異なる年齢、複数の異なる関節、及び／又は、複数の異なる付属肢など）に
対して、（プログラミング、アタッチメント、及び／又は設定等によって）使用可能であ
る。
【００１９】
　本発明の例示的な実施形態において、例えば、インドア及び／又はアウトドアでの、料
理やバーベキュー、テーブルでの食事といった、様々な活動のために持ち運びできるリハ
ビリテーション装置が提供される。
【００２０】
　本発明の一部の実施形態の態様は、食事、お茶注ぎ、釘打ち、料理など、日常活動のリ
ハビリテーションに関するものである。本発明の例示的な実施形態において、日用品に取
り付けて、その使用を追跡して、リハビリテーションのフィードバックや指導を提供する
ための、位置センサ及び／又はその他のセンサを含むキットが提供される。任意選択で、
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そのようなフィードバックや指導は、リハビリテーション・ロボットによって機械的に提
供される。本発明の例示的な実施形態において、日常活動訓練台は、その上で日常活動を
行う一つ以上の調整可能な作業スペースをもつ。例えば、その一つの面はテーブルを模倣
しており、もう一つの面は受け皿を模倣している（例えば、お茶を注ぐトレーニングのた
めに）。
【００２１】
　本発明の一部の実施形態の態様は、長期間のリハビリテーション及び／又はトレーニン
グに関するものである。本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション装置は
数ヶ月あるいは数年という長期に渡って使用される。任意選択で、リハビリテーションと
患者の正しい動作のトレーニングとの双方に、同じ装置が使用される。本発明の例示的な
実施形態において、リハビリテーション装置は、予防トレーニングに使用される。この予
防トレーニングは、例えば、進行している関節炎をもつ患者が、患った関節をかばい始め
ないようにするものである。任意選択で、該装置は、特定の体肢のリハビリテーションと
いった、具体的なリハビリテーションの目的を達成するために使用される。任意選択で、
該装置は、例えば一般のスポーツジム用機械として、非医療的なトレーニングに使用され
る。
【００２２】
　本発明の一部の実施形態の態様は、モチベーション、スランプ、忍耐力、辛いトレーニ
ングを遂行する能力、他者との意思伝達及び／又は協働及び／又交流をする能力及び／又
は欲求など、患者の様々な精神状態の支援及び／又は測定に関するものである。多くの場
合、これらの状態は部分的に重なり合っている。例えば、スランプはモチベーションの欠
如と説明されることが多い。本発明の例示的な実施形態において、モチベーションは、診
察、ゲーム及び／又は治療の各状況における遂行を比較することで評価される。そのよう
な比較には、任意選択で、異なるモチベーション状態で同じ遂行を発揮したか、及び／又
は、どの程度の頻度で限界まで緊張したか、という分析が含まれる。本発明の例示的な実
施形態において、モチベーション状態は、進歩の評価、心理療法の提案、訓練の難易度の
調整、及び／又は自動的に提供されるモチベーションの鼓舞、に利用される。
【００２３】
　本発明の一部の実施形態の態様は、理学リハビリテーションが行われる間の、認知に関
する問題の支援と克服に関するものである。本発明の例示的な実施形態において、認知的
、及び／又は知覚的な制限は、複数の様式で、（例えば、様々な可能性から選択して）よ
り障害の少ない様式で、及び／又は制限に適合した機能強化度（弱視用の大きな文字など
）で、指示、フィードバック、及び指導の一つ以上を提供することによって克服される。
本発明の例示的な実施形態において、機能強化度は、制限された機能のリハビリテーショ
ンの一部として、時間とともに変えられる。
【００２４】
　本発明の一部の実施形態の態様は、多様式のリハビリテーションに関するものである。
本発明の例示的な実施形態において、多数の身体系（例えば運動、視覚、聴覚、視覚-運
動）、技能、及び／又は感覚は、同じ系統（例えば運動制御、運動固有感覚、視覚認知、
及び音声発生）を利用してリハビリテーションが行われる。本発明の例示的な実施形態に
おいて、このような系統間の協調運動がトレーニングされる。一例を挙げると、目と手の
協調運動のリハビリテーションが行われる。もう一つの例では、手と足の協調運動のリハ
ビリテーションが行われる。本発明の例示的な実施形態において、障害を受けた協調運動
の経路がリハビリテーションの対象となる。
【００２５】
　本発明の一部の実施形態の態様は、リハビリテーションのためのフィードバックに関す
るものである。本発明の例示的な実施形態において、このフィードバックは日常活動につ
いてのフィードバックを含む。代替的に又は付加的に、このフィードバックは、活動中に
なされる遠隔地の療法士からのフィードバック若しくは自動フィードバックを含む。代替
的に又は付加的に、このフィードバックは患者が行った運動の質に対するものを含む。
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【００２６】
　本発明の一部の実施形態の態様は、リハビリテーション療法に関するものである。本発
明の例示的な実施形態において、特に日常活動のトレーニングがリハビリテーション装置
の支援で行われる。代替的に又は付加的に、例えば上肢運動機能の不使用によるパーキン
ソン病の悪化を予防するといった、状態の悪化を予防するためのトレーニングが提供され
る。代替的に又は付加的に、例えば脳性麻痺を改善するといった、長期の改善を提供する
トレーニングが行われる。代替的に又は付加的に、例えば痛みのために関節を動かさなく
しないように患者をトレーニングするといった、病気を予防するための処置が行われる。
【００２７】
　本発明の一部の実施形態の態様は、リハビリテーションと、検査・診断及び／又は観察
の双方を行うためのリハビリテーション装置の使用に関するものである。本発明の例示的
な実施形態において、該装置は患者の能力を評価し、その患者をリハビリするために使用
される。代替的に又は付加的に、該装置は患者を測定し、その測定結果に応じて以後のハ
ビリテーションを調整するために使用される。測定の例としては、寸法、強度、関節可動
域および運動の質、精神状態、認知及び／又は知覚能力などがある。
【００２８】
　本発明の一部の実施形態の態様は、運動の特性に関するものである。本発明の例示的な
実施形態において、運動の特性が定義される。任意選択で、患者がリハビリテーションし
ている時に、患者の運動の特性に関して自動的にフィードバックが患者に提供される。代
替的に又は付加的に、リハビリテーション、及び／又はトレーニングの一部は様々な運動
の特性値を患者に教える。
【００２９】
　本発明の一部の実施形態の態様は、運動の正確さに関するものである。本発明の例示的
な実施形態において、リハビリテーション器械には正確な運動がプログラムされる。本発
明の例示的な実施形態において、正しい運動を実行し、その運動を装置と連携したメモリ
に保存することによって、正しい運動が装置にプログラムされる。任意選択で、指導専用
モードのとき、または装置がオフラインのときに、運動がプログラムされる。代替として
、装置は患者の使用中に学習する。
【００３０】
　任意選択で、装置はテンプレートやルール（例えば運動制御のための２／３パワールー
ル）を使用して、患者に正しい運動が何かを教える。本発明の例示的な実施形態において
、運動の正確さはリハビリテーションのパラメータとして評価されて、それについてのフ
ィードバックが提供される。
【００３１】
　本発明の一部の実施形態の態様は、日常活動のためのリハビリテーション器械に関する
ものである。ここでのリハビリテーション器械は、患者に日常活動を行うトレーニングを
し、及び／又はテストするように構成される。本発明の例示的な実施形態において、リハ
ビリテーション器械を、テーブルやカウンターなどの実際の環境の近くに置いて使用する
ことができる。
【００３２】
　本発明の一部の実施形態の態様は、運動機構を備えるリハビリテーション器械の位置決
めに関するものである。本発明の例示的な実施形態において、運動機構は有限の関節可動
域、及び／又は精度を持っている。任意選択で、リハビリテーション器械は、特定の訓練
に適合させるなどによって、この関節可動域を最大限に活用するために位置決めされる。
本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション器械は、運動機構を所定の位置
や向きに固定するために使用できるレール及び／又は１つ以上の継手等の位置決め要素を
備える。任意選択で、位置決め要素は電動式であり、例えば運動機構の自動または非手動
運動が可能である。
【００３３】
　本発明の一部の実施形態の態様は、健全な身体部分を病的な身体部分のリハビリテーシ
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ョンに使用するリハビリテーション方法に関するものである。本発明の例示的な実施形態
において、リハビリテーション器械は、２つの体肢（一方に障害があり、他方は健全）の
同時若しくは平行な運動を可能にし、健全な体肢の正確な運動を障害のある体肢のための
力場定義の基礎に使用する。代替的に又は付加的に、健全な体肢と、それに続く障害のあ
る体肢による連続した運動が提供される。任意選択で、健全な運動は修正される（例えば
力、速度、または関節可動域が低減される）。任意選択で、運動はミラー運動または同期
運動（例えば、水泳での腕と脚の運動）である。本発明の例示的な実施形態において、２
つの体肢を保持できる装置が使用される。一部の実施形態において、２つの体肢の運動が
連結される。他の実施形態において、少なくともリアルタイムで、両体肢の運動が部分的
に又は完全に切り離される。
【００３４】
　本発明の一部の実施形態の態様は、多点リハビリテーション装置に関するものである。
ここでのリハビリテーション装置は、互いに相対的に移動可能な複数の点で人体に取り付
けられ、その運動がリハビリテーションの一部となる。
【００３５】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション器械は、２つの体肢（例えば
片腕と片脚、あるいは両腕）に取り付けられる。
【００３６】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション器械は、１つの関節で繋がっ
た２つの骨の３次元空間における運動を個々に可能にする。
【００３７】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、１つ以上のその点の運動を機械的に制
限する。任意選択で、１つ以上のその点は（１次元以上で）追跡されるが、一部又は任意
の方向に機械的に制限されない。
【００３８】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション装置は、身体の異なる部分が
、一定の運動（例えば肩の運動と手首の運動）を行うことが必要な複合的な運動をサポー
トする。
【００３９】
　本発明の一部の実施形態の態様は、リハビリテーション装置の機械構造に関するもので
ある。本発明の例示的な実施形態において、該装置は継手に取り付けられたアームを備え
、アームには患者に取り付け又は患者が把持するための身体装着点が搭載される。継手は
球面継手として動作し、一定の角度範囲（例えば、極座標において、φ及びθの両方向に
ついて関節の中心に対して±９０°）内で、球面上の実質的に任意の経路に沿ったアーム
の動きを可能にする。任意選択で、このような運動の回転中心は、実質的に全ての経路に
同一の回転中心となる。本発明の例示的な実施形態において、継手及び／又はアームは、
概してその可動域に得意点が無い。任意選択で、継手の運動への抵抗（装置が抵抗を加え
る）は、実質的に均一であり、実質的に球面運動に無関係である。
【００４０】
　本発明の例示的な実施形態において、球面継手は、玉継手（ball-in-socket joint）を
備え、ボール又はソケットにはアームが取り付けられている。もう一方のボール又はソケ
ットは、任意選択でベースに取り付けられ、このベースは床の上に置かれるか、壁や天井
に取り付けられる。
【００４１】
　本発明の例示的な実施形態において、釣り合わせを備える。ある例では、該装置は、前
記アームとは反対側で前記ボールに取り付けられ、前記アームの運動を釣り合わせる錘を
備える。任意選択で、アームの運動は、その可動域全域にわたって実質的に釣り合いが取
れている。本発明の例示的な実施形態において、釣り合わせには残留トルクの抑制が考慮
に含まれている。代替的に又は付加的に、釣り合わせには、現在の内部モーメント又は使
用中に予想される内部モーメントの修正が考慮に含まれている。任意選択で、該装置は、
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本実施形態により、装置を安定化または不安定化させる残留力を含むように構成される。
【００４２】
　任意選択で、１つ以上のガイドプレートが備えられる。本発明の例示的な実施形態にお
いて、ボールに取り付けられたピン（任意選択で、錘の一部である）は、ガイドプレート
に形成されたスロット（例えば矩形、その他の形状）内を動くことが強いられる。任意選
択で、スロットには弾力性がある。
【００４３】
　任意選択で、１つ以上のモーターが、ボールを回転させて、及び／又は力を所定の方向
に印加するために備えられる。
【００４４】
　任意選択で、所望の方向のボールの運動を選択的に停止させるために、１つ以上の方向
性ブレーキが備えられる。
【００４５】
　任意選択で、任意の方向のボールの運動を選択的に停止させるために、１つ以上の一向
性ブレーキが備えられる。
【００４６】
　本発明の代替的な実施形態において、球関節の代わりに、回転中心を共有する２つ以上
の継手（例えばユニバーサルジョイント）を備える。
【００４７】
　本発明の例示的な実施形態において、アームはその軸に沿って伸長可能である。任意選
択で、モーターは、選択的に移動する、若しくは、その軸方向に伸長する運動に抵抗する
力を加えるために備えられる。任意選択で、１つ以上のブレーキが、前記軸に沿って選択
的に前記伸長運動に抵抗するために備えられる。
【００４８】
　本発明の例示的な実施形態において、自発運動が全く起こらないように、伸長部は釣り
合いが取られる。代替的に又は付加的に、該伸長部は様々な程度に伸長されても、前記ア
ームのバランスに影響を与えない。
【００４９】
　任意選択で、リハビリテーション装置は、様々な向きに配置可能である。任意選択で、
装置は、そのベースと関節部との間に継手を有する。
【００５０】
　本発明の一部の実施形態の態様は、選択可能なロックを備えた球関節に関するものであ
る。本発明の例示的な実施形態において、球関節の回転を選択的にロックするためにチャ
ックが備えられる。任意選択で、複数の方向性ブレーキが備えられる。任意選択で、１つ
以上のセンサが力を加える方向を指示し、制御装置は、その力の方向に応じて、どの方向
性及び／又は一方向性ブレーキを開放するかを選択する。
【００５１】
　本発明の一部の実施形態の態様は、リハビリテーション器械の一部として任意選択で使
用される伸長要素に関するものである。本発明の例示的な実施形態において、少なくとも
３つの部分（２つの末端部と中央部）を供え、伸張力または収縮力が中央部に印加される
。中央部は、２つの末端部に、ラックとピニオン（各末端部に１つのラック、中央部の両
端に２つのピニオン）を使って取り付けられる。２つのピニオンは、連動するようにベル
トで相互接続される。
【００５２】
　本発明の一部の実施形態の態様は、バネを含むフォースフィードバック制御機構に関す
るものである。バネの有効長を変更することによって弾力性を変えることができる。本発
明の例示的な実施形態において、バネは渦巻きバネであり、バネの面に垂直な方向に弾力
性を有する。
【００５３】
　本発明の一部の実施形態の態様は、人が動かすことのできる要素のための力制御機構に
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関するものである。本発明の例示的な実施形態において、バネは人が加える力を相殺する
ために備えられる。任意選択で、力の度合いは調整可能である。任意選択で、その調整は
バネ（または他の弾力性のある要素）の予荷重によって可能となる。任意選択で、人が動
かすことのできる要素はモーターによっても動き、前記弾力性は任意選択で前記人の動き
に対して提供される。任意選択で、粘性緩衝材等の緩衝要素が備えられる。
【００５４】
　本発明の例示的な実施形態において、弾性要素は（任意選択で、直ちに）運動に所望の
程度の抵抗力を与えるように設定可能である。任意選択で、弾性手段は、その要素の実際
の運動に追随するために再調整可能である。
【００５５】
　本発明の例示的な実施形態において、モーターは第１の関節を使用してハンドルを動か
し、第２の関節は弾力性のために使用される。
【００５６】
　本発明の例示的な実施形態において、実質的に軸間をカップリングすることなく、弾力
性は一つの弾性要素によって同時に複数の軸に提供される。
【００５７】
　本発明の例示的な実施形態において、要素の球状に回転する運動は、軸方向に弾性要素
を圧縮して弾力性を提供する。
【００５８】
　本発明の例示的な実施形態において、逆転不能なギア機構を備えた要素に電力が供給さ
れる。逆転が検出されると、その動きは機械的に弾性要素に伝えられ、それが弾力性を提
供する。
【００５９】
　本発明の例示的な実施形態において、ギアを使用して運動がレバーに伝えられるが、レ
バーがギアを動かすことのできない、メカニカル・ダイオード設計が提供される。本発明
の例示的な実施形態において、メカニカル・ダイオードは、ギア、又は十分に低いリード
角をもつ（すなわち逆転しない）ウォームギアと係合するレバーを備え、モーターがウォ
ームギアを回転するとギア及び／又はウォームギアに係合したレバーを動かす。低リード
角のため、ギアが回転するときに、ウォームギアは回転せずに軸方向に動く。任意選択で
、ウォームギアは、ギアの動きにある程度の弾力性を与えるバネ又はその他の弾性要素の
上に載置される。任意選択で、バネには所望量のプレストレスが与えられる。任意選択で
、ウォームギアはレバーの運動に追随して回転し、所望の張力及び／又は弾性要素の釣り
合いを維持する。
【００６０】
　本発明の一部の実施形態の態様は、人体の少なくとも１点の３次元運動がマニピュレー
タに強制されるように、少なくとも１本のワイヤと、任意選択で１つ以上のロボット要素
を使用して、人体を動かし又は人体の運動を制御する、手動マニピュレータに関するもの
である。本発明の例示的な実施形態において、マニピュレータはリハビリテーション装置
としての使用に適合したものである。任意選択で、前記少なくとも１点を動かすために、
１つ以上のモーターを備える。任意選択で、１本以上のワイヤが備える弾力性による多少
の遊びを許容するために、１つ以上の弾性要素を備える。任意選択で、３次元運動を強制
するために、３本のワイヤを備える。
【００６１】
　本発明の一部の実施形態の態様は、リハビリテーション・システムにおける患者の位置
調整に関するものである。本発明の例示的な実施形態において、システムは、画像システ
ムを使用して患者の体位を決定する。本発明の例示的な実施形態において、代替的に又は
付加的に、システムに対する椅子又はその他の患者の支持具の位置が決定される。任意選
択で、バネ荷重付きワイヤ・システムが、相対位置の測定に使用される。任意選択で、圧
力感知マットが使用される。
【００６２】
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　本発明の例示的な実施形態において、患者は、１つ以上の運動を実行するように指示さ
れ、その運動の軌道から相対位置が決定される。任意選択で、位置は３次元上ではく２次
元上で決定される。代替として、３次元の位置及び／又は向きの情報が決定される。
【００６３】
　本発明の例示的な実施形態において、システム自体の運動部又はシステムの光ポインタ
部が正しいポジショニングを印し、及び／又は、指示する。
【００６４】
　本発明の例示的な実施形態において、一旦相対位置が決定され、１つ以上の訓練が、相
対位置を考慮するように修正される。
【００６５】
　本発明の一部の実施形態の態様は、リハビリテーション器械の安全性に関するものであ
る。 本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション器械は、取替可能な要素
（ピン等）に加わる剪断力、引張力、及び／又はトルクが閾値を超えて増大する時に、選
択的に破断する１つ以上のメカニカルヒューズを含む。機械式のピンの代替として、調整
可能な磁気式のピン（ピンを構成する２つの部品が磁力で相互に吸着しているもの）を使
用することもできる。 引力レベルは、ピンの一方の部品の内部にある磁石を移動するこ
とによって任意選択で設定される。ピン部品間の相対的な回転と分離を結びつける、ピン
部品間の鋸歯状の接続を備えることによって、任意選択でトルクが検出される。任意選択
で、ワイヤの破断を装置が電気的に検出できるように、ピンの中にワイヤを備える。
【００６６】
　本発明の例示的な実施形態において、患者がスイッチを手放すと、装置は停止し、若し
くは、既定の、又は動的に決定されるセーフモード及び／又は位置に移行する、デッドマ
ンスイッチが患者に提供される。任意選択で、デッドマンスイッチは、例えば正常な体肢
または体部位によって保持される（例えば、踏み続けられ、手または口で保持される）無
線要素に取り付けられる。
【００６７】
　本発明の例示的な実施形態において、例えば、患者が叫び声によりリハビリテーション
装置を停止することができる、音声作動式停止装置が備えられる。
【００６８】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション器械は、問題を検出するため
に、患者が加えた運動、及び／又は力を分析する。例えば、任意の大きな不規則動作が、
リハビリテーション器械を停止させる。
【００６９】
　本発明の例示的な実施形態において、装置は、弛み（弛み量が増えるほど抵抗を増す）
が生じるように運動時に弾力性を有する運動要素を少なくとも１つ備える。任意選択で、
その弛みは、利用者の運動が間違っていること、及び、印加された力が安全性限界に達し
ていること、を検知するのに十分な時間を提供する一方で、患者がその要素の運動に従っ
た運動を行わないことを許容する働きをする。
【００７０】
　本発明の実施形態が有益となり得る事例を以下に示す。本発明の一部の例示的な実施形
態において、目標志向治療、短期治療、長期治療、及び／又は予防活動などを含む、一連
の治療期間がサポートされる。本発明の一部の例示的な実施形態において、リハビリテー
ションの複数の段階に跨った治療が、場合によっては同じ装置でサポートされる。本発明
の一部の例示的な実施形態において、複数の身体部分のリハビリテーションが、同時に又
は別々に、場合によっては同じ装置で行われる。本発明の一部の実施形態において、複数
のモダリティ（例えば、運動制御、運動フィードバック、視覚、聴覚、及び／又は言語能
力）のリハビリテーションが、同時に又は同じ装置を使用して行われる。運動の複雑さと
階層の範囲、一つの関節の単純な運動や、多肢運動の複雑な手順計画などが、一部の実施
形態によってサポートされる。本発明の一部の実施形態によって、例えばＩＣＵ、ベッド
、診療所、家庭、及び／又はアウトドアといった、複数の治療場所が提供される。本発明
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の一部の実施形態において、専門のリハビリテーション訓練、トレーニング訓練、日常活
動、アウトドア活動、及び／又は診断活動など、複数の活動タイプがサポートされる。本
発明の一部の実施形態において、臥位、立位、及び／又は座位など、複数の体位がサポー
トされる。本発明の一部の実施形態において、知的能力、認知能力、及び／又は運動能力
といった一連の能力状態がサポートされる。本発明のすべての実施形態が、上述のすべて
の様々な範囲及び範囲の限界をサポートするわけではないことは注目しなければならない
。
【００７１】
　前述のように、本発明の例示的な実施形態により、少なくとも半径３０ｃｍの体積部分
において、少なくとも３つの該アクチュエータの運動自由度で、患者の体肢の運動と相互
作用する力を印加することができ、かつ、前記体積部分内の任意の点、任意の方向におけ
る実質的な運動を阻止可能な運動機構を備えるアクチュエータ・タイプを使用したリハビ
リテーション方法であって、
　　　ベッド、車椅子、診療所、及び自宅から選ばれた第１のリハビリテーション場所に
おいて、前記患者の運動と相互作用する前記アクチュエータ・タイプのアクチュエータを
使用して、前記患者に訓練をさせること、及び
　　　ベッド、車椅子、診療所、及び自宅から選ばれた第２のリハビリテーション場にお
いて、前記患者の運動と相互作用する前記アクチュエータ・タイプの第２のアクチュエー
タを使用して、前記患者に第２の訓練をさせること、からなり、
　　　前記第１の訓練と前記第２の訓練は、アクチュエータの動作に同一の運動機構デザ
インを利用する、リハビリテーション方法が提供される。
【００７２】
　任意選択で、前記第１及び第２の訓練は、同一のリハビリテーション器械を使用して行
われる。
【００７３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記運動機構は電動式である。任意選択で、前記
運動と前記力は制御装置によって制御される。代替的に又は付加的に、前記運動機構は、
少なくとも１０ｋｇの力を前記アクチュエータの先端部に印加可能である。代替的に又は
付加的に、前記運動機構は、前記アクチュエータの運動の様々な方向に様々な大きさの力
を印加することができる。
【００７４】
　本発明の例示的な実施形態において、前記運動機構は、前記アクチュエータの運動に選
択的に抵抗力を印加するように適合している。
【００７５】
　本発明の例示的な実施形態において、前記アクチュエータは、少なくとも、前記運動を
誘因すること、前記運動を誘導すること、及び前記運動を記録すること、を含む複数のモ
ードにおいて、前記運動と相互作用するように適合している。任意選択で、前記第１及び
第２の訓練は、異なる運動相互作用モードを使用する。
【００７６】
　本発明の例示的な実施形態において、前記第１及び第２の訓練の少なくとも１つは水中
で行われる。
【００７７】
　本発明の例示的な実施形態において、前記第１及び第２の訓練は同一の体肢について行
われる。
【００７８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記第１及び第２の訓練は異なる訓練である。
【００７９】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は、前記第２のアクチュエータと連結した
同一の制御装置において、前記第１及び第２の訓練を含めた前記患者の経過に絶えず注意
することを含む。
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【００８０】
　任意選択で、前記アクチュエータにはしなやかさがない。
【００８１】
　また、本発明の例示的な実施形態により、少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において
、少なくとも３つの該アクチュエータの運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する
力を印加することができ、かつ、前記体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的
な運動を阻止可能な運動機構を備えるアクチュエータを使用したリハビリテーション方法
であって、
　　　前記アクチュエータを使用して、患者の第１の器官を訓練させること、及び
　　　前記アクチュエータを使用して、患者の第２の器官を訓練させること、
からなるリハビリテーション方法も提供される。
【００８２】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は、前記訓練の合間に前記リハビリテーシ
ョン装置の前記患者へのアタッチメントを置き換えることを含む。
【００８３】
　本発明の例示的な実施形態において、アクチュエータは、前記相互作用を制御する制御
装置からなる。任意選択で、前記制御装置は異なる体肢を対象とした複数の異なる訓練が
プログラムされる。
【００８４】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は、前記訓練の合間に前記患者に対する前
記アクチュエータの相対的な空間位置及び向きの少なくとも１つを調整することを含む。
【００８５】
　また、本発明の例示的な実施形態により、リハビリテーション・キットであって、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な運動機構を備える
アクチュエータと、
　　　前記アクチュエータ上の先端部と、
　　　前記先端部に取り付ける、モジュール式に交換可能な複数のアタッチメント（その
少なくとも２つは異なる器官に適合する）と、
からなるリハビリテーション・キットも提供される。
【００８６】
　任意選択で、前記アタッチメントの少なくとも１つは、前記アクチュエータを経由して
動力が供給される。代替的に又は付加的に、前記アタッチメントの少なくとも１つは、３
つの回転軸で回転可能である。
【００８７】
　また、本発明の例示的な実施形態により、リハビリテーション用装置であって、
　　　運動に抵抗すること、運動を誘導すること、運動を起こすこと、の少なくとも１つ
により人の運動をサポートするように構成された電動アクチュエータと、
　　　前記アクチュエータを制御するように構成された制御装置と、を備え、
　　　前記制御装置は、切替可能な複数の患者のモード（モチベーション、認知能力、及
び運動能力の１つ以上が高いか低いか）に対応してリハビリテーション訓練を提供するよ
うにプログラムされる、リハビリテーション用装置も提供される。
【００８８】
　任意選択で、前記制御装置は、情報提示モード及び複雑さレベルの少なくとも３つから
１つが選択可能であることの指示を提供するように構成される。
【００８９】
　代替的に又は付加的に、前記制御装置は、少なくとも３水準から選択可能な１つの介助
水準により、前記患者の運動機能に支援を提供するように構成される。
【００９０】
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　代替的に又は付加的に、前記制御装置は、少なくとも３水準から選択可能な１つの鼓舞
水準により、前記患者に鼓舞フィードバックを提供するように構成される。
【００９１】
　また、本発明の例示的な実施形態により、少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において
、少なくとも３つの該アクチュエータの運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する
力を印加することができ、かつ、前記体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的
な運動を阻止可能な運動機構を備えるアクチュエータを使用したリハビリテーション方法
であって、
　　　家庭環境において前記アクチュエータを人に連結させること、と
　　　リハビリテーションを強化するために、前記アクチュエータによる相互作用を受け
て、前記人が日常活動を行うこと。
からなるリハビリテーション方法も提供される。
【００９２】
　任意選択で、前記日常活動は屋外活動である。
【００９３】
　代替的に又は付加的に、前記アクチュエータは、記録されたリハビリテーション計画を
使用して相互作用する。
【００９４】
　代替的に又は付加的に、前記アクチュエータは、リハビリテーションの経過を遠隔地に
報告する。
【００９５】
　代替的に又は付加的に、前記アクチュエータは、前記患者による危険な運動を防止する
。
【００９６】
　代替的に又は付加的に、本方法は、前記日常生活の第１の練習をリハビリテーション診
療所で行う。
【００９７】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　第１のリハビリテーション装置上で、第１の患者のリハビリテーションを行うこと
、
　　　第２のリハビリテーション装置上で、第２の患者のリハビリテーションを行うこと
、及び
　　　前記２つの装置間でリハビリテーションに関する情報（スコア、最近の経過、患者
の部位の空間位置、及びケーム内容、の少なくとも１つを含む）を伝送すること、
からなるリハビリテーション方法も提供される。
【００９８】
　任意選択で、入出力に前記装置を使って、前記患者達は一緒にゲームをする。任意選択
で、前記患者達が互いに対抗してプレイする。代替的に又は付加的に、前記第１のリハビ
リテーション装置は、２人の患者間の能力差を補償するために、前記第２の装置が前記第
２の患者に提供するものとは異なった支援を第１の患者に提供する。
【００９９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記情報はリアルタイムで伝送される。
【０１００】
　本発明の例示的な実施形態において、前記情報は、無線接続を使って伝送される。
【０１０１】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は、遠隔地の療法士による前記第１及び前
記第２の患者の観察を含む。
【０１０２】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は、遠隔地の治療グループへの前記患者に
よる接続を含む。
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【０１０３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記２つの装置は同じ部屋にある。
【０１０４】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　第１のリハビリテーション装置と、
　　　第２のリハビリテーションと、を備え、
該２つのリハビリテーション装置が同期して作動できるように、前記第２のリハビリテー
ション装置は前記第１のリハビリテーションと無線データリンクによって接続される、リ
ハビリテーション・システム構成も提供される。
【０１０５】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な運動機構を備える
第１のアクチュエータを提供することと、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な運動機構を備える
第２のアクチュエータを提供することと、
　　　前記第１及び第２のアクチュエータを、患者及び非療法士にそれぞれ従わせること
、と
　　　前記第１のアクチュエータ及び前記非療法士を使用して、前記第１の患者をリハビ
リすることと、
からなる、協調リハビリテーション方法も提供される。
【０１０６】
任意選択で、前記非療法士は血縁者である。
【０１０７】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は、制御装置の指示によって前記非療法士
及び前記患者を誘導することを含む。
【０１０８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記非療法士は１８歳未満である。
【０１０９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記非療法士は１０歳未満である。
【０１１０】
　本発明の例示的な実施形態において、前記用意は、前記非療法士の自宅でなされる。
【０１１１】
　本発明の例示的な実施形態において、前記非療法士は５０時間未満の理学療法の経験を
持つ。
【０１１２】
　本発明の例示的な実施形態において、前記非療法士は１０時間未満の理学療法の経験を
持つ。
【０１１３】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　フレームと、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な運動機構を備える
アクチュエータと、
　　　前記体積部分が前記フレームに対して動くように、前記フレーム上に備わる運動機
構の複数の異なる相対配置を可能とする、前記フレームと前記アクチュエータを相互に連
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結する関節と、
を備える、リハビリテーション装置も提供される。
【０１１４】
　任意選択で、前記運動機構は異なる空間方向においては異なる運動制限を有する。また
、ここで、前記複数の相対位置には前記機構の向きの変更が含まれる。
【０１１５】
　本発明の例示的な実施形態において、前記関節は直動関節からなる。
【０１１６】
　本発明の例示的な実施形態において、前記関節は回転関節からなる。
【０１１７】
　本発明の例示的な実施形態において、前記フレームは湾曲したものである。
【０１１８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記関節は電動式である。
【０１１９】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、その内部に記録された前記訓練の合間
に従って前記関節を制御する、制御装置を備える。
【０１２０】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、前記関節の位置を報告する少なくとも
１つのセンサを備える。
【０１２１】
　また、本発明の例示的な実施形態により、少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において
、少なくとも３つの該アクチュエータの運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する
力を印加することができ、かつ、前記体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的
な運動を阻止可能な運動機構を備えるアクチュエータを含む、リハビリテーション・シス
テムを構成する方法であって、
　　　実行するリハビリテーション訓練を決定すること、と
　　　前記訓練のための前記運動制御機構の所望の位置を選択すること、及び
　　　前記所望の位置に従ってフレームの上の該機構の位置を調整すること、
からなるリハビリテーション・システムを構成する方法も提供される。
【０１２２】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は前記位置を自動的に調整することを含む
。
【０１２３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記所定の位置を利用者に自動的に報告すること
を含む。
【０１２４】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　球面角φ（回転角）及びθ（仰角）に運動自由度を有し、前記自由度により、各角
度方向において、少なくとも３０度の角度範囲内で実質的に任意の角度位置を許容する関
節と、
　　　前記関節に取り付けられ、人の体肢（少なくともその１点において）と共に運動す
るよう適合された、実質的に剛直な径方向の伸長要素と、
　　　前記ジョイトの運動と、前記径方向伸長要素の運動とを制御するように適合された
制御装置と、
を備える、リハビリテーション装置も提供される。
【０１２５】
　本発明の例示的な実施形態において、全く力が加えられなければ静止し続け、前記人が
力を加えると動くように、前記径方向伸長要素は釣り合いが取られている。任意選択で、
前記釣り合いは、前記伸長器に選択的に取り付けられるアタッチメントの重さに合わせて
変更することが出来る。代替的に又は付加的に、前記釣り合いは、運動の経路に沿って、
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前記点におけるモーメントの変化に合致するように、前記制御装置によって変更すること
ができる。代替的に又は付加的に、前記釣り合いは、前記体肢にニュートラルな浮力を提
供するように設定することができる。
【０１２６】
　本発明の例示的な実施形態において、前記関節は球関節である。
【０１２７】
　本発明の例示的な実施形態において、前記関節は共通の回転中心を有する２つの直交ヒ
ンジを備える。
【０１２８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は機械式制御装置からなる。
【０１２９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は電気制御装置からなる。
【０１３０】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、前記自由度の運動に選択的に抵抗する
ように適合された少なくとも１つのブレーキを備える。任意選択で、前記ブレーキは前記
制御装置によって連続的に制御される。代替的に又は付加的に、前記ブレーキは前記φ又
は前記θ方向のうち一方のみの、単方向性である。代替的に又は付加的に、前記ブレーキ
は前記φ及び前記θ方向の双方で作動可能である。
【０１３１】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、前記継手を動かすように構成された、
少なくとも１つのモーターを備える。任意選択で、前記モーターは、少なくとも１０ｋｇ
の力を前記点に印加するように構成される。代替的に又は付加的に、前記モーターは前記
制御装置によって連続的に制御される。代替的に又は付加的に、前記モーターを前記伸長
器で逆転することはできない。
【０１３２】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、前記人が前記制御装置によって運動す
るよう制御された軌道とは別の軌道で前記点を動かすときに、弾性的なしなやかさを提供
するように構成される弾性要素を、少なくとも１つ備える。任意選択で、前記制御装置が
前記しなやかさの程度を設定する。
【０１３３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記要素は伸長可能である。
【０１３４】
　本発明の例示的な実施形態において、前記要素は電力用導管を有する。
【０１３５】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、前記関節の角度位置を報告する少なく
とも１つの位置センサを備える。
【０１３６】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、前記関節に印加された力を報告する少
なくとも１つの力センサを備える。
【０１３７】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、前記運動を制御し、また、前記
患者の体肢による運動を補助すること、前記患者の体肢による運動に抵抗を与えること、
前記患者の体肢による運動を誘導すること、前記患者の体肢に運動するよう突付いて合図
すること、及び前記患者の体肢を動かすこと、のうち少なくとも１つを提供するように構
成される。
【０１３８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、複数の異なるリハビリテーショ
ン訓練を記憶可能である。
【０１３９】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
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　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な運動機構を備える
アクチュエータと、
　　　空間中で前記アクチュエータを支持するために一切力を必要としないように、前記
アクチュエータを釣り合わせる少なくとも１つの錘と、
からなる、釣り合いが取れたリハビリテーション器械も提供される。
【０１４０】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　１つのアクチュエータを用いて、軌道に沿った患者の運動を補助すること、と
　　　前記軌道から外れた患者の運動に対して、前記軌道から外れた方向へのしなやかさ
をもった抵抗を与えること、
　　　からなり、前記しなやかさは電子・機械的フィードバック・ループなしに、機械的
に達成される、リハビリテーション方法も提供される。
【０１４１】
　本発明の例示的な実施形態において、前記しなやかさはブレーキによって提供される。
【０１４２】
　本発明の例示的な実施形態において、前記しなやかさは少なくとも１つの弾性要素によ
って提供される。
【０１４３】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は前記しなやかさを伴って、前記患者の運
動を追跡することを含む。
【０１４４】
　本発明の例示的な実施形態において、空間中の異なる点において、運動に沿って、異な
る抵抗力が提供される。
【０１４５】
　本発明の例示的な実施形態において、空間中の同じ点において、異なる方向に、異なる
抵抗力が提供される。
【０１４６】
　本発明の例示的な実施形態において、前記しなやかさは少なくとも１ｃｍである。
【０１４７】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　患者の体の一部分と共に運動するように構成されたレバーと、
　　　前記レバーによるモーター（前記レバーを動かすよう作動する）の逆転を阻止する
ように、前記レバーに作動可能に接続されたモーターと、
　　　前記レバーと結合し、前記運動に弾力性を提供するバネと、
からなる、リハビリテーション装置も提供される。
【０１４８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記レバーがモーターの起こす運動とは異なる運
動をする時にのみ、前記バネは前記弾力性を提供する。
【０１４９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記モーターを逆転させようとすると、バネに力
が加わる。
【０１５０】
　本発明の例示的な実施形態において、前記バネには制御可能な予荷重が与えられる。
【０１５１】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は前記バネと平行に緩衝要素を備える。
【０１５２】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　患者の体の一部分と共に運動するように構成されたレバーと、
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　　　前記レバーを動かすように、該レバーに作動可能に接続されたモーターと、
　　　前記レバーの運動を誘導するスロットと、
　　　前記レバーと結合し、前記運動に弾力性を提供するバネと、
からなる、リハビリテーション装置も提供される。
【０１５３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記バネは前記スロットに組み込まれる。
【０１５４】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　径方向伸長レバーの極座標での運動を許容するように構成された、少なくとも１つ
の関節の第１のセットと、
　　　前記第１のセットの極座標での運動を許容するように構成された、少なくとも１つ
の関節の第２のセットと、
　　　前記レバーの運動に関連した圧縮をもち、そのため前記第２のセットの運動に対し
てしなやかさをもつ弾力要素と、
からなる、リハビリテーション用の多軸弾性要素も提供される。
【０１５５】
　本発明の例示的な実施形態において、前記弾性要素は設定可能な予荷重を持っている。
【０１５６】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　患者の体の一部分と共に運動するように構成されたレバーと、
　　　前記レバーを動かすように、該レバーに作動可能に接続されたモーターと、
　　　前記レバーと結合し、前記運動に弾力性を提供するバネと、
　　　を備え、前記バネは設定可能なしなやかさを有する、リハビリテーション装置も提
供される。
【０１５７】
　本発明の例示的な実施形態において、前記しなやかさは制御装置によって設定される。
任意選択で、前記設定は連続的なものである。
【０１５８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記バネは設定可能な有効長をもつ薄板ばねであ
る。
【０１５９】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　１つの中央部と２つの末端部からなる、少なくとも３つのテレスコープ部分と、
　　　前記中央部を伸長する作動機構と、
　　　前記末端部の１つと前記中央部とを連結する第１のラック・ピニオン機構と、
　　　前記末端部の他の１つと前記中央部とを連結する第２のラック・ピニオン機構と、
　　　該２つのラック・ピニオン機構を作動可能に連結するベルトと、
からなる、伸長機構も提供される。
【０１６０】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　地面や物体に対して装置を安定化させるためのベースと、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な運動機構を備える
アクチュエータと、
　　　を備え、前記装置は、
　　　　　　リハビリテーションを実行するの適した第１の配置と、
　　　　　　保管に適した第２の配置と、
　　　の２つの配置を有し、また、前記装置は前記配置間を素人が手動で切り替えるよう
に構成される、
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携帯用リハビリテーション装置も提供される。
【０１６１】
　本発明の例示的な実施形態において、前記装置は前記第２の配置のために分解される。
【０１６２】
　本発明の例示的な実施形態において、前記装置は少なくとも１つのクイック接続を備え
る。
【０１６３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記装置は折り畳み式である。
【０１６４】
　本発明の例示的な実施形態において、車のトランクに収納できるように、前記装置は平
らに折り畳める。
【０１６５】
　本発明の例示的な実施形態において、前記装置は３０ｋｇ未満である。
【０１６６】
　本発明の例示的な実施形態において、前記装置には車輪が付いている。
【０１６７】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　患者の体の一部分と共に運動するように構成されたレバーと、
　　　前記レバーと結合し、前記レバーの運動と相互作用するように構成されたモーター
と、
　　　前記モーターと前記レバーとを相互接続し、既定の力を超えたときに前記レバーの
少なくとも一部を前記モーターから切り離すように構成された、少なくとも１つの分離可
能な要素と、
を備える、リハビリテーション装置も提供される。
【０１６８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記要素は剪断ピンからなる。
【０１６９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記要素は分離可能な関節からなる。
【０１７０】
　本発明の例示的な実施形態において、前記要素は前記レバー本体と前記レバーに取り付
けられるアタッチメントと間に接続される。
【０１７１】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　患者の体の一部分と共に運動するように構成されたレバーと、
　　　前記レバーと結合し、前記レバーの運動と相互作用するように構成されたモーター
と、
　　　前記モーターと前記部分とを相互接続する少なくとも１つの弾性要素と、
　　　安全性の問題を同定して、前記見極めた直後に前記モーターを停止する（前記弾性
要素は該停止が即時的となるのを防ぐ）ように構成された制御装置と、
を備える、リハビリテーション装置も提供される。
【０１７２】
　本発明の例示的な実施形態において、前記装置は、少なくとも半径３０ｃｍの体積部分
において、少なくとも３つの該アクチュエータの運動自由度で、患者の体肢の運動と相互
作用する力を印加することができる運動機構を備えるアクチュエータを備える。
【０１７３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、前記患者による叫び声を検出す
ることにより、前記安全性の問題を同定する。
【０１７４】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、前記患者の身体の点の少なくと
も１つの位置を計算し、計算の結果を１つ以上の許容値と比較することにより、前記安全
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性の問題を同定する。
【０１７５】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な運動機構を備える
アクチュエータと、
　　　リハビリテーションを補助するように構成された少なくとも１つのアクチュエータ
と、
　　　患者の運搬装置をロックするように構成されたドッキング・ポートと、　　　
を備える、リハビリテーション・ドッキング・ステーションも提供される。
【０１７６】
　本発明の例示的な実施形態において、前記ポートは、車椅子に係合するように構成され
る。
【０１７７】
　本発明の例示的な実施形態において、前記ポートは、ベッドに係合するように構成され
る。
【０１７８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記ステーションは可動式である。
【０１７９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記ステーションは第２のアクチュエータのアタ
ッチメントのための少なくとも１つのポートを備える。
【０１８０】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な、運動機構を備え
るアクチュエータを用意すること、
　　　前記アクチュエータを人体上の１点に結合すること、及び
　　　前記アクチュエータにより力ベクトルを前記点に印加すること（前記力は回転を含
む）、
からなる、リハビリテーション方法も提供される。
【０１８１】
　本発明の例示的な実施形態において、前記力ベクトルは該力ベクトルに対して少なくと
も２つの回転方向をもつ。
【０１８２】
　本発明の例示的な実施形態において、本方法は、前記第１の力と同時に、第２の力を前
記人体の少なくとも第２の点に印加することを含む。
【０１８３】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な、運動機構を備え
る第１のアクチュエータを用意すること、
　　　前記第１のアクチュエータを人体上の第１の点に結合すること、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な、運動機構を備え
る第２のアクチュエータを用意すること、
　　　前記第２のアクチュエータを人体上の第２の点に結合すること、及び
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　　　前記２つのアクチュエータを用いて前記２つの点に異なる力を印加すること
からなる、リハビリテーション方法も提供される。
【０１８４】
　本発明の例示的な実施形態において、前記第１のアクチュエータは回転を提供する。
【０１８５】
　本発明の例示的な実施形態において、前記の異なる点は同じ体肢上にある。
【０１８６】
　本発明の例示的な実施形態において、前記の異なる点は異なる体肢上にある。本発明の
例示的な実施形態において、本方法は、２つの体肢を一緒に訓練することを含む。代替的
に又は付加的に、本方法は一方の体肢から他方の体肢へ運動をコピーすることを含む。
【０１８７】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、少なくとも３つの該アクチュエータ
の運動自由度で、患者の体肢の運動と相互作用する力を印加することができ、かつ、前記
体積部分内の任意の点、任意の方向における実質的な運動を阻止可能な、運動機構を備え
るアクチュエータを用いて、１器官上の少なくとも１点の運動を制御することと、
　　　該器官上の少なくとも第２の点の位置を制御することと、
　　　前記運動及び前記位置から、前記器官の少なくとも１つの関節の曲がり量をコンピ
ュータによって再現すること、　　　
からなる、逆運動学の方法も提供される。
【０１８８】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分において、患者の体肢の運動と相互作用する力
を印加可能な運動機構を備えるアクチュエータと、　　　
　　　患者の支持具と、
　　　前記患者と前記支持具のうちの少なくとも１つと前記アクチュエータとの相対位置
に従って、リハビリテーション訓練を調整するように構成された制御装置と、　　　
からなる、リハビリテーション装置も提供される。
【０１８９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記相対位置を決定するために、該装置は距離セ
ンサを備える。
【０１９０】
　本発明の例示的な実施形態において、前記相対位置を決定するために、装置は画像処理
センサを備える。
【０１９１】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は前記患者と前記アクチュエータと
の相対配置に関係する。
【０１９２】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、相対位置が２次元においてのみ
異なっているとみなす。
【０１９３】
　本発明の例示的な実施形態において、該装置は、望ましい患者配置を示すポインタを備
える。
【０１９４】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、前記相対配置を決定するために
前記アクチュエータを使用するように構成される。
【０１９５】
　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、望ましい相対配置を示すために
前記アクチュエータを使用するように構成される。
【０１９６】
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　本発明の例示的な実施形態において、前記制御装置は、訓練セッションの間に、また患
者の運動に応じて、前記訓練を直ちに調整するように構成される。
【０１９７】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　訓練と支払コードとの対応を保存する記憶装置と、
　　　リハビリテーション訓練を制御し、また、前記記憶装置から前記訓練に対応するコ
ードを含むレポートを生成するように構成された制御装置と、　　　
からなる、リハビリテーション装置も提供される。
【０１９８】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　体部位の運動を支持するように構成された少なくとも１つのアクチュエータと、
　　　該アクチュエータに付属して前記運動を測定する、少なくとも１つのセンサと、
　　　前記評価された運動を分析して運動の特性の指標を生成し、また、前記運動特性指
標に応答してリハビリテーション計画を修正する制御装置と、
からなる、リハビリテーション装置も提供される。
【０１９９】
　本発明の例示的な実施形態において、該制御装置は、評価した運動の特性に従ってその
後の訓練の選択を修正する。
【０２００】
　本発明の例示的な実施形態において、制御装置は評価した運動の特性に従ってその後の
訓練のパラメータの選択を修正する。
【０２０１】
　本発明の例示的な実施形態において、使用される該運動特性指標は、２／３べき法則へ
の適合度として定義される。
【０２０２】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　人に少なくとも１つの訓練を実行させることと、
　　　前記少なくとも１つの訓練の結果から、前記人の精神状態を評価することと、
　　　前記評価に従って、少なくとも１つの第２の訓練を自動的に選択することと、
からなる、リハビリテーション方法も提供される。
【０２０３】
　本発明の例示的な実施形態において、前記精神的段階の評価は、２つの訓練（一方が、
より高いコンプライアンスを引き出すと期待される）の間で遂行を比較することを含む。
【０２０４】
　本発明の例示的な実施形態において、前記精神的段階の評価は、患者の最大能力をそれ
に対する偏差を決定する基準として用いて、１つの訓練における遂行を比較することを含
む。
【０２０５】
　本発明の例示的な実施形態において、前記評価は自動的になされる。
【０２０６】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　運動課題を行う患者の能力を決定すること、
　　　非運動課題を行う患者の能力を決定すること、及び
　　　前記決定に応じて、患者の訓練または訓練のパラメータを自動的に選択すること、
からなる、リハビリテーション方法も提供される。
【０２０７】
　本発明の例示的な実施形態において、前記選択は、指示またはフィードバックの様式を
知覚能力に適合させることを含む。
【０２０８】
　本発明の例示的な実施形態において、前記選択は、指示またはフィードバックの様式を
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認知能力に適合させることを含む。
【０２０９】
　本発明の例示的な実施形態において、前記選択は、前記運動及び前記非運動能力の両方
のリハビリテーションをするようにデザインされた訓練（又は一連の訓練）を含む。
【０２１０】
　本発明の例示的な実施形態において、前記訓練は視覚－運動協調のリハビリテーション
を行う。
【０２１１】
　また、本発明の例示的な実施形態により、
　　　少なくとも半径３０ｃｍの体積部分内の空間位置に、先端部を有する電動アクチュ
エータを動かすことと、
　　　患者に前記先端部に対抗して力を加えるように指示し、前記アクチュエータは前記
力に対応した抵抗力を与えること、
からなる、リハビリテーション方法も提供される。任意選択で、本方法は、空間位置に応
じた抵抗力を選択することを含む。
【０２１２】
　本発明の非限定的な実施形態について、図面を参照しながら以下に説明する。図面は概
して同じ縮尺では表示されておらず、いずれの寸法も単なる例示であって、必ずしも限定
的なものではない。図面において、１つ以上の図面に現れる同一の構造、構成要素または
部品については、それが現れる全ての図面において、なるべく同一若しくは類似の番号の
引用符号が付けられている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０２１３】
  ［概論］
　本発明の一部の実施形態の方法及び器械は、身体の部位の、制御された、又は部分的に
制御された、若しくは指示された運動を提供する。以下の節では、最初に例示的な装置（
関節アーム）のデザインを説明し、次いで様々なリハビリテーション方法、それから付加
的なリハビリテーション装置のデザイン及び使用法について説明することにより、この装
置を説明する。本発明は、特定の方法を説明するために使用される特定の装置に制限され
るとみなされるべきでない。むしろ、本方法の多くは様々な装置によって実行することが
でき、該装置の多くは、様々な方法を実行するために使用することができる。
【０２１４】
　［関節アームのデザイン］
　図１は、本発明の例示的な実施形態による、関節アーム式のリハビリテーション器械１
００を模式的に示したものである。説明の一部において、ここで説明する他の装置につい
ても、説明の便利のため装置１００が参照される。用語「システム（system）」は、一部
の個所で直接装置１００を参照する代わりに使用されており、また複数の装置及びモニタ
ーを含むことがある。
【０２１５】
　装置１００は、テーブル又はその他の台座１０４から上方に突き出る関節アーム１０２
を備える。アーム１０２の先端部１０８は、様々な３次元軌道を移動することのできる制
御点として機能する。任意選択で、台座１０４を床に固定するに代わりに、任意選択の加
重ベース１０６（図示されない場所に配置される）によって台座の重量を重くして、使用
中に装置１００が傾いたり転倒したりしないようにすることもできる。任意選択で、ベー
ス１０６は、アームに動力を供給するために使用する電子器械を備える。代替的に又は付
加的に、重量１０６は一時的な重量（例えば水で満たした嚢）である。その他の例示的な
一般的レイアウトを以下に示す。
【０２１６】
　本発明の例示的な実施形態において、アーム１０２は、３次元空間の運動をサポートす
る関節アームである。代替のデザイン（例えば１つの関節と伸長アームに基づいたもの）
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を以下に説明する。
【０２１７】
　本発明の例示的な実施形態において、アーム１０２は複数の関節１１２によって相互に
接続される複数の部分１１０からなる。本発明の例示的な実施形態において、例えば、ロ
ボットアーム技術分野で知られるように、各関節は電動式である。代替的に又は付加的に
、例えば、以下に説明するように、各関節は選択的にロック可能である。任意選択で、各
関節に角度位置センサを、及び／又は先端部１０８に位置センサを備えるため、アーム１
０２及び／又は先端部１０８の空間位置を決定することができる。関節は１、２又は３以
上の自由度を持つ関節とすることもできる。
【０２１８】
　本発明の例示的な実施形態において、アーム１０２（例えば、そのロック、及び／又は
力印加、及び／又は運動）は、制御装置１１４（例えばパーソナル・コンピュータ、又は
専用の組込型コンピュータ）によって制御される。任意選択で、ディスプレイ１１６、及
び／又は利用者入力デバイス１１８が、利用者との対話に使用される。任意選択で、ディ
スプレイ１１６は、オーディオ・ディスプレイ（例えば、音及び／又は言語の、指示及び
／又はフィードバック提供する）からなる(又は、これに限定される)。
【０２１９】
　例えば、後ほど図２で説明するような利用のために、遠隔地のコンピュータ、及び／又
はその他のユニットとの接続のための外部接続１２０が、任意選択で備えられる。
【０２２０】
　装置１００の一部の実施がコンピュータを全く含まないことに注目すべきである。 一
部の実施は電力を全く必要としない。ある例では、機械式コンピュータが、装置パラメー
タを制御するために使用される。本発明の一部の実施形態において、ブレーキシステムを
使った運動への抵抗（任意選択で可変である）が提供される。
【０２２１】
　［アームの詳細］
　以下により詳しく説明するように、本発明の例示的な実施形態による様々なリハビリテ
ーション方法は、アーム１０２又は以下に説明する他の装置からの、多様なタイプの運動
、及び／又は、反応性を必要とする。本発明の一部の実施形態におけるリハビリテーショ
ン用装置１００の使用は、例えば運動の滑らかさ、反応性、軸間の結合、釣り合わせ、及
び／又はサポートされる可動域、について一定の制限を装置１００に課す。
【０２２２】
　例えば、本発明の例示的な実施形態による一部の様式のリハビリテーションは、軌道に
沿って先端部１０８を動かすことを患者に要求する。抵抗は予め軌道に沿って定義される
、場合によっては全く抵抗が与えられないこともある。どのような場合でも、患者の運動
が正しい限りは、装置１００が患者の運動に悪影響を与えないことが望ましい。ある具体
例において、先端部１０８は、特定の軌道に沿った運動には何も抵抗を与えず、特定の軌
道に沿わない運動には強く抵抗する。そのような先端部を、「ニュートラルに誘導された
運動の先端部」と称する。
【０２２３】
　ニュートラルな方法（例えば、少なくとも運動の軌道に沿って抵抗を提供しない）で一
般化された３次元軌道をサポートするために、アーム１０２は、所定の実用的な可動域（
例えば半径０．８メートル以下、例えば０．５メートル以下の球）内に特異性点を持たな
いことが、任意選択で要求する。用語「特異性」は、そこから隣接点に移動するのに、１
つ以上の関節の限界を通過し、関節位置の比較的大きな変化（一般に時間を要し、患者に
は急激な抵抗や遅延を与える）を要するような、点及びアーム位置を定義するために使用
される。さらに、ニュートラルな運動の提供は、均一な（かつ望ましくはゼロの）抵抗が
所望の可動域内の任意の点に提供されることを意味する。あるいは、本発明の一部の実施
形態において更に重要なことは、抵抗の任意の変化が滑らかなことである。一部の実施形
態において、アーム１０２は相殺する力を提供するか、運動を提供することさえある。そ
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のような力の均一性と制御性は、本発明の一部の実施形態において必要とされる。一部の
実施形態において、先端部１０８は、体肢が浮力を感じるように患者の体肢を支持するよ
う構成される。
【０２２４】
　アーム１０２が印加及び／又は抵抗できる力の大きさは、用いるリハビリテーション療
法による。例えば、あるリハビリテーション様式は、先端部１０８に印加される例えば１
００ＫＧに及ぶ力に耐えて、不正確な運動に完全に抵抗するアーム１０２を必要とする。
別の例では、患者が抵抗を感じる一定レベル（例えば１ｋｇ）までの力でアームが運動に
抵抗すれば足りる。一部の実施形態においては、患者が力に逆らって不注意に先端部１０
８を動かさないようにするために、気付かせる力（例えば１０ｋｇ）は有用である。
【０２２５】
　本発明の例示的な実施形態において、先端部１０８の可動域は５０×５０×５０ｃｍの
体積部分に及ぶ。他の実施形態においては、これより小さいか、これより大きな体積部分
が提供される。該体積部分は矩形である必要はない。任意選択で、該体積部分は先端部１
０８の１、２又は３軸の周りの回転も含む。一部の実施形態において、先端部の可動体積
部分は、１又は２次元（つまり、面内または線に沿ったもの）である。
【０２２６】
　本発明アームの一部の実施形態において、発明に係るアーム１０２は、自然な方法か、
少なくとも患者の運動を邪魔しない方法で、患者の活動に対応することが求められる。本
発明の例示的な実施形態において、アーム１０２の応答性は１０ｍｓより速く、より望ま
しくは５ｍｓより速い。
【０２２７】
　多くの機械システムの一般的な性質に、製造公差、検出公差、設計、及び／又は構造の
非最適性により、いくらかの管理できない運動の自由が得られる、というものがある。本
発明の例示的な実施形態において、装置１００における制御されない自由な運動の総量は
５ｍｍより少ないか、２ｍｍより少ない。本発明の一部の実施形態において、バネ荷重機
構は、抑制されないバックラッシュ運動を抑制するために使用される。
【０２２８】
　そのような可動域と、応答性、および力を実現するためのロボット技術が、恐らくは高
コストなものであるが、よく知られている。以下に、これに適した更なる多様な技術を説
明する。任意選択で、制御装置１１４は、これらの対象に対して他動的、自動的、若しく
は応答的な方法で、アーム１０２を制御する。本発明の例示的な実施形態において、アー
ム１０２のそのような能動制御の結果、アーム１０２の慣性モーメントの少なくとも８０
％以上が補償される。異なる状況（例えば、応答性が高いか低いか、または、制御できな
い自由が大きいか小さいか）に対しては異なる値が要求されることに注目すべきである。
【０２２９】
　アーム１０２は、例えば１メートル、０.８メートル、０.５メートル、０.３メートル
、又はこれより幾分長いか、短いか、若しくはその中間の長さをもつ。
【０２３０】
　［運動タイプ］
　説明したような装置１００において、制御される運動は１つの点（すなわち先端部１０
８）の運動である。先端部１０８のための様々なアタッチメントを用意することによって
、先端部１０８は、例えば骨、関節、または身体の別の部位に接続される。アタッチメン
トは、例えばストラップを使用して、又は患者の協力又は患者の活動に依存して、ハンド
ル又はレストとして剛性がある。例えば、手、腕、肘、膝、足首、及び／又は肩用の個別
のアタッチメント装置が提供される。更に、以下に説明するように、複数の先端部１０８
が（任意選択で、各個々のアーム１０２と共に）同じ若しくは異なる体部位上にある身体
の様々な点に付けるアタッチメント用に提供される。
【０２３１】
　リハビリテーションを提供する際、例えば次に列挙するものの１つ以上の、多様なタイ
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プの運動がサポートされる。
【０２３２】
　ａ）受動運動。先端部１０８が（装置１００により）動かされて、患者はそれと一緒に
動く。
【０２３３】
　ｂ）抵抗運動。患者は先端部１０８を動かし、抵抗に対抗する。抵抗は大きさが可変で
も、すべての方向で均一でも、方向性があってもよい。
【０２３４】
　ｃ）補助運動。患者が先端部１０８を動かす時に、アーム１０２に関する正のフィード
バックが、患者が動く方向の運動の力を増大させる。
【０２３５】
　ｄ）力場運動。患者は先端部１０８を動かす。一定の軌道に沿って、あるレベルの抵抗
（または無抵抗）に対抗する。軌道からの逸脱は許されないか、抵抗を受ける。図３Ａは
そのような力場の例を示す。「正しい」軌道３０２に沿った運動は抵抗を受けないか、場
合によっては助力を受ける。軌道３０２を取り囲む体積部分３０４において、増大した抵
抗が示される。周辺の体積部分３０６において、より一層大きな抵抗が示される。外側の
体積部分３０８において、運動の阻止が提供される。本発明の例示的な実施形態において
、軌道３０２から外れたときに、軌道３０２を向いた修正力ベクトル３１０が印加される
。任意選択で、修正力の代わりに、抵抗が軌道３０２からの距離の関数として変化し、従
って、先端部１０８の運動は、自然に軌道３０２に戻るように促される。図３Ｂは、経路
からの逸脱と印加される力との間の例示的な関係を示すグラフである。任意選択で、該力
は経路方向に印加される。代替として、該力は、恐らくは一方向の抵抗力である。
【０２３６】
　このタイプの運動は、患者が所望の運動をトレーニングするのを支援するために使用で
きる。
【０２３７】
　ｅ）ミラー運動。例えば、以下に説明するような２肢リハビリテーションのために、先
端部１０８の運動は、異なる要素の運動の軌道を忠実に映し出すことが要求される。
【０２３８】
　ｆ）自由運動。患者は望む通りに（場合によっては、フィードバックを受けながら）先
端部１０８を動かす。患者（若しくは療法士又は介護士）が先端部１０８を動かすときに
、装置１００は、その運動を後で再生するために記録することができる。再生モードで事
前に記録された運動（または経路）は、任意選択で別のモードを使って再現される。任意
選択で、記録された経路は、例えば自動で、又は手動で修正される（例えば、滑らかにす
る等の編集がなされる）。
【０２３９】
　ｇ）一般力場。何らの特定の軌道と関係なく、力場、及び／又は補助力場が定義される
。例えば、利用者が実行するための一定の範囲の軌道、若しくは、シミュレートされた現
実または仮想の状態（例えば、水、障害物のある領域）が許容される。
【０２４０】
　ｈ）局所力場。小さな場所だけに、及び／又は１又は２次元でのみ印加される力場。
【０２４１】
　ｉ）限定運動。対象者の身体の１つ以上の点が、支持されるか、運動を抑制される。任
意選択で、そのような点と患者への動く点とのなす角が測定される。ある例では、肩の運
動だけを許容する専門装具によって肘が固定される。一部の実施形態において、該制限は
部分的であり、及び／又は、可動要素（例えばアーム１０２）によって提供される。
【０２４２】
　ｊ）主導運動。患者が運動（例えば１ｃｍの動き、又は１００グラムの力）を開始し、
装置１００が該運動を完遂するか、患者が完遂するのを手助けする。運動の完遂は、軌道
全体でも、軌道の一部についてであってもよい。
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【０２４３】
　ｋ）示唆運動。装置１００が運動を開始し、患者はそれを完遂する。装置１００は、様
々な方法で（例えば、運動が始まった後に、ここで説明するモードの１つに変更すること
により）残りの運動を補助することができる。患者が、運動の捕捉に失敗すると、装置１
００は合図（例えば音声の合図）を出す。１つの運動軌道の異なる部分は、それぞれ機械
始動定義を持つ。任意選択で、患者の動きが遅すぎる場合には、装置１００が運動を開始
する。
【０２４４】
　ｌ）合図運動。別のモードによる運動が始まる前に、患者はシステムから合図を受け取
る。該合図は、例えば、先端部１０８の振動、皮膚に付けた刺激パッド、音声または視覚
的な合図とすることができる。本発明の一部の実施形態において、合図の強さ、及び／又
はそのタイミング、及び／又は他の進行中の活動（例えば視覚的表示やゲーム）が、異な
るモダリティ間の運動協調（例えば手－目手運動協調）のトレーニングを支援するために
使用される。運動による合図は、運動覚のトレーニングに使用することができる。
【０２４５】
　ｍ）教育モード。装置１００に運動を覚え込ませる。ある例では、療法士が運動を実行
し、各点における運動パラメータが記録されて、これを訓練に使用することができる。シ
ステムに覚え込ませる別の方法は、療法士が使用する経路を使用するものである。療法士
は、制御器を使って覚えさせる点を示すか、あるいは全軌道を覚えさせるための連続モー
ドを定めてもよい。任意選択で、経路と点は再生前に編集される。任意選択で、例えば、
スムージングや運動点の特定によって、再生前に該経路は抽出される。
【０２４６】
　このように、本発明の一部の実施形態において、リハビリテーション装置１００は、等
運動性(Isokinetic)、等張性（Isotonic）、及び平衡（Isostatic）訓練の１つ以上を提
供することができる。
【０２４７】
　先端部１０８が追従する軌道の定義には、速度パラメータ（例えば、経路の軌道、速度
の軌道、力の軌道）を含むことができることは高く評価されるべきである。例えば、ある
一定の速度で先端部１０８を動かすことを、利用者は補助され、又は急き立てられ、又は
、要求される。 速度は、例えば絶対速度あるいは相対速度である（例えば、一定速度、
又は不均一なプロファイルに合致する速度が要求される）。
【０２４８】
　任意選択で、角度軌道（先端部１０８の角度向きの制約を設定する）が定義される。一
部の実施形態において、該制約は１次元のものである。他の実施形態では、２次元または
３次元となる。
【０２４９】
　特定のリハビリテーション・シナリオにおける速度、角度、及び空間軌道は、それぞれ
上述の運動タイプの異なるものに属することがある。例えば、速度軌道が自由、または補
助されていても、空間軌道が力場タイプとなる場合がある。軌道及び／又はそのパラメー
タも、時間の関数として、及び／又は前回の遂行の関数として、軌道に沿って変わること
がある。例えば、軌道の前半部分でしっかりと（又は期待以上に）実行された運動のタイ
プに対しては、軌道の後半部分ではより少ない補助が提供される。
【０２５０】
　軌道は、例えば、装静止点または置１００上の異なる点の関数として、絶対的に定義さ
れる。別の実施形態においては、軌道は全く相対的である。例えば、出発点に関係なく、
患者が腕を直線上に動かすことを要求する。また別の実施形態においては、軌道は部分的
に相対的である。一度運動が開始すると、それが軌道の残りの形状を決定する。例えば、
軌道の最初の部分が、患者が立っているのか座っているのか、そこからどの様なタイプの
手の動きが予測されるのかを示唆する。
【０２５１】
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　一部の実施形態においては、以下に説明する様に、複数の点１０８が定義されるとき、
各点の運動タイプは異なるタイプとなる場合がある。一部の実施形態において、定義され
るものは、空間内の２つ以上の点の関数としての軌道である。例えば、２つの点を、肘の
配置（例えば上腕骨と前腕の骨とのなす角）を定義するために用いる場合、軌道の制約は
肘の運動に基づいて定義される場合がある。そのような運動は、空間において相対的（例
えば該２点の比較）であって、絶対的（例えば装置の基準点と比較する）ではない。別の
例において、異なる点に対しては、異なる制限（例えばある点における角度制限と別の点
の速度制限）が与えられる。
【０２５２】
　本発明の一部の実施形態において、空間上の各点が、速度、力、及び／又は回転（これ
ら全ては、スカラ量又はベクトル量を取りうる）と結び付けられた、テンソル又はテンソ
ル場が提供されることに注目すべきである。
【０２５３】
　本発明の一部の実施形態において、軌道上の異なる部分に対して、又は（例えば特定の
アームのための）空間の異なる部分に対して、異なるモードが定義される。任意選択で、
実際の遂行に基づいて、モードが誘発される。例えば、運動速度が一定の閾値以下にある
場合、より支援的なモードが提供される。同様に、閾値以上の休止は、より支援的なモー
ドを示唆する。正確な運動は、より支援の少ないモードを示唆する。
【０２５４】
　本発明の例示的な実施形態において、患者の運動の限界（例えば、関節可動域）に近づ
く時、又は認知的な限界（例えば、空間無視帯、又は例えば長時間の運動に対する時間無
視）に近づく時に、モードは自動的に変更される。
【０２５５】
　［使用例］
　図４Ａは、本発明の例示的な実施形態による、装置１００の使用方法のフローチャート
４００である。
【０２５６】
　４０２において、装置１００の電源が投入される（電気装置のために）。任意選択で、
アーム１０２に触れるか一定量動かした時に、装置１００は起動する。代替として、アー
ム１０２の運動が、装置１００に電力を供給する。
【０２５７】
　４０４において、遠隔接続１２０が使用される場合は、装置１００は任意選択で指示（
例えば、提案する活動、及び／又は期待される経過、及び／又は他の場所での理学療法か
らの結果など)をダウンロードする。任意選択で、患者は、ユーザ入力１１８により、例
えばコードを使って、リストから名前を選択して、若しくは、スマートカード又は磁気カ
ードを使って、装置１００に自身を確認させる。任意選択で、患者のリハビリテーション
情報はそのような磁気カードやスマートカード上に、又は携帯フラッシュメモリ装置また
は携帯ハードディスク上に保管されるか、索引が付けられる。
【０２５８】
　４０６において、実行する活動が選ばれる。より自動化された装置においては、選択は
、例えば自動的に行われるか、表示される選択肢のリストから患者が行う。それほど自動
化されていない装置においては、例えば、リハビリテーション・センターや指導療法士か
ら提供されたチャートに従って患者が行う。
【０２５９】
　４０８において、アーム１０２は、任意選択で、例えば、装置１００により、又は患者
により（例えば、患者が直接に、又は装置１００がそうすることを許すことにより）、開
始位置に移動される。一部の軌道では、開始位置が予め決定されていないことに注目すべ
きである。その代わりに、実際の開始点が、残りの軌道を定義するために使用される。
【０２６０】
　本発明の一部の実施形態において、システムに対する患者の位置が示され、又は測定さ
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れ（例えば、視覚システムによって、機械式アタッチメントによって）、プログラムがそ
れに応じて修正される。
【０２６１】
　場合によっては、装置１００は別の方法で調整される。例えば、特定のハンドルが先端
部１０８に取り付けられ、又は装置の脚は上げられ、又は下げられる。折り畳み式装置（
例えば、折り畳み脚）では、該装置はセットアップされる。任意選択で、該セットアップ
は、装置１００を作動させる前に行われる。
【０２６２】
　４１０において、患者が活動の準備ができていることを確実にするために、任意選択の
ウォーミングアップ・セッションが患者に実施される。任意選択で、１つ以上の生理的な
センサ、例えば筋肉温度センサ（例えば皮膚表面）が、患者が十分にウォーミングアップ
したことを裏付ける（例えば、安全機能として）ために使用される。
【０２６３】
　４１２において、現在の予想される能力を確認するために、任意選択で患者はテストさ
れる。
【０２６４】
　４１４において、テストの結果は、例えば、テスト中の患者の達成の良し悪しによって
、選択された活動の１つ以上のパラメータを修正するために、又は違う活動を選択するた
めに、任意選択で使用される。例示的な修正は、次のものを含む。予期される速度の減速
、予期される力又は抵抗力の緩和、予期される又は許容される関節可動域及び反復回数の
緩和。
【０２６５】
　４１６において、活動（例えば、反復２０回の連続他動運動、又は軌道全体に沿った０
.５ｋｇの抵抗を伴う患者による運動）が実行される。別の例では、抵抗は速度の関数と
して増大し、又は速度が所定の速度軌道より高いか低いと、任意選択で上述のモードの１
つ若しくは複数の組み合わせを用いる。
【０２６６】
　４１８において、活動の間に任意選択で行われる各種の測定が、任意選択で記録される
。そのような記録はまた、活動と同時に実行されてもよい。
【０２６７】
　４２０において、活動に基づいたフィードバックが、例えば、患者、リハビリテーショ
ン専門家、及び／又は装置１００に提供される。任意選択で、患者の生理的な状態につい
てのフィードバック（例えば、運動の不整に基づき、及び／又は脈拍、その他の生理学的
パラメータに基づいて疲労を決定すること）も提供される。
【０２６８】
　４２２において、もう一度活動を繰り返すか、及び／又は新しい活動を選択するか、任
意選択で決定される。そのような決定は、例えば患者の経過、及び／又は疲労に基づいて
なされる。
【０２６９】
　本発明の例示的な実施形態において、装置１００は、自動的にＣＰＴコードその他の請
求のために使用されるレポートを生成する。代替として、人間の療法士が承認し、及び／
又は修正するレポートが生成される。本発明の一部の実施形態において、患者の経過は、
将来予想される支払い、及び／又は訓練、及び／又は提案された人間による指導を評価す
るために使用される。任意選択で、そのような将来的な要素、患者の改善、経過時間、及
び／又はシステムを使用中の、また、システムを使用して改善中の患者のモチベーション
が、将来の保健医療機関による経済的支援の決定に使用される。
【０２７０】
　本発明の例示的な実施形態において、所定の時間（例えば数週間）の後に、機能または
他の測定において全く改善が見られない場合、経済的支援を停止する決定することができ
る。別の例では、文書化された一定の改善（例えば患者の精度）に基づいて、治療支援が
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伸長され得る。別の例では、治療費の支払い人は、最小のシステム利用（例えば、システ
ムが患者の家に届けられた場合）を要求することができる。該支払い人は、現在の利用報
告書（おそらくはオンラインで）を精査して、利用を伸長するか停止するか決定すること
ができる。
【０２７１】
　本発明の例示的な実施形態において、システムは、例えば参照テーブル（各訓練は対応
するコードをもつ）を使用して、単にコード及び／又はレポートを生成することができ、
また、モチベーションや計画の完了といった、他の要素に関するレポートも自動的に生成
する。
【０２７２】
　［計画と長期の過程］
　図４Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、装置１００の長期使用のフローチャート
４３０である。
【０２７３】
　４３２において、リハビリテーションが必要と認定された新しい患者が、恐らくは装置
１００を利用して、テストされる。例えば、そのようなテストには関節可動域のテスト、
空間の異なる点における最大印加力のテスト、及び／又は力制御及び運動制御の精度のテ
ストが含まれる。本発明の例示的な実施形態において、装置１００は、体肢の寸法を計算
する（又は、カメラで検出し）、予め保存された訓練を調整するために（例えば、それら
の軌道、及び／又は開始点を調整するために）、体肢の寸法を使用する。
【０２７４】
　４３４において、患者に必要となるものを決定し、リハビリテーションの目的を立案す
るために、テストの結果が分析される。この処理は、例えば手動的か、自動的か、又は装
置１００から支援を得ての手動的なものである。
【０２７５】
　４３６において、リハビリテーション計画が作成される。この計画には、例えば、１つ
以上の予想経過チャート、種々の許可された及び／又は必要な訓練、計画の様々なパート
に対する訓練パラメータ、訓練の難易度の増減の設定、許容された及び／又は必要な訓練
の順序、各訓練の反復回数、ウォーミングアップ要件、記録すべきデータのリスト、患者
が変更できる情報のリスト、１つ以上の満足すべき安全性パラメータ、及び／又は患者に
警告を出す１つ以上の警報値、及び／又は患者の経過観察が必要なリハビリテーション、
が含まれる。リハビリテーション計画の作成は既知の作業であるが、例えば、１つ以上の
長期リハビリテーションの可能性（複数回の短い期間に、自宅で装置を使用可能にするこ
とが必要になる）、１つの装置を使用した複数回の活動の提供、遠隔観察の必要性、及び
／又は本発明の一部の実施形態における装置のプログラム可能性及び応答性、を考慮した
計画は特有のものである。計画は手動、自動、又は装置１００の補助を得て手動で作成さ
れる。例えば、最初の計画は自動作成され、その後、人の手によって注記が付され、又は
承認される。
【０２７６】
　４３８において、観察されながら計画が実行される。本発明の例示的な実施形態におい
て、観察は手動式である。代替として、少なくとも観察の一部が自動で行われる。
【０２７７】
　４４０において、観察に応じて計画が修正される。例えば、経過の遅延が認められると
、計画期間が変更される。
【０２７８】
　ある場合には、リハビリテーションの進捗につれて、新しい問題が発生または顕在化す
る。ある場合には、計画が修正される（４４０）。他の場合では、患者が初期に評価され
た時よりも概ね少ない程度に、テストが繰り返される（４４２）。
【０２７９】
　ある計画では、定期的なテスト（例えば患者の自宅にある装置１００による）が、計画
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の一部に組み込まれる。そのような評価テストは、いつリハビリテーションが完了するか
を決定するために使用される。
【０２８０】
　４４４において、リハビリテーションはほとんど完了し、例えばリハビリテーションの
維持を確実にするため、又は他の理由（悪化防止、又は体肢／関節の不使用の防止等）に
よりトレーニング計画が任意選択で行われる。
【０２８１】
　４４６において、患者の長期観察が行われ、例えば週に１度か月に１度、患者の能力が
テストされる。
【０２８２】
　４４８において、例えば、観察によって、又は一般的な定期検査によって、新たに患者
が必要としているものが確認される。ある場合には、脳卒中のリハビリテーションを行っ
ている患者は、しばらくしてから、進行性の関節炎状態のためにリハビリテーションが必
要であると判断される。本発明の例示的な実施形態において、患者の個人プロフィールが
作成される。例えば、そのようなプロフィールには、取り組むべき一連の事項（例えば運
動の滑らかさ等）が含まれる。該事項は、時間をかけて、又はテスト中に一定の閾値が検
出された（例えば、運動の特性が閾値以下になる）場合に、１つずつ取り組むことができ
る。
【０２８３】
　ここで指摘するように、本発明の一部の実施形態の特有の性質は、長期治療、初期リハ
ビリテーションからフォローアップリハビリテーション（例えば能力を維持する）まで患
者を見守ること、及び診断、を含んだ様々な状況で装置１００が使用されることである。
【０２８４】
　本発明の例示的な実施形態において、患者の能力、及び／又は経過にスコアが付けられ
る。本発明の例示的な実施形態において、該スコアは、将来のリハビリテーションの必要
性、及び／又はタイプを決定する上での補助に使用される。代替的に又は付加的に、スコ
アは、リハビリテーション訓練の効果を観察し、及び／又は訓練の選択を支援するために
使用される。代替的に又は付加的に、スコアは、患者のニーズ（例えば個人的なリハビリ
テーションのニーズ又はバランスの取れたリハビリテーションのためのニーズ）を確実に
満足させるために使用される。本発明の例示的な実施形態において、スコア採点は、進歩
のあった範囲、進歩が無いために追加の治療または修正した治療が必要な範囲を確認する
ために使用される。
【０２８５】
　［スコアリングと時間評価］
　本発明の例示的な実施形態において、患者の能力、及び／又は経過にスコアを付けるた
めに、次の手段の１つ以上が使用される。
【０２８６】
　ａ）運動スコアは、可動域、運動時間、力、滑らかさ、振戦が無いこと、振戦の程度、
痙性、筋緊張、精度、運動の特性、及び／又は力の精緻さ（力の制御、例えば、卵を割ら
ない）、のうち１つ以上を含む。これらは、例えば、指で摘む、手で握る、腕を動かす等
、１つの関節、又は複合的な運動に対して規定される。さらに、例えば、患者が満杯のグ
ラスを動かす速度や、ピック・アンド・プレイス（物をつまみ上げて、所定の位置に置く
作業）の能力といった、一部の機能的なスコアが使用される。
【０２８７】
　ｂ）認知スコアには、運動（運動技能）及び感覚（例えば知覚、聴覚）、反応速度、作
業成功率、完成度、誤り、計画力、使用した指示の複雑さレベル（レベル１は、例えば画
面及び音声による言語的指示に従うといった単純な視聴覚指示であり、一方、レベル５は
、例えば、画面に写し出された３次元経路に従うといった、画面から運動への複雑な相互
作用である）、の１つ以上が含まれる。
【０２８８】
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　ｃ）精神スコアは次のうちの１つ以上を含む。患者の能力及び／又は痛みの許容範囲に
おいて成功裏に完了した課題、自己作業の評価、システムから要求された催促の総量、使
用の継続性（例えば在宅にで）。
【０２８９】
　本発明の例示的な実施形態において、例えば、類似の損傷のデータベースを使用して、
又は同じ時間にリハビリテーションしている複数の患者のスコアを使用して、患者のスコ
アは他の患者を基準に付けられる。代替的に又は付加的に、スコア採点は健全な体肢と不
健全な体肢との間で行われる。
【０２９０】
　本発明の例示的な実施形態において、スコア採点は診断の補助に使用される。本発明の
例示的な実施形態において、患者を診断する時に、個々の体部位の能力、及び全体的能力
に対してスコアが付けられる（例えば、適当な訓練をさせることによって）。本発明の例
示的な実施形態において、装置１００は、試験を行い、その結果を分析することによって
、患者の能力を分析する。ある場合には、２つの訓練タイプを含む一連の訓練を行い、患
者がどちらのタイプの訓練により良い応答をするかをテストする。患者の遂行の結果は、
どちらの被制御変数が患者により良い又は望ましい効果を有したかを示す傾向を抽出する
ために分析される。任意選択で、人間の療法士は、初期の可能な訓練を選択する。代替的
に又は付加的に、人間の療法士は、そのような訓練に何パーセントの時間を費やすかを決
定する。スコア採点の方法や細かさは、患者の状態毎に、療法士によって、例えば、測定
精度、スコアのダイナミックレンジ、又は、（例えば定量測定に対する）予測される結果
を調節することによって調整される。
【０２９１】
　本発明の例示的な実施形態において、患者は筋力スコアの増加を見せるが、精度には対
応する増加を見せない場合がある（対応は、例えば、表に従って、又は同じ患者の、恐ら
くは同じ体肢の前回の傾向による）。そのような場合、患者の訓練計画は、より多くの精
度に焦点を絞った訓練と、より少ない筋肉増強訓練を含むように修正される。全てのリハ
ビリテーション計画が複数指標の同時改善を目指すわけではないことは注目される。一部
の計画では、１つの指標に焦点があてられ、一度その指標で所望の改善が達成されると、
別の指標に焦点があてられる。
【０２９２】
　本発明の例示的な実施形態において、進行中のスコアは、目標に達するまでの時間を評
価するために使用される。任意選択で、そのような評価は次の１つ以上に基づく：モチベ
ーション、生来の能力、および現在の能力的障害。任意選択で、生来の能力は、経過を追
跡することによって評価される。任意選択で、異なる状況に対する一連の結果と評価され
た時間がデータベースに保存され、評価の作成に使用される。任意選択で、神経回路網が
使用される。モチベーションが、以下に説明するような方法を用いて、任意選択で評価さ
れる。代替として、手動の評価が提供される。任意選択で、時間評価は満足されるべき様
々なスコアの閾値も含む。例えば、ある評価は、一定のモチベーションが維持されている
ことが条件とされる。モチベーション減少の検知は、予測過程の更新の指示や、ある種の
治療を提案するために利用することができる。
【０２９３】
　［家庭での使用］
　本発明の例示的な実施形態において、装置１００は家庭での使用に適合している。その
ような適合は、次の１つ以上の特徴を含む。
【０２９４】
　ａ）小型。例えば、装置１００の占める床面積は、１平方メートルを未満である。任意
選択で、装置１００は標準の出入口（例えば６０ｃｍ、７０ｃｍ、または８０ｃｍ幅）を
通り抜けるのに適したサイズである。
【０２９５】
　ｂ）簡素なインタフェース。本発明の例示的な実施形態において、装置１００は、例え
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ば、少ない選択肢、標準的な大人が理解できるようにデザインされた図や言語による使用
説明及び／又はフィードバック等を含んだ、利用者への簡素なインターフェースをもつ。
本発明の例示的な実施形態において、有線又は無線のペンダント形又は腕時計形の制御装
置が使用される。例えば、該制御装置は、限定された命令セットを持ち、訓練選択ダイヤ
ル、試運転または低速訓練モードを選択するためのボタン、訓練を開始又は停止する起動
ボタン、訓練の難易度を増減するスライドボリューム又は１組のボタン、及びフィードバ
ック用のＬＥＤ又は液晶ディスプレイ（例えば、不良に赤色ＬＥＤ、良に緑色ＬＥＤ）を
備える。代替装置の実施形態において、装置１００は、音声作動式であり、例えばＩＶＲ
（interactive voice response：音声自動応答装置）タイプのメニューシステムを使用し
て制御される。
【０２９６】
　ｃ）しなやかさ。本発明の例示的な実施形態において、装置１００は、多様なサイズの
患者（または同居人）によって、多様な治療、様々な体部位及び／又は付属肢（例えば１
、２、３又は４本の体肢、あるいは体部位、又はその他）に対して使用されるようにデザ
インされる。ある場合には、多様なアタッチメントが提供される。任意選択で、装置１０
０は、様々な向きでの、及び／又は家庭の活動及び／又は日常生活の活動に接近して（例
えば、摂食のリハビリテーションのためにテーブルで）の配置に適合する。
【０２９７】
　ｄ） 無固定。本発明の一部の実施形態において、装置１００は、設置及び撤去を簡単
にするため、表面に簡単に固定されるか、あるいは全く固定されない。
【０２９８】
　ｅ）可動性。以下に詳述。
【０２９９】
　ｆ）例えば、患者がベッドの中に、居間に、裏庭にいるとき等、その他の家庭の環境も
任意選択でサポートされる。
【０３００】
　本発明の例示的な実施形態において、装置１００はテレビやＨｉＦｉシステムなどの家
庭用電気製品と接続される。本発明の例示的な実施形態において、患者はテレビから指示
を受けることができる、あるいは、利用者がフィードバックとしてテレビを使ったシステ
ムで遊ぶことができる。別の例では、セットトップ・ボックスが現地のプロセッサとして
、及び／又は遠隔地にある局への通信ポートとして利用される。
【０３０１】
　本発明の例示的な実施形態において、利用は、装置１００は家庭にあって、患者が一日
に何度も利用するのに便利な場所に設置されていると、いう事実から成り立つ。ある例で
は、リハビリテーション活動は、一方で非リハビリテーション活動をして生活することを
可能にしながらも、治療施設では不可能な、一日の大半（例えば、終日や半日）に及ぶよ
うに計画される。例えば、リハビリテーション計画は、１時間間隔で全日に及ぶ５分のセ
ッションを要求することができる。
【０３０２】
　別の例では、以下に詳述するように、装置１００は、患者が実生活の活動を行うこと、
及び／又は実生活の物を使用することに協力する。このことは、特に食べることや服を着
ることといった、実生活の状況に対処するための患者の能力の実際の進歩を案内する（そ
して達成する）リハビリテーション計画を可能にする。
【０３０３】
　本発明の例示的な実施形態において、別々の家にある装置が、例えば家族や友人の間で
相互接続される。任意選択で、参加者の１人は、装置１００（例えば、口の動きを使って
装置のマニピュレーションを競い、又はゲームのプレーヤーのときには標準的なコンピュ
ータ・インタフェースを使う）ではなく、コンピュータを使って対話をする。
【０３０４】
　本発明の例示的な実施形態において、家庭での活動とクリニックでの活動が同期するよ
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うに、装置１００は外来診療所と通信する。任意選択で、患者は、自分の個人データの入
った記憶素子（例えばＵＳＢメモリカード）を携行する。
【０３０５】
　本発明の例示的な実施形態において、家庭のシステムは、患者が訓練するように催促（
例えば、音声、電子メール、またはＳＭＳによる催促など）を出す。
【０３０６】
　［遠隔使用］
　上述の通り、装置１００は任意選択で分散システムの一部として使用される。図２は例
示的な分散リハビリテーション・システム２００を示す。
【０３０７】
　１つ以上のリハビリテーション器械１００を持つ家が示される。例えばインターネット
、ＣＡＴＶ網、携帯電話網、または電話網等のネットワーク２０２が、装置１００をリモ
ートサイトに接続する。本発明の例示的な実施形態において、リモートサイトはディスプ
レイ２０６及びユーザ入力２０８を備えるコンピュータ・ステーション２０４が配置され
るリハビリテーション・センターである。１つのステーション２０４が、任意選択により
リアルタイムで、複数の装置１００を監視することができる。複数のステーション２０４
が、同一の又は異なるサイトに備えられる。任意選択で、複数のステーション２０４が、
１つの装置１００を監視するために使用される。 例えば、各装置１００は半熟練者によ
る低レベルの監視を受けており、該半熟練者は困難な問題があれば、多くの未熟練者を管
理し又は関係する熟練監視人に報告する。
【０３０８】
　また、例えばラップトップ・コンピュータを使用した、任意選択の携帯接続２１２も図
示されている。
【０３０９】
　また、１人以上の患者（例えば１００人または１０００人以上の患者）のデータを保存
する、任意選択の遠隔データベース２１０も図示されている。ある場合には、データベー
スは、例えばリハビリテーションの現場、及び／又は装置１００に分散されている。
【０３１０】
　本発明の例示的な実施形態において、同様の（又は重複した）食事、治療、及び／又は
予後に基づいて、及び／又は相性により、患者のグループが１つのネットワークに集めら
れる。本発明の例示的な実施形態において、グループのメンバーの経過は他のメンバーに
公開され、恐らくは競争を駆り立てる。モチベーションの低い患者に対しては、支援グル
ープが提供される。例えば、あるグループでは患者は他のメンバーより進歩しており、あ
るグループでは競争の代わりに集団行動が実施される。
【０３１１】
　グループ活動の一例において、複数の患者の各々はロールプレイングゲームにおける役
割を持っている。各患者／役割の難しさは、患者の能力によって設定される。グループリ
ーダーが選出されることもある。別の例では、各プレーヤーは、グループリーダーの運動
、及び／又は指示をコピーすることを要求される。任意選択で、各プレーヤーは、装置１
００によって能力以上の無理をしないよう保護される。
【０３１２】
　他のタイプの利用者は、監視人に加えて、例えば患者の一般開業医、家族、又は介護士
がログオンし、患者の経過を点検することができる。
【０３１３】
　遠隔リハビリテーションは、例えば次の１つ以上の、複数の経路をたどることができる
。
【０３１４】
　ａ） リアルタイム監視。任意選択で、療法士が問題を感知し、及び／又は患者に助言
できるように、装置１００に隣接してカメラ２１４が備えられる。任意選択で、データは
リアルタイムで療法士によって分析される。任意選択で、アニメーション・ソフトによる
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アルタイム復元、又はＶＲ（バーチャルリアリティー）が利用される。代替として、オフ
ライン分析が提供される。異なるタイプの監視に対して、異なる支払いの日程が提供され
る。更に、様々なリハビリテーション・ニーズが遠隔療法士と患者との間の遣り取りのレ
ベルを示唆する。任意選択で、例えば患者の特定の部分にズーム及び／又はパンするなど
、カメラ２１４は療法士によって制御可能である。任意選択で、患者及び／又は患者の身
体上の様々な点の、計画した及び／又は実際の運動を追跡するように、カメラの経路が予
め計画される。カメラ２１４に代替して又は加えて、リアルタイム監視が装置１００に付
属する様々な位置及び向きのセンサによって提供される。これは、映像による監視よりも
少ない帯域幅しか必要としない。
【０３１５】
　本発明の例示的な実施形態において、例えば、力を増大するために、又は軌道を変える
ために、あるいは患者が安全性限界を超えないようにするために、例えば視聴覚的な方法
を用いて、及び／又は一定の方法で応答するように装置１００に命令することにより、療
法士はリアルタイムフィードバックを提供することができる。
【０３１６】
　ｂ）生中継開始。リハビリテーション・セッションがライブで（例えば、撮影されなが
ら）開始され、一旦、患者が自分自身で取り組めることを療法士が確信すると、監視は停
止される。任意選択で、患者は、例えば活動中又は活動の合間に、助けを求めることがで
きる。
【０３１７】
　ｃ） 計画立案。訓練及び／又は装置１００のためのプログラミングを含む計画が、毎
週又は各セッションの開始時に、リモートサイトによって提供される。一部の実施形態に
おいて、計画立案は自動的であり、任意選択で装置１００への患者の入力によって、又は
よらずに実行される。
【０３１８】
　ｄ）監視。リモートサイトは、装置１００または別の場所からアップロードされたデー
タを分析することに特化し、変更を示唆することができる。例えば、どのくらい定期的に
患者がシステムを使用するか確認するために、及び／又は苦情に対応するために、別のタ
イプの監視を行うことができる。リハビリテーション・センターは、例えば週１回の検診
を実施し、場合によっては定期的なテストを求めることもできる。任意選択で、患者は、
テスト、指導、及び／又は追加の治療のために、例えばリハビリテーション・センターに
来るよう呼び出される。
【０３１９】
　ｅ） テスト。本発明の例示的な実施形態において、リモートサイトは装置１００を使
用して、患者にテストを実施し、患者の状態、及び／又は経過を評価する。本発明の例示
的な実施形態において、そのようなテストは、薬の効き目、及び／又は患者に処方された
他の治療を評価するために利用される。任意選択で、定期的なテストを利用して、パーキ
ンソン病患者のための又は痙攣患者のための最も有益な薬が選ばれる。
【０３２０】
　ｆ）家庭の療法士。本発明の一部の実施形態において、リハビリテーション・セッショ
ンのために、療法士が患者の家に来る。例えば、療法士は、装置１００をセットアップし
、正しい開始位置をマークし、特定の患者（例えばサイズ）のために装置１００を調整し
、及び／又は装置１００の使い方を患者に教えることができる。任意選択で、療法士は、
例えば彼の仕事の助言、及び／又は監視を求めて、リモートサイトにアクセスし、及び／
又はコンタクトを取ることができる。療法士がその後のセッションに来る時に、リモート
サイトは、例えば現在と過去の遂行を比較するのを手伝う。任意選択で、療法士は装置１
００を持って来る。任意選択で、療法士は２つの装置を持って来る。任意選択で、療法士
が持ち込んだ装置は、既に患者の自宅にあるリハビリテーション器械を制御するために使
用される。
【０３２１】
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　ｇ）遠隔保守。本発明の例示的な実施形態において、装置１００は、例えば、装置１０
０による技術的問題についての報告、装置１００の機械的能力の遠隔テスト、患者の補助
の有無、ログのダウンロード及びアップロード、及び／又はソフトウェアのダウンロード
及びアップロードの１つ以上を含む、遠隔地から保守を受けることができる。任意選択で
、装置１００は、遠隔アクセスによって課金情報を収集する。任意選択で、装置１００は
、例えば保険会社が利用できる使用情報を収集する。一部の実施形態において、装置１０
０へのリモートアクセスは、例えば、患者の個人情報を隠し、各種ログ及びレコードへの
アクセスを制限し、及び／又はパスワードその他の認証方式を利用することによって、患
者のプライバシーを維持するようにデザインされている。
【０３２２】
　ｈ）遠隔モチベーション・セッション。本発明の例示的な実施形態において、装置１０
０を用いて低下したモチベーション・レベルを感知し、実地の療法士（まさかの時に任意
選択で手配される）が、実地で激励、及び／又は指導を提供することができる。一般に、
実地の遠隔セッションが提供される。
【０３２３】
　本発明の例示的な実施形態において、遠隔オペレータがより思い通りに制御するのを支
援するために、バーチャルリアリティー法（例えばゴーグル形ディスプレイ／goggle mou
nted display）が遠隔地で提供される。代替的に又は付加的に、オペレータは自分の視点
を操作することができる。本発明の例示的な実施形態において、遠隔及び／又は現場での
フィードバックのために、様々なセンサ（例えば、後述のような）を利用して、患者の模
型が動かされる。
【０３２４】
　［その他の使い方］
　装置１００は、その一部の実施形態において、上述とは異なる方法で使用される。例え
ば、本発明の１つの実施形態において、被監督グループが提供される。被監督グループで
は、１人以上の療法士が、各自別々の装置を使う、複数の患者を観察／監視／サポートす
る。そのような被監督グループでは、以下のシナリオの１つ以上が実施される。
【０３２５】
　ａ）携行　－　療法士は、複数の装置１００を市民会館や老人ホームなどに持ち込み、
利用者グループにセッションを指導する。
【０３２６】
　ｂ）ゲーム　－　各患者は、ゲームの中の役割を演じ、スコアをつける。アドベンチャ
ー・ゲーム（例えば、ロール・プレーイング・ゲーム）の例では、患者はリハビリテーシ
ョン訓練を利用して彼らの能力を改善することにより、ライフポイント、武器、能力、及
びその他のアイテムを獲得することができる。ゲームは、例えば必要な患者に補助を提供
することにより、１人以上の患者に個人的に適合されている。本発明の例示的な実施形態
において、ゲームは、患者に一定の身体的活動を行うことを要求する。該活動は、患者の
リハビリテーションの必要性によって、患者間で変わることがある。ＶＲ又はより簡単な
ディスプレイ技術は、患者がゲームに熱中して、他のプレイヤーへの集中を弱めるのを助
けるのに役立つ。患者が分散し、インターネットなどのネットワークで相互接続される時
に、そのようなゲームをプレイすることができる。
【０３２７】
　ｃ）コール・イン・グループ　－　患者は、仮想の「治療部屋」を成形するために、既
存のグループ又はゲーム若しくはセッションに参加することができる。任意選択で、チャ
ットラインがリハビリテーション訓練と同時に提供される。任意選択で、リハビリテーシ
ョン・サーバーは、装置１００に、接続して、要求事項を登録し、他の装置への接続を確
立する及び／又は療法士へのアクセスを制御するために備えられる。
【０３２８】
　本発明の例示的な実施形態において、グループは療法士によって監督されて、療法士は
例えばウェブカメラを使ってグループを監視することができる。代替的に又は付加的に、
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患者の訓練は、ＶＲまたはシミュレーションを使用して、療法士のシステム上で再現する
ことができる。代替的に又は付加的に、療法士は、スコアなどのシステムによって生成さ
れたデータを点検することができる。任意選択で、例えば支払計画に基づいて、療法士と
患者との間の異なるレベルの対話が提供されることがある。ある例では、ライブ接続は、
高額支払患者のみが利用できる。別の例では、ウェブカメラ・インターフェースは、高額
支払患者のみが利用できる。同様に、支払計画は、治療の他のパラメータ（例えば、訓練
の複雑さ、点検レベル、患者間の交流、そして、視聴覚効果及び／又はゲームの特性）に
貢献することがある。任意選択で、実際にシステムによって提供されるリハビリテーショ
ンの量もまた、支払人によって決まる。代替的に又は付加的に、支払人は、実行したリハ
ビリテーションに従って請求される。
【０３２９】
　ｄ）テスト及び／又はトレーニング　－　本発明の例示的な実施形態において、療法士
はグループを利用して、新しい療法の着想を試験的に行い、様々な方法に対する相対的な
利点及び問題点についての患者からのフィードバックをリアルタイムで入手する。任意選
択で、該グループをトレーニングの目的で利用することにより、例えば、療法士が複数の
患者を、同じ及び／又は異なる条件で、実質的に同時に観察することが可能になる。任意
選択で、もし差異が認められると、療法士は該差異を見抜くためにトレーニングを受け、
及び／又は、その差異を区別してリハビリする方法を知ることができる。
【０３３０】
　本発明の例示的な実施形態において、リンクしたシステムのシナリオが実行される。あ
る例では、２つの装置が、例えば、有線又は無線接続（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、携
帯電話、又はＷｉＦｉ）、又はネットワーク接続を使用して、マスタ／スレーブ関係によ
って接続される。マスタを例えば息子（または娘）に、スレーブを息子にリハビリを手伝
ってもらう高齢の親にすることもできる。これによって、麻痺をもつ親が家族との接触を
維持するための手段として、リハビリテーション訓練を利用することが可能になる。代替
的に又は付加的に、麻痺をもつ親が家族から支援を受けることができる。そのような支援
には、システムの使い方や、どのような訓練を試すか、ということについての助言も含ま
れる。
【０３３１】
　リンクした装置１００（又は複数のアーム１０２を備える１つの装置）の別の例示的な
使用は、子供の遊び用である。本発明の例示的な実施形態において、麻痺をもつ子供が健
康な子供と、別々のアーム又は装置を操縦して遊ぶ。任意選択で、麻痺をもつ子供の運動
能力は、例えばスピードの強化を提供したり、定期的に自動化した行動を提供して、装置
１００によって補われる。子供がロールプレイングゲーム又はスポーツ・シミュレーショ
ン（例えばテニス）をする場合、装置１００は、ゲームの始めから終わりまで麻痺の子供
が部分的にでもコントロールできるようにしながら（例えば、麻痺をもつ子供に実質的に
動作の２０％を行うことを可能にしながら）、麻痺をもつ子供の能力を補完しうることが
できる。装置１００は、麻痺をもつ子供の平等な競争条件を保証するように、支援レベル
を調整することができる。
【０３３２】
　［フィードバックと患者用ユーザーインターフェイス］
　フィードバックの様々なタイプは、本発明の例示的な実施形態による、例えば次の１つ
以上の使用が想定される。
【０３３３】
　ａ）患者からのフィードバック。任意選択で、患者は療法士に、例えば声の注釈や文章
の注釈を用いて、フィードバックを提供することができる。ある例では、そのようなフィ
ードバックは活動中に提供される。別の例では、患者は活動の記録を見直してから、コメ
ントを追加する。本発明の例示的な実施形態によってサポートされる一部の活動において
、一定の状況（例えば最大の力）が整うと、患者は制御器を操作するように要求される。
フィードバックはまた、各個人の活動のためだけにではなく、計画または進歩のために、
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患者によって提供される。
【０３３４】
　本発明の一部の実施形態において、患者のフィードバックは、現在又は将来の活動、及
び／又はそれらのパラメータを修正し、及び／又は決定するために、装置１００によって
処理される。例えば、もし患者が、一定の力が最大力であることに注意を払えば、それ以
降の活動はその力を超えることはないだろう。本発明の一部の実施形態において、一切の
明示的な利用者フィードバックは必要とされず、代わりに、例えば制御の難しさに基づい
て、システムはいつ最大の力に近づけるかを明確に決定し、そのように決定した力で将来
の活動の原型を作ることができる。
【０３３５】
　ｂ）患者へのフィードバック。本発明の例示的な実施形態において、例えば活動中、休
憩中、及び／又は活動後に、フィードバックが患者に示される。例えば、そのようなフィ
ードバックには、彼が不正確に活動を行っていること、将来のサイクルは趣向を変えて行
われるべきこと、の利用者への指摘、及び／又は現在と過去の遂行及び／又はその他の統
計値の比較、を含めることができる。多くの場合において、正のフィードバックは負のフ
ィードバックと同程度か、又はそれ以上に重要であることに注目すべきである。これは、
利用するリハビリテーション療法に依存する。正のフィードバックは、例えば、音声の励
まし、拍手音、心地良い映像、及び／又はスコア増大などにすることができる。
【０３３６】
　例えば、言語及び音声フィードバック、文章又は画像を含む表示、印を付けたビデオ画
像、装置１００への（例えば先端部１０８による）力及び振動のフィードバックなどの様
々なフィードバック様式が、別の要素（上述のペンダントなど）及び／又は仮想現実装置
（ゴーグル形ディスプレイなど）を使用して提供される。仮想現実装置では、誤り（又は
正しい活動）のタイプ、位置、及び／又はその他のパラメータが、現実又は仮想の活動の
映像に重ねて示される。
【０３３７】
　例えば、２００４年１２月７日に出願された米国仮特許出願第60/633,429号（また本願
と同一の出願人による同日のＰＣＴ出願（表題「音楽リハビリテーション」“Rehabilita
tion with Music”、代理人事件番号414/04396）としても出願され、両出願の開示内容は
参照により本願に組み込まれるものである）において説明されている通り、特に認知、言
語、及び／又は視覚能力の制限された患者に対して、音楽がフィードバック様式として使
われることがある。例えば、音楽を用いて運動の特性を知らせ、運動によって音楽をおこ
し、又は患者への指導又は合図として装置１００によって音楽が使われる。
【０３３８】
　ｃ）療法士へのフィードバック。本発明の例示的な実施形態において、現場又は遠隔地
の療法士がフィードバックの提供を受ける。そのようなフィードバックには、例えば、使
用の程度（例えば、療法士が注意を支払っていない時に、患者が訓練を続けていたかどう
か）、力レベル、間違いの指摘、特定のパラメータの不足・超過・適合の通知、所定の警
報、運動の特性（後述）、安全性状況、及び／又は、現在及び／又は過去の統計的分析、
の１つ以上が含まれる。
【０３３９】
　ｄ） 遠隔地の療法士からのフィードバック。本発明の例示的な実施形態において、例
えば、上に示したような患者が受け取るフィードバックが、遠隔地の療法士によって提供
される。任意選択で、そのようなフィードバックは、一定の訓練を反復するかどうか、及
び／又はパラメータを修正するかどうかという装置１００への指示を含む。本発明の例示
的な実施形態において、訓練は、療法士が追加することのできるブレークポイントによっ
て区切られる。ブレークポイントにおいて、療法士、患者及び／又は装置１００（実施例
による）は、例えば、今後のパラメータを変更する場合は休憩を強制し、及び／又は望ま
しい結果が達成されなければ活動を繰り返す。そのようなブレークポイントは、患者によ
って何の決定もされず、そして決定が十分に速く又は短い所定の休憩の間になされる場合
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、患者に気づかれる必要は無い。
【０３４０】
　ｅ）装置１００からのフィードバック。装置１００の自動化レベルに依存して、例えば
、閾値を超過したか、安全性問題を指摘しているか、というフィードバックが装置によっ
て提供される。
【０３４１】
　ｆ）取り付けたセンサ・パッチ、又は患者及び／又は装置１００の画像解析からのフィ
ードバック。例示的な該パッチは、図５を参照しながら以下に説明する。
【０３４２】
　ｇ）一方の装置から他方へのフィードバック、例えば、マスタ／スレーブモードの操作
。
【０３４３】
　本発明の例示的な実施形態において、言語はリハビリテーション過程の一部である。あ
る例では、装置１００は声コマンドに反応するか、要求する。別の例では、装置１００は
音声指示を生成する。
【０３４４】
　一部の利用者のために、簡素なインタフェースが必要とされる。ある例では、開始・停
止を示すための利用者（患者）への指示は、簡単な赤／青の光である。
【０３４５】
　例えば、聴覚的、触覚的、（装置１００又はパッチの）振動、逆の体肢の運動、視覚的
（例えば、点滅する画面）、及び／又は速度を変える、といった、複数の異なるタイプ合
図が、患者による活動が必要なことを示すために提供される。
【０３４６】
　本発明の例示的な実施形態において、ダミーの身体が、装置１００（例えばアーム１０
２）の運動が患者にもたらす効果を患者に示すために使用される。
【０３４７】
　任意選択で、患者のリハビリテーションが進捗し、また患者の認知能力が改善し、及び
／又は注意をよりスペアに向けるようになると、使用するインターフェースの複雑さを増
加させる。任意選択で、例えば以下に説明するように、認知、知覚、及び運動の同時リハ
ビリテーションの実施にユーザーインターフェイスが利用される。例えば、患者の能力に
適合していたインタフェースを選ぶことによって、及び／又は患者に一定の非運動活動を
トレーニングすることによって。
【０３４８】
　［精神状態］
　上述のように、任意の個々の患者のリハビリテーションの経過は、一般的に次の１つ以
上に依存する： 認知能力（患者が明瞭に考えることができなければ、運動計画は難しい
か、不可能である）、知能（患者に全くモチベーションが無ければ、リハビリテーション
は難しい）、および運動能力。
【０３４９】
　本発明の例示的な実施形態において、これらの１つ以上が装置１００によって測定され
て、及び／又は支援される。任意選択で、支援の程度及び／又はタイプの変更は、システ
ム１００によって決定される。代替的に又は付加的に、支援の変更は利用者によって決定
され、又はスコアに従って支援を変更する方法の計画は利用者よって設定される。
【０３５０】
　認知能力の支援は、例えば、単純な表示、情報提示の複数のモード、催促、合図、及び
／又は複数の合図を提供することにより。例えばテストを与え、又は認知能力を要するゲ
ームを実行させることにより、認知能力はテストされる。場合によっては、認知能力と知
覚能力は区別される。
【０３５１】
　本発明の例示的な実施形態において、患者は運動課題（例えば、前に動くこと）を実行
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することを要求され、彼の課題を理解する能力は認知能力に依存する。スクリーン上の標
的を見る、又は実際に（例えば視覚又は口頭の）指示を受け取る能力は彼の知覚能力に依
存する。
【０３５２】
　例えば、運動能力の支援は、例えば、上述の様々な運動モードによる。例えば、運動能
力の測定は、標準的な結果の範囲を有する訓練を提供し、結果を既知の尺度で評価するこ
とによる。
【０３５３】
　精神状態の支援において、本発明の一部の実施形態における様々な方法が提供される。
【０３５４】
　（ａ）装置１００（またはリモートコントローラ）は、例えば運動を先導し、訓練の反
復を先導するなど、患者の代わりにイニシアチブを執ることができる。
【０３５５】
　（ｂ）装置１００は、例えばスコアや特別なフィードバック要素（イメージ、冗談、お
かしなアイコン、笑い、及び／又は休憩時間など）といった、鼓舞を提供することができ
る。
【０３５６】
　（ｃ）装置１００はグループを支援することができる。グループでは、例えば協力や競
争によって、メンバーが互いにモチベーションを提供する。
【０３５７】
　（ｄ） 装置１００はゲームを提供することができる。
【０３５８】
　（ｅ） 装置１００は、慰めを与える必要性を示唆するモチベーションの不足を指摘す
ることができる。
【０３５９】
　（ｆ） 装置１００は、安全機能、及び／又は痛みを軽減する（例えば、利用者が痛み
の範囲を指示し、装置１００は、患者が予め警告されているときだけ、痛みの範囲が上限
を超えるようにする。）ようにデザインされた特徴を提示することによって、患者のモチ
ベーションを増大させて、恐れを軽減することができる。本発明の例示的な実施形態にお
いて、利用者が痛みのポイントに達したときに制御器を押すことにより、又は療法士がそ
うすることにより、利用者は装置１００に痛みの範囲を指示する。例えば、神経活動や、
発汗や脈拍上昇のような生理的変化を検出する更に特殊な痛みセンサも使用される。
【０３６０】
　（ｇ）装置１００は、正のフィードバック又は負のフィードバックを選択的に提供する
ことができる。
【０３６１】
　（ｈ）装置１００は、誤差を許容して、多少上下して設定することができる。
【０３６２】
　（ｉ）装置１００は、どちらの訓練が、患者により多くのモチベーション及び／又は協
調を引き起こすと思われるか追跡記録することができる。
【０３６３】
　（ｊ）例えば、一度開始した運動が確実に成し遂げられるように注意を継続するなど、
装置１００は患者の代わりに注意を払う。もしミスが起こると、患者の代わりにミスに気
付くことを要求されている装置１００は、ミスを発見し、運動を修正するための合図を与
える。こうして、患者への精神的及び認知的な負荷を軽減する。
【０３６４】
　モチベーション及び他の精神状態（鬱病や引きこもり等）は、人間によって評価される
ものであるが、本発明の例示的な実施形態においては、これらの遂行への影響を検知する
ことにより、装置１００によって測定または評価される。本発明の例示的な実施形態にお
いて、装置１００は、例えば次の１つ以上を評価する：患者がどの程度熱心に取り組むか
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、患者がどの程度上手に課題を達成するか、セッション中及びセッション間の経過、期待
される刺激への応答、及び／又は、様々な課題の間での及び／又は１つの課題の中でのば
らつき。
【０３６５】
　ある測定方法において、課題における患者の遂行は、ゲームにおける患者の遂行（関節
可動域、速度精度）と比較される。ゲームをするとモチベーションが増大するという仮定
の下、ゲームと訓練との間の遂行の差は、望まれる課題と望まれない課題との間のモチベ
ーションの差の程度を示唆する可能性がある。
【０３６６】
　別の測定方法においては、装置１００は、ＲＯＭ（関節可動域）や痛みの限界など、患
者の能力の範囲を測定するために使用される。診断セッションは、少なくとも患者が診断
セッションの適用範囲が限定的なものであることを理解しているという理由で、患者の能
力に関する比較的正確な情報を提供するものと信頼できると見なされている。その後、患
者の能力の限界にある訓練が患者に提供され、範囲の限界に到達する試みと成功の数が測
定される。この測定結果は、モチベーション（例えば、患者が達成できると知っているこ
とを達成する意思）の指標として利用される。本発明の例示的な実施形態において、訓練
は患者に遂行の目標を与えることを含み、そして患者は目標に向かって努力することが期
待される。
【０３６７】
　別の測定方法、自己較正法において、患者はその目標の一部が患者の能力の範囲にある
ゲームを行う。この能力が進歩していないと理解されると、様々な難易度の様々な目標が
提供される。本発明の例示的な実施形態において、モチベーションは、第一に、患者の能
力が何であるか、そして第二に、患者が能力の限界への到達を何回試みるかを測定するた
めのゲームを分析することによって評価される。
【０３６８】
　測定の別の方法は、患者がどの程度熱心に取り組むか（例えば、休憩時間がどのくらい
か）、を追跡記録するものである。別の方法は、どのような特定の訓練においても患者が
最も熱心に取り組むことを判断するものである。別の方法は、患者が望む任意の難易度で
、患者がしたいときに訓練できる自由プレイ・セッションにおいて、患者が注意力、熱意
、及び／又は取り組みを提供したかどうかを確認するものである。注意力は、任意選択で
別のときの軌道を比較し、例えば、ばらつきの範囲（例えば、患者が急に速度を落とせば
－恐らく、彼は注意散漫である）を調べることによって、判断される。熱意は、例えば、
患者が幾つかの軌道から１つを選択できる訓練において、患者が要求する変更を追跡記録
することによって任意選択で判断される。
【０３６９】
　本発明の例示的な実施形態において、筆跡や粗大運動活動（例えば異常な振戦の検出、
チック等の緊張の兆候、及び／又は、例えば他の時と比べての制御の欠如）を分析するこ
とにより精神状態は評価される。精神状態は、ある場合には、絶対値よりむしろ相対的状
態として提供されることに注目すべきである。
【０３７０】
　［訓練］
　本発明の例示的な実施形態において、既存の理学リハビリテーション訓練が装置１００
のに対して使用される。しかしながら、現在は入手不能な様々な手段が提供される可能性
がある。場合によっては、装置１００の限界又は装置１００の能力を考慮して訓練が修正
される。任意選択で、正しい運動は正確さ及び／又は制御の程度で決定され、恐らく手動
では決定されない。さらに、ここで説明する一部の訓練（又は、ここで説明する他の技術
）は、ロボットの支援無しでは実行できない。
【０３７１】
　本発明の例示的な実施形態において、訓練は手動で修正される。本発明の例示的な実施
形態において、訓練は、療法士によって記録されて、それから注記が付けられる（例えば
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所望の測定結果をマークするため）。別の例では、訓練は装置１００に直接プログラミン
グされる。任意選択で、装置１００は、訓練への制限（例えば安全性限界や装置限界）又
は追加を提案し、及び／又は、どこでより支援の少ない、又はより支援の多い運動モード
が適切であるか（例えば、動作の最後では、より支援の多いモードが望ましい）を提案す
る。
【０３７２】
　本発明の例示的な実施形態において、到達訓練が患者によって行われる。そのような訓
練において、様々な筋群をトレーニングすることができ、また、様々な難易度が提供され
る。
【０３７３】
　本発明の例示的な実施形態において、到達運動は、以下の例示的なパラメータの１つ以
上によって定義される。
　到達距離：
　　　　近い　　－　身体に接触しているか、身体から数インチ離れる
　　　　中程度　－　完全伸張から閉じた状態までの中間範囲
　　　　遠い　　－　ほとんど完全に腕が伸張
　到達方向：
　　　　上／下　－　より高い（低い）到達位置から、より低い（高い）位置まで
　　　　外／内　－　身体から離れて／身体の方へ動く
　　　　横／近　－　横方向に身体から離れて動き／身体に向かって動く
　到達高さ：
　　　　頭上
　　　　目の高さ
　　　　肩の高さ
　　　　胴の高さ
　到達目標：
　　　　自由到達　－　目標の無い、空間内の一般的な位置への運動
　　　　目標到達　－　物理的目標への運動
　　　　擬似目標　－　コンピュータ画面上に示された目標への運動
【０３７４】
　特にこの「到達」は、開始位置によって定義され、手の終了位置は距離、方向、及び高
さによって定義される。任意の到達は、腕関節の関与、及び到達を達成するために関節を
区別する患者の能力によって更に理解される場合がある。
【０３７５】
　本発明の例示的な実施形態において、以下の測定項目の１つ以上が定義される：
　患者の到達する能力
　運動の滑らかさ
　終点への到達を成し遂げる時間
　到達の精度
　行われた仕事又は仕事量
　到達運動の正常な軌道パターンとの運動軌道の比較
　反復運動の遂行の安定性
【０３７６】
　本発明の例示的な実施形態において、到達トレーニングは次の一般的なステップからな
る。
【０３７７】
　誘導運動下での５から１０回の反復到達。患者は、装置１００と一緒に動こうと試みる
ように指示される。
【０３７８】
　主導モードの５から１０回の反復。患者の力の大きさと方向が装置１００によって測定
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される。正しい意図のための閾値を超えると、装置１００は、到達を遂行するために患者
を誘導する。
【０３７９】
　補助モードの５から１０回の反復。患者は、独力で到達を実行しようと試みる。装置１
００は意図を判断し、患者が動くのを補助する。時間とともに、患者がより自立して動く
ことができるように、補助の量は減らされる。
【０３８０】
　自由運動の５から１０回の反復。患者は、装置１００からの補助なしで到達を実行しよ
うと試みる。
【０３８１】
　別の例示的な訓練は、満杯のコップを２点間で移動させたり、本を持ち上げるといった
、日常活動の模倣である。
【０３８２】
　［プログラミング］
　本発明の例示的な実施形態において、次の１つ以上を含むリハビリテーション過程の様
々な態様を計画し、コンピュータ（例えば装置１００）への指示として入力することがで
きる。
　ａ）新しい訓練をデザインすること、
　ｂ）特定の状況、及び／又は患者のために訓練を修正すること、
　ｃ）リハビリテーション計画を企画及び修正すること、及び
　ｄ）決定論理（例えば、ブレークポイント、閾値、及び反復回数）を設計及び修正する
こと
【０３８３】
　システム２００及び／又は装置１００の異なる利用者に対する許可が異なる場合がある
。例えば、異なる許可は、新規事項の追加、複製、修正、削除、及び／又は編集の１つ以
上が許容される。これらの活動は、例えば患者データ、活動、計画、統計、及び／又はデ
ータログ、の１つ以上が対象となることがある。本発明の例示的な実施形態に従って作成
され、及び／又は修正される特定の活動パラメータには、以下のものが含まれる：軌道、
位置および範囲（例えば最小および最大の速度及び角度）；力パラメータ、反復サイクル
数、停止決定回数、及び／又は休憩時間の長さ及び頻度。
【０３８４】
　本発明の一部の実施形態において、１つ以上のライブラリ（例えば、計画ライブラリ、
患者別ライブラリ、及び／又は活動ライブラリ）が、プログラムの修正及び保存のための
基盤として提供される。
【０３８５】
　本発明の例示的な実施形態において、先端部１０８を物理的に操作することによって（
例えば、患者の正常な手によって、又は療法士によって）、新しい軌道が入力される。任
意選択で、その結果の軌道（単数又は複数）は、次いでコンピュータ上で編集される。代
替的に又は付加的に、３次元ＣＡＤ／ＣＡＭプログラムが使用され、任意選択でその１つ
は人体がモデル化され、該身体上の点の運動に様々な制約を置くことができ、及び／又は
そのような点に対する望ましい又は許容される可動域が規定される。任意選択で、グラフ
ィック・デザイン・プログラム（例えば、利用者が軌道上の数点を指示し、プログラムが
直線または曲線で仕上げるもの）が使用される。代替的に又は付加的に、利用者は、点及
び／又は関数を与えることにより、例えば円などの様々な幾何学的形状を定義することが
できる。代替的に又は付加的に、利用者が線を引き、システム２００（例えばステーショ
ン２０４又は装置１００にある）にスキャナで取り込むことができる。
【０３８６】
　本発明の例示的な実施形態において、訓練は特定の患者、及び／又は状況に対応して修
正される。該修正は、例えば次の１つ以上を含むことがある：
　ａ）軌道の関節角度可動域、又は、力を印加し又は精密位置制御する能力に対する修正
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　ｂ）患者のサイズ（例えば、体肢または骨の長さ）に対する修正；
　ｃ）経過に対する修正。例えば、計画は、示された又は予測された経過に基づいて変更
される、計画のタイム・スパン及び／又は刻み幅をもつことがある。
【０３８７】
　上述のように、患者によって又は療法士によって実行された軌道は、訓練のために編集
され、使用されることがある。本発明の例示的な実施形態において、編集は、スムージン
グ、点及び／又は経路区間の追加、運動を基本的な運動要素に変換すること、の１つ以上
を含む。
【０３８８】
　［プログラミング言語の例］
　下記の表１は、ロボットプログラム言語を学ぶ代わりに、任意選択で装置１００をプロ
グラムするために使用される、例示的な高級プログラミング言語を説明するものである。
本発明の例示的な実施形態において、この言語は療法士、及び／又は他の利用者に使用さ
れる。任意選択で、現在の訓練が保存可能であり、修正可能である。
【０３８９】
　この高級言語は、プログラムを構築（または編集）するために、プログラムエリアの中
にドラッグ可能なアイコン（その各々がコマンドに相当する）のライブラリに基づくもの
である。各アイコンはコマンドを表しており、３タイプのコメンドが定義される（それ以
上追加されることもある）。
【０３９０】
　　　ａ．運動コマンド－直線運動、円運動などの基本的な運動。各コマンドは、開始点
（Ｐ１）及び停止点（Ｐ２）を有し、全ての運動コマンドに対して速度、力、加速／減速
時間が設定可能である。点（Ｐ１、Ｐ２）の設定は、先端部１０８が所望の点に位置して
いる間に入力キーを押すことによって可能である。
【０３９１】
　　　ｂ．一般コマンド－プログラムの開始／停止、遅延付加（delay）、および記録な
ど。
【０３９２】
　　　ｃ．補助コマンド－装置に取付可能な外部装置および付属品を操作するコマンドセ
ット。
【０３９３】
　全てのコマンドは、入力されるパラメータセットを持つ（そうでなければ、初期パラメ
ータが使用される）。オペレータは、各コマンドにコメントを追加することができる。装
置１００は、各コマンドについて説明を作成し、全てのコマンドにオペレータはコメント
を追加することができる。そして全てのコマンドには説明がある。利用者を指示するコマ
ンドと、装置１００が一定の状況下でどの様な行動をとるかを規定するパラメータは表に
示されていない。任意選択で、各経路区間は１つ以上のトリガー（作動すると、コードの
短い断片を実行する）を含むことがある。１つの例は、利用者が１０％を超えて彼のスピ
ードを変える時に作動するトリガーであり、この場合、警告が与えられるか、より補助的
なモードが提供される。
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【表１】

【０３９４】
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　表２は、表１に示した言語を用いたサンプルプログラムである。プログラム構造は複数
の列を有し、最初の１列は逐次的なメイン・コマンドであり、第２及び第３列は並列に動
作するコマンドのためのものである。
【０３９５】
　新しいプログラムに着手するときに、始動および停止コマンドが任意選択で自動的に提
供される。他のコマンドは始動と停止の間に手動で挿入される。
【０３９６】
　表２は、３つの直線（直角でもよい）からなる経路のサンプルプログラムである。各直
線の間には遅延があり、第２の直線のときに外部装置が作動する（例えば、ハンドルから
の入力を待つ）。２番目と３番目の直線のときのすべてのデータが記録され、プログラム
全体が５回反復される。反復に対する修正（例えば、スピードを上げ、要求精度を増す）
は、パラメータとして任意選択で提供される。一般的なプログラム・パラメータ（例えば
、スコア採点のタイプ、予想される運動の特性）が、任意選択で提供される
【表２】

【０３９７】
　本発明の一部の実施形態によって提供される特殊な制御のタイプは、空間のプログラミ
ング制御である。このタイプの制御において、一定のジェスチャー又は先端部１０８の空
間における位置が、装置１００に対するコマンドに翻訳される。ある例では、そのような
ジェスチャーは、療法士又は患者によって訓練セッション終了後に早送りするために使用
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される。
【０３９８】
　別のショートカットの例では、療法士の手首の動きが、腕（又は、その他の体肢）の動
きに翻訳される。これによって、療法士がより小さな動きを（しかもプログラムする運動
の体肢ではなく、手だけで）することが可能になる。
【０３９９】
　［体肢位置の検出と制御］
　装置１００において、説明するように、先端部１０８に接触した、患者のただ１つの点
が制御される。しかしながら、このことは、複数の異なるアームの運動が結果的に同じ軌
道になり得ることを意味している。一部の状況にとって、このことは問題ではない。例え
ば、脳卒中からの回復にとって、ある場合には、どのような運動も有益である。他のリハ
ビリテーション・シナリオにおいて、全ての運動する体部位の位置を、より詳細に決定し
、知っていることが望ましい。本発明の一部の例示的な実施形態において、他の体部位は
固定されている。例えば、患者はシートストラップで椅子に固定され（例えば患者の肩）
、及び／又は肘用の支え（レスト）が提供される。このことは、先端部１０８を握ってい
る手による可能な運動を制限する。
【０４００】
　図５は、本発明の例示的な実施形態による、体肢位置の検知及び／又は制限を取り入れ
たシステム５００を説明する。先端部１０８に接触する手以外の体部位の正しい運動が、
例えば、位置を検出し、患者にフィードバック（例えば、聴覚的又は視覚的フィードバッ
ク）することによって、提供される。
【０４０１】
　患者５０６は、椅子５１４に座って装置１００（又は、後述する様な、アームがボール
に取り付けられた装置）を使用する。１台以上のカメラ５０２が、腕、及び／又は患者５
０６の他の部分を撮影し、その空間位置、及び／又は速度を決定する。代替的に又は付加
的に、１台以上のカメラ５１６が、同様の撮影のために装置１００に設置される。画像ベ
ースの体位の復元の一部の実施において、１つ以上の基準マーカー５０４（例えば、スト
ラップで取り付けたパターン若しくはＬＥＤ）を取り入れることは有益である。
【０４０２】
　画像ベースの位置検知の代替として、磁気式、電気式、超音波式、又はその他の非接触
式の位置検知及び向き検知の方法を使用することもできる。多くのそのような位置決定方
法および装置が知られており、恐らく使用されている。本発明の例示的な実施形態におい
て、基準位置は装置１００上、及び／又は先端部１０８上に与えられる。任意選択で、該
位置センサは、装置１００が備える機械式センサの代わりに、又はこれに加えて、装置１
００の状態を決定するために使用される。
【０４０３】
　非接触式の位置検知の使用に代替して又は加えて、例えば関節アームを使用した機械式
の位置検知を利用することができる。
【０４０４】
　本発明の一部の実施形態において、何らかのタイプの位置センサを使用する代わりに、
アーム１０２を一切備えないことは高く評価されるべきである。フィードバックは、仮想
現実タイプのディスプレイとフィードバック（例えば、力を模倣するための振動）を経由
して任意選択で提供される。しかしながら、これは、本発明の他の例示的な実施形態にお
いて必要とするような、直接的な印加する力のフィードバックや抵抗を許容しない可能性
がある。
【０４０５】
　本発明の例示的な実施形態において、パッチ５０４は、患者にフィードバックや合図を
提供するために使用される。本発明の例示的な実施形態において、パッチは、無線受信機
、任意選択の電源、及び刺激装置（例えば、振動器、ピン刺し器、ピンチャー（摘み器）
、又は発熱要素）を備える。装置１００からのコマンドによって、パッチ５０４は患者に
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刺激を与えることができる。パッチ５０４は無線の代わりに有線接続されていてもよい。
【０４０６】
　本発明の例示的な実施形態において、検知された身体点の位置は次の１つ以上のために
利用される。
　ａ） 身体運動が正しいかどうかを決定する
　ｂ） どんな運動が可能であるか（例えば関節の角度に基づいて）を判断する
　ｃ） 事例から望ましい運動を学習する
　ｄ） 患者の能力を観察する（例えば、テストや体肢の評価のために）、及び／又は
　ｅ） 訓練中、訓練前、及び／又は訓練後に、また変化が生じた時に、身体の姿勢が正
しいかどうかを判断する。
【０４０７】
　位置、向き、及び速度センサに代替して又は加えて、生理学的センサ（例えば、訓練器
械の分野で既知の脈拍計測センサ、先端部１０８に内蔵される握力及び／又はピンチ（摘
み）力センサ、の１つ以上）を備えることができる。代替的に又は付加的に、１つ以上の
生理学的センサ（例えば、呼吸頻度センサ）が患者に取り付けられる。
【０４０８】
　図５に戻り、位置センサに代替して又は加えて、ボディ・レスト５０８が１つ以上の体
部位に対して備えられる。図示の例では、バー５１０（任意選択で調整可能である）によ
って椅子５１４に取り付けられたレスト５０８は、胸及び／又は肩の運動を抑制する。代
替の実施形態において、１つ以上のストラップを用いて体部位を保持する。
【０４０９】
　本発明の例示的な実施形態において、逆運動学法が、運動、及び／又は、患者の関節及
び／又は骨の寸法を推定するために使用される。例えば、体肢がレスト５０８に固定され
ていれば、先端部１０８の運動を実際の関節の運動を評価するために使用することができ
る。肘を固定するために使用される装具５０８が完全に伸張した位置にある場合、患者が
腕を動かしている時の、肩からの手首までの距離が計算できる。図１５Ｆのハンドルが使
用され、患者が肩装具によって制限されると、前腕の長さを決定することができる。代替
的に又は付加的に、確実に体肢の寸法を決定できるように運動を制限するために、力場を
使用することができる。
【０４１０】
　本発明の例示的な実施形態において、そのような逆運動学計算で使用するために、患者
の模型が作られる。また、安全性計算においても、そのようなモデルを使用することがで
きる。例えば、運動することが危険な関節の配置に患者が到達可能な場合、危険な運動が
回避される。各関節の到達範囲は、例えば、患者の固定（例えば装具）、測定されたＲＯ
Ｍ、及び想定されるＲＯＭに依存することがある。
【０４１１】
　任意選択で、例えば、なるべく調整可能な方法で、固定バー５１２を使って椅子５１４
は装置１００に固定される。任意選択で、例えば、最初に新しい活動を行う際、又は装置
のセットアップ中に、初期の調整過程が実行される。ある例では、バー５１２は目盛を有
し、調整中に、目盛に対する正しい椅子の配置が測定される。
【０４１２】
　本発明の一部の実施形態において、装置１００は内蔵の椅子５１４を搭載している。可
動椅子の例示的な配置を以下に説明する。
【０４１３】
　本発明の例示的な実施形態において、位置決め検知精度は、装置の可動範囲全体にわた
って、１ｃｍ、５ｍｍ、２ｍｍ、又は１ｍｍよりも良くすべきである。一部の実施形態に
おいて、訓練中に相対精度が維持されるのであれば、より低い絶対位置決め精度が許容さ
れる。
【０４１４】
　本発明の例示的な実施形態において、力制御の精度は、１００ｇｒ、５０ｇｒ、１０ｇ
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ｒ以下、又はそれよりも良い。任意選択で、アームの釣り合わせはこれらの数値の範囲内
にある。同様な精度が測定に対して提供される。任意選択で、１０Ｈｚ、５０Ｈｚ、１０
０Ｈｚ以上、又はそれより高いサンプリングレートが提供される。
【０４１５】
　［患者の位置決め］
　本発明及び／又は訓練の一部の実施形態において、患者の位置は重要でない。しかしな
がら、多くの訓練において、一定の関節、腱、及び／又は筋群の正確な目標設定は、患者
、及び／又は患者の姿勢、及び／又はその他の体部位、に対する先端部１０８の運動の精
度を要求する。
【０４１６】
　本発明の例示的な実施形態において、ストラップ、装具、及び／又はレスト５０８が、
患者の位置を設定するために用意される。任意選択で、椅子５１４に連結する１つ以上の
バー５１２が装置１００に備えられる。バーの代替として、基準５１２はバネ仕掛けのワ
イヤであり、該ワイヤはその引き込み量、延いては装置１００に対する椅子５１４の相対
位置を示すための位置センサを備える。任意選択で、引き込み可能な複数のワイヤが使用
される。任意選択で、各ワイヤは椅子５１４の脚を通す輪を含む。任意選択で、もしセッ
ション中に椅子が動くと、椅子５１４と装置１００との新たな相対位置を確保するために
、訓練は直ちに修正される。代替的に又は付加的に、患者の運動（例えばある姿勢から別
の姿勢間での動き）がセッション中に検知されると、訓練は、新しい位置を反映するよう
に適応する。任意選択で、患者の複数の典型的な静的姿勢が学習され、システムはこれら
学習した姿勢を利用して、行われている運動を半永久的な姿勢から区別する。任意選択で
、様々な圧力センサに加わる圧力の変化によって、又は、椅子・装置及び／又は患者を撮
影するカメラを使用して、姿勢の変化が検出されるか。代替的に又は付加的に、先端部１
０８がたどる実際の起動の変化を検出することによって変化が検出される。
【０４１７】
　任意選択で、マット５１８が用意される。１つの選択肢において、マット５１８は、椅
子の脚または患者の脚の位置を検知するための感圧マットである。任意選択で、患者が実
際使用する椅子に対して調整が行われる。代替的に又は付加的に、マットを使用すること
により、相対位置の手動入力が可能となる。代替的に又は付加的に、マットは、マットを
撮影するカメラが認識可能な印をもつ。
【０４１８】
　本発明の例示的な実施形態において、先端部１０８は、椅子５１４の位置を決定するた
めに使用される。ある例では、椅子５１４を一度所定の場所にロックし、先端部１０８を
デジタイザとして用いて、椅子５１４及び／又は患者の表面の点に接触させる。ある場合
には、先端アダプターが先端部１０８に取り付けられる。任意選択で、患者の体位が一度
デジタル化されると（例えば療法士の誘導の下で）、次回に椅子５１４が装置１００に運
ばれて来たときに、装置１００は先端部１０８を動かして、椅子５１４又は患者の望まし
い位置を示す。
【０４１９】
　任意選択で、レーザー又は光ポインタが先端部１０８（若しくは、アーム１０８又は装
置１００の他の部分）に取り付けられ、椅子及び／又は患者の体部位に対する望ましい位
置に光の印をつける。装置１００は任意選択でポインティングデバイス、アーム１０８、
及び／又は椅子の座標系を相互に変換する。
【０４２０】
　本発明の一部の実施形態において、一定の場所に位置すべきは、先端部１０８ではなく
、患者の手又は指である。任意選択で、ダミーの手が装置１００内に置かれ、そのような
調整のために使用される。
【０４２１】
　ここに説明するような位置決め方法は、リハビリテーション・システムの他の部分（例
えば、テーブル、グラス、第２の装置１００、又は図１９Ｈに図示されるような日常生活
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用具一式）の位置決めにも利用されることに注目すべきである。
【０４２２】
　本発明の例示的な実施形態において、患者の位置決めは患者の運動学によって決定され
る。本発明の例示的な実施形態において、一度患者は所定の位置に置かれて、患者は１つ
以上の訓練を行い、そして実際に辿った軌道に基づいて患者の体位が決定される。場合に
よっては、患者の体位を決定するために、患者の以前の能力（例えば、関節可動域）を知
る必要がある。
【０４２３】
　本発明の例示的な実施形態において、患者は肘を曲げずに腕を揺らす。運動の範囲は肩
関節の位置を示唆する。患者が、彼の肘を真っ直ぐに伸ばす（又は、真っ直ぐに保持する
）ことができなければ、この情報は任意選択で使用される。
【０４２４】
　本発明の例示的な実施形態において、セッションの間の患者の運動が主に２次元平面上
の並進運動であると仮定されるので、位置調整にはアームのたった１つの運動だけで十分
である。任意選択で、２つのアームが動いて、身体のねじれの検出を補助する。
【０４２５】
　任意選択で、患者の体位の決定に代替して又は加えて、初期の患者の一連の運動を利用
して、関節可動域や運動の自由などの、患者に関する基本情報が抽出される。任意選択で
、測定を取る前に、装置１００は最初に筋肉や関節をウォーミングアップするように意図
された一連の訓練を適用又は提案する。
【０４２６】
　［アタッチメント（身体への取り付け具）］
　図１において、先端部１０８は患者の手の中に握られている。身体の他の部分に取り付
けるためには、他の手段が利用される。ある例では、ボール状ハンドルの代わりに、スト
ラップ又は弾性リングが先端部１０８に備えられる。別の例では、棒状ハンドルがボール
状ハンドルの代わりに備えられる。
【０４２７】
　図６は、本発明の例示的な実施形態による、肘ホルダ６００を示す。例えば、必要な運
動が肩の運動であり、従って肘６１６が軌道に沿って動く場合に、該肘ホルダが使用され
る。ベース６０２は、先端部１０８に取り付けるように構成される。蝶番６０４は、その
上に腕６１４が置かれる第１の部分６０６と第２の部分６０８との間の相対運動を可能に
する。任意選択のストラップ６１０と６１２は、任意選択で腕６１４を一層しっかりとホ
ルダ６１０に取り付ける。任意選択で、関節６０４は可変抵抗（例えば、患者及び／又は
装置１００により設定可能）を持つ。代替的に又は付加的に、関節６０４は、肘６１６を
開閉する力を与えるためのアクチュエータを備える。代替的に又は付加的に、関節６０４
は角度センサを備える。任意選択で、ホルダ６００は、例えば、治療効果として、又は関
節の拘縮防止に役立てるために、肘を振動させることができ、該振動は、例えば適当なア
タッチメントを使用して、他の関節や体部位にも加えることができる。
【０４２８】
　本発明の例示的な実施形態において、ある例では、ホルダ６００は痙攣用装具として機
能し、関節６０４は固定され（若しくは関節ではない）て、腕６１４はストラップ６１０
及び６１２によってこじ開けられて保持される。
【０４２９】
　本発明の例示的な実施形態において、１つ以上の平面で関節６０４が肘６１６と実質的
に同じ回転中心を持つように、部分６０８及び６０６が持ち上げられる。
【０４３０】
　本発明の他の実施形態において、身体上の他の点へのアタッチメントが提供される。特
に、制限されるものは骨又は骨上の一定の位置である一方で、本発明の一部の実施形態に
おいては、制限されるものは関節であることが注目される。上述のように、様々なタイプ
の制約（例えば、角度及び／又は空間体積部分）が提供される。以下に、図１６を参照し
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ながら、付加的なアタッチメントについて説明する。
【０４３１】
　本発明の例示的な実施形態において、アーム１０２に取り付ける際に装置１００がアタ
ッチメントのタイプを認識するように、アタッチメントは符号化回路又はその他の手段を
含む。
【０４３２】
　一部の実施形態において、アタッチメントは、２つの機械式クイック接続部品（例えば
、バネ仕掛けのピンとスロットの取り合わせ）からなるクイック接続要素、及び電気式ク
イック接続（例えば、バネ仕掛けの小型ニードル接点）に適合しており、これが訓練から
訓練へ、又は患者から患者への高速切替を可能にしている。本発明の例示的な実施形態に
おいて、各アタッチメントは半導体チップを持ち、コネクタから受電し、バス（例えばパ
ケットバス）でデータ（もしあれば）を送信する。代替として、電気コネクタが、アタッ
チメントの測定手段（例えば、電位計）を装置１００に直接接続するために使用される。
【０４３３】
　［利用者への指示］
　装置１００は、（本発明の様々な実施形態に対して）次の１つ以上を含む多くのモード
で利用者に指示を与えることができる。
　ａ）収録音声
　ｂ）コンピュータ・アニメーション表示
　ｃ）指導ビデオ
　ｄ）装置１００の運動（患者は不参加）
　ｅ）装置１００の運動（患者が参加する。できるだけ解説付きで、低速で行う。）
　ｆ）装置１００の運動（ダミーを装着）
　ｇ）音符の使用（例えば、合図として、又は運動のテンポを設定するために）
　ｈ）第２の装置１００の運動（例えば、デモンストレーションとして、又は患者自身の
運動の順序通りに）
【０４３４】
　［トレーニング、指導、および運動の質（ＱｏＭ）］
　リハビリテーション計画の一部が、しばしば強度及び／又は関節可動域を維持又は増大
させるために体部位を訓練させることである一方で、本発明の例示的な実施形態において
、リハビリテーションは、運動の質的側面、及び／又は、どのような運動が正しいかを患
者に指導することを含む。
【０４３５】
　本発明の例示的な実施形態において、次の１つ以上の運動の特性が重要である。
　ａ）使用可能な（単数又は複数の関節の）関節可動域の利用度
　ｂ）十分な力をかけることのできる筋肉の使用
　ｃ）関節及び／又は筋肉が、より高い精度の制御を実現することのできる運動
　ｄ）能力の閾値に接近しない運動
　ｅ）危険な領域に接近しない運動（例えば、不安定な関節をもつ患者のため）
　ｆ）運動及び／又は回転の滑らかさ
　ｇ）移動距離
　ｈ）最大所要力
　ｉ）運動の空間及び／又はエネルギー効率（例えば、過剰運動）
　ｊ）最小限の攣縮を伴う運動
【０４３６】
　本発明の例示的な実施形態において、運動の特性は、健常人の運動を特徴付ける、べき
法則を用いて判断される。麻痺をもつ人は、どの関節及び／又は運動様式で、どの程度こ
の法則に近づくことができるか、という点について、任意選択で特徴づけられる。
【０４３７】
　任意選択で、「正常な運動」は、運動の特性を定義する基本的な運動学的特性によって
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説明される。腕については、１つの該特性は、１つの点から別の点への、該２点間の凡そ
最短経路を辿った、手の滑らかな移動である。第２の特性は、手の速度が経路の曲率によ
って制限されることである。（Viviani P, and Terzuolo C.「軌道が運動力学を決定する
」“Trajectory determines movement dynamics.”, J Neurosci 7, 1982: 431-437、こ
の開示内容は参照により本願の開示内容に組み込まれる）。軌道の曲率が大きいほど、手
の運動は２／３の一定比率で遅くなる。これらの運動学的説明は数学的に定義され、その
ため、それらを運動の特性の客観的な定量化のために利用することができる。
【０４３８】
　「最小の攣縮」は、健常者にしばしば観察される、滑らか且つ最短の運動の特性を説明
することができ、さらに、経路の曲率と手の速度との間の関係を立証する「３分の２べき
法則」が明らかにされている。最近になって、両法則が統合され（Viviani P, and Flash
 F.「最小の攣縮、３分の２べき法則、及び同時発生：運動計画への収束アプローチ」“M
inimum-jerk, two-thirds power law, and isochrony: converging approaches to movem
ent planning.”, J Exp Psychol: Hum Percept Perform 17: 32-53, 1995, この開示内
容は参照により本願の開示内容に組み込まれる）、同じ概念の２つの側面として数学的に
定義された（Richardson MJE, and Flash T. 「滑らかな腕の運動と３分の２べき法則及
び関連するセグメント化制御仮説との比較」“Comparing smooth arm movements with th
e Two-Thirds Power Law and the related segmented-control hypothesis. ”，J Neuro
sci 22: 8201-8211, 2002, the disclosure of which is incorporated herein by refer
ence）。ある１つの記述に統合された、これら２つの法則は、装置１００による治療前、
治療中、及び／又は治療後の運動の特性のテストに採用できる。任意選択で、べき法則へ
のフィッティングは、患者に一連の運動を、様々な速度で与えて、その結果からべき法則
のデータを抽出することによって決定される。該法則は、他の関節や体肢（例えば、下肢
）にも適用される可能性がある。
【０４３９】
　適用される可能性のある別の法則は、協調運動における各関節の相対的な運動に関連す
るものである。健常者においては、そのような運動は、様々な関節の運動の標的からの相
対距離や、該関節の様々な精度が考慮される。適用される可能性のある別の法則は、標的
に命中するまでの時間と標的の大きさを関係付ける適合則（Fits law）である。
【０４４０】
　これらの特性は、ある運動にとっては一般的であり、又は一定の能力と不足をもつ患者
にとっては特別なものとなる場合がある。
【０４４１】
　本発明の例示的な実施形態において、運動のそのような特性は、実例によって（例えば
、正しい運動と誤った運動に腕を導いて）患者に指導される。そのような運動は、例えば
療法士又は患者が入力しても、予めプログラムされていてもよい。代替的に又は付加的に
、患者の運動は記録され、修正され、そして、患者は誤った、又は修正された運動を通し
て整調される。事前定義運動において、該運動は個々の利用者に対して（例えば、利用者
のサイズに対して）調整されることがある。
【０４４２】
　任意選択で、正確さの閾値は、患者の全ての運動を（１つ以上のパラメータにおいて）
該閾値を超えた特性に保つよう患者が努めるために、定義される。
【０４４３】
　代替的に又は付加的に、そのような特性は患者の運動に対するリアルタイム又はオフラ
インのコメントによって教えられる。
【０４４４】
　従って、本発明の一部の実施形態において、リハビリテーションのかなりの部分が、正
しい運動で患者を訓練させること、又は患者が行った一定の運動が高い特性のものか、低
い特性のものかを知る方法を患者に教えることからなる。
【０４４５】
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　他のタイプのトレーニングは、運動の正確さに関連していない。例えば、患者は障害の
ある体肢を無視しないようにトレーニングすることができる。関連する態様において、し
かしながら、患者は、関節可動域を縮小させないように、障害のある関節を「正しい」運
動の一部として使うトレーニングをすることができる。
【０４４６】
　ある例では、テーブル上の物を動かすことなどによって、一定の運動について肘と手首
との間で予測される相対運動が分る（例えば、又は実例などにより療法士が入力する）。
患者が一定量（例えば、療法士によって定義される）を逸脱すると、フィードバックが提
供される。
【０４４７】
　［対運動］
　本発明の例示的な実施形態において、良い腕による運動が悪い腕のトレーニングに利用
される。例えば、良い腕を用いて円を描くことができ、そして悪い腕が円を描くトレーニ
ングをする。そのようなトレーニングの１つの利点は、どの関節と筋肉が各運動のために
使用されるかをより良く正確に理解することによって、患者が受け取る詳細なフィードバ
ックである。代替的な応用において、「良い」運動は療法士又はその他の介護人によって
提供される。
【０４４８】
　単一アーム装置１００において、以下の過程が使用される。
　ａ）装置１００は任意選択で、実演で又はディスプレイ上で、正しい運動を説明する。
　ｂ）運動が「良い」体肢によって実行される。任意選択で、該運動は編集するために上
述のような方法を使って修正される。
　ｃ）運動は、例えば他動運動、自由運動、又は力場を用いて、「悪い」体肢で反復され
る。任意選択で、「良い」運動は、予定速度を低減し、関節可動域を縮小し、力を低減す
るなどして、悪い体肢に適用する前に修正される。
　ｄ）運動中及び／又は運動後に、フィードバックが患者に提供される（例えば表示とし
て）
　ｅ）運動は任意選択で反復される。
【０４４９】
　図７及び図８は、任意選択のカップリングによって、２つの腕を同時に運動させること
ができる２ハンドル装置７００及び８００を示す。本発明の例示的な実施形態において、
このハンドルは一方の腕で他方の腕を他動的に運動させるために使用される。そのため、
例えば、患者は良い腕によって悪い腕が何をしているのかを感じることができ、その逆も
また同様である。代替的に又は付加的に、１つのハンドルは装置によって動かされるので
、患者は自分に何が求められているか知ることができる。任意選択で、２アーム装置が、
例えば麻痺をもつ子供と健康な子供又は成人との間のゲームとして、子供たちのために使
用される。
【０４５０】
　２つの別個のリハビリテーション装置７０２及び７０４は、ベースによって任意選択で
取り付けられて、一方のアーム７０８が他のアーム７１０の運動をまねするように、電気
的及び／又は機械的にコンピュータによって連結される。機械的に運動するアームは、任
意選択で後述するボール式機構である。
【０４５１】
　装置８００において、１つのジョイントが２つのアーム８０８及び８１０を連結する。
その結果、運動は反転される。任意選択で、アーム８０８及び８１０は、両方とも一緒に
伸びたり縮んだりするように伸長可能であり（例えば、後述のように）、例えば、２つの
アームは固定した回転中心をもつギア（例えばラック・ピニオン機構）の反対側に係合さ
れる伸長要素を持つ。
【０４５２】
　本発明の例示的な実施形態において、他の装置を使用して、鏡像運動が提供される。例



(56) JP 4864725 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

えば、標準的な装置を使用した応用では、利用者が一方の手（又は同じ手で続けて）でマ
ウスを握り、片方の手から他方の手へと動きを移すことによって、鏡像運動が提供される
。別の実施形態において、１つ又は２つのフォースフィードバック・ジョイスティックが
使用される。これを含む一部の実施形態にのために、複数の装置が使用されることがある
ことに注目すべきである。特に、具体的な応用に対して、比較的に簡単な及び／又は標準
的なハードウェア（例えば、フォース・フィードバック・ジョイスティック又はタッチデ
ィスプレイ）を使用することができる。
【０４５３】
　［複合運動］
　図９Ａは、手首の運動に関連した第１の部分９０２と肘の運動に関連した第２の部分９
０４との、２つの部分からなるリハビリテーション器械９００を図示したものである。後
述のように、部分９０２及び９０４は、ボール式の装置とすることができる。かつ、任意
選択で調整可能な連結部９１０は、部分９０２と９０４の相対位置を固定する。連結部９
１２は任意選択で手首ホルダ９０６と肘ホルダ９０８とを相互に連結する。装置９００を
使用して、リハビリテーション中に体肢（例えば、腕又は脚）上の複数の点の例示的な制
御が行われる。
【０４５４】
　使用において、ホルダ９０８と９０６のそれぞれは、３つの空間寸法を、任意選択で角
度寸法も制御することができ、そのため、テスト、トレーニング及び／又は提供するため
のより複雑な運動が可能になった。任意選択で、一定の運動を制限する（例えば、関節の
一定の回転を防ぐ）ことの可能性は、安全性の観点から有益である。任意選択で、３、４
、５、又は６つの運動自由度で点が制御される。任意選択で、自由度の一部における制御
は、他の自由度におけるものと異なる。例えば、ある軸における運動はその運動に関連し
た抵抗を持つことがあり、一方で、角運動は、装置９００によって多少の力を提供されな
がら補助される運動となることがある。
【０４５５】
　装置９００において、軌道は相対軌道として定義されることに注目すべきである。相対
軌道においては、装置９００の実際の位置は相対位置やホルダ９０６及び９０８の空間運
動ほど重要ではない。
【０４５６】
　図９Ｂは、腕ホルダ９３０がその上に取り付けられたアーム９３２を有する１つの部分
９２８を含むリハビリテーション装置９２０を図示したものである。ホルダ９３０は、肘
ホルダ９２４を使用する肘と、手首ホルダ９２２を使用する手首、の両方を抑制する。任
意選択の回転機構９４０が、ホルダ９３０をアーム９３２の周りで回転させる一方で、任
意選択の回転機構９２６が、アーム９３２に垂直なホルダ９３０を回転させる様子が図示
されている。代替的に又は付加的に、同様な機構（図示されず）を、その軸のまわりでホ
ルダ９３０を回転させるために任意選択で備える。
【０４５７】
　以下に説明するように、本発明の例示的な実施形態によるリハビリテーション装置によ
ってサポートされる別のタイプの複合運動は、幾つかの体部位（例えば腕と脚）の同期し
た運動を必要とする。
【０４５８】
　［ボール式装置］
　上述のように、関節アーム以外のデザインを装置１００のために使用することができる
。特に、本発明の例示的な実施形態において、該装置はユニバーサル・ジョイントに基づ
いており、そこからなアームが延び、該アームは任意選択で長さを変える。
【０４５９】
　本発明の例示的な実施形態において、ユニバーサル・ジョイントはボールジョイント（
ball-in-socket joint）として使用される。図１０は、ボールジョイントを使用した、例
示的なリハビリテーション器械１０００を示す。この引用符号は、本願で説明するような
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幾つかのボール式装置に対する一般的な意味で用いられている。
【０４６０】
　装置１０００は、ベース１００４（例えば、板１０１６を含むテーブル）からなる。該
板は、その内部に輪郭を刻む開口１０１７を有し、さらに該開口はボール１０１０を取り
囲んでいる。ボール１０１０は任意選択で複数のローラ上に載置される。図１１に示され
る代替の実施形態において、ローラ１０１２は、底板１０１５（その内部にボール１０１
０を支持する開口１０１３を輪郭を刻む）によって置き換えられる。
【０４６１】
　アーム１００２はボール１０１０から延び、ボール１０１０の反対側にロッド１０２２
で取り付けられた釣り合い錘１０１８によって任意選択で釣り合わされる。ロッド１０２
２は任意選択のガイドプレート１０２０（詳細後述）に開けられたスロットを任意選択で
通過する。
【０４６２】
　使用時に、ボール１０１０が回転して、アーム１００２の先端部１００８が空間に様々
な軌道を規定することを可能にする。任意選択で、空間の体積部分を軌道で満たせるよう
に、アーム１００２は伸長可能である。任意選択で、自動的に動くか、他動的に該伸長に
抵抗するために、アーム１００２はモーター又はブレーキ１０２４（例えば油圧ブレーキ
）を備える。
【０４６３】
　本発明の例示的な実施形態において、ボール１０１０に対してブレーキ１０１４が提供
される。比較的に大きなボール１０１０を使用する１つの潜在的な利点は、ボール表面に
おけるトルク（例えば、アーム１００２をブレーキをかけたり運動させたりするのに必要
なトルク）は、小さなジョイントに対して必要とされるものより概して小さく、恐らくは
より小さい又はより安価なモーター又はその他の機械要素の使用を可能にする。代替的に
又は付加的に、十分に精密な制御とフィードバックを可能にしたまま、そのようなモータ
ーの位置制御、及び／又は位置センサの検出感度はより小さくすることができる。
【０４６４】
　装置１０００は様々な配置形態で提供することができる。最も簡単な配置形態において
、装置は完全に他動的であり、利用者は単にプレート設定（後述）と抵抗設定をブレーキ
に設定することができるに過ぎない。より高度な配置形態において、抵抗をコンピュータ
制御によってリアルタイムに変えることができる。別の高度な配置形態において、ボール
及び／又はアームの位置の検出機能が備えられる（例えば図示されないセンサを使用して
）。別の高度な配置形態において、方向性抵抗を変えることができる（例えば、図示され
ない方向性ブレーキを使用して）。別の高度な配置形態において、原動力（任意選択で方
向性がある）は、例えばプレート及び／又は複数の方向性モーター（抵抗の提供にも使用
可能）を使って、設定又は変更可能である。
【０４６５】
　本発明の例示的な実施形態において、複数のモーターを使用して、アーム１００２の運
動及び／又は力が制御される。アーム位置を決定するために、モーターは任意選択で光学
式の位置エンコーダを有する。代替的に又は付加的に、ステッピングモータ又はサーボモ
ーターが使用される。代替的に又は付加的に、非接触センサ（例えば、ボール１０１０か
ら光学式のマークを読み取るもの）が使用される。本発明の例示的な実施形態において、
ローラ１０１２は、ホイールを回転させるモーターによって置き換えられる。一方のホイ
ールが別のホイールに垂直な（ボール１０１０の表面に対する）方向にあるならば、（例
えば、ホイールに垂直な運動が低摩擦の摺動であれば）一方の又は両方向における選択的
な運動を実現することができる。１つのローラだけが回転ホイールをもつモーターによっ
て置き換えられる。該ホイールは所望の運動方向に向けられ、そして該運動を実現するよ
うに回転する。方向性抵抗が、モーターを使用して任意選択で実現される。代替として、
該抵抗は、力または抵抗を加えるモーターの組み合わせによって実現され、一般的な抵抗
はブレーキ１０１４によって加えられる。任意選択で、アーム１００２に加えられる力の



(58) JP 4864725 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

方向を判断するために、１つ以上のひずみセンサが提供され、又はモーターと一体化され
ている。モーターは必要に応じて、対抗する力、又は補助する力、又はわきに逸らす力に
応答することができる。
【０４６６】
　本発明の例示的な実施形態において、ブレーキ１０１４は、ブレーキをボール１０１０
の赤道に向けて昇降することにより動作する。このとき、ブレーキの内径はボールのそれ
より小さい。代替として、ブレーキは必要に応じて膨張し、また収縮する。代替的に又は
付加的に、ブレーキの外周は改造され、例えば、加熱されるとブレーキの瞬間的な膨張及
び／又は収縮を起こす形状記憶合金で成形される。代替的に又は付加的に、ボール１０１
０の表面に、その中心に向けて押し付けられる、垂直ブレーキが使用される。
【０４６７】
　代替的に又は付加的に、一方向性ブレーキの代わりに、又はこれに加えて、方向性ブレ
ーキを使用することができる。例えば、ブレードに垂直な運動を許容する比較的低い抵抗
をもち、たわみによってブレードに沿ったボールの運動に抵抗するブレード状のゴムパッ
ドである。
【０４６８】
　アーム１００２が伸長可能な場合、点１００８に印加される力は、一般にアーム１００
２の軸に沿った成分も含み、それにブレーキ又はモーター１０２４は応答することができ
、ボール１０１０の応答性において任意選択でこのことが考慮されることに注目すべきで
ある。
【０４６９】
　［釣り合わせ］
　図１１は、本発明の例示的な実施形態による装置１０００の釣り合わせを示す。上述の
ように、図１１は装置１０００の変形を示し、ここではボール１０１０がプレート１０１
５によって支持される。錘１０１８は、正確にアーム１００２のモーメントを相殺するよ
うに任意選択で設計される。代替として、アーム１００２を静止位置に戻す力、若しくは
静止位置から遠ざけようとする力を提供するために、例えば、ボール１０１０からの距離
を変更することによって、又はモジュール式の錘を追加または取り除くことによって、該
錘は設計され又は改造される。ある場合では、釣り合わせは、アタッチメント又は患者の
体肢の重さに合うように調整される。
【０４７０】
　任意選択で、アーム１００２が伸長可能な場合、該伸長部は、ボール１０１０の重心を
維持するようにして、ボール１０１０の中心から外に延びる動く釣り合い錘を含む。この
運動はボールの内部だけのこともある。
【０４７１】
　代替的に又は付加的に、ボール１０１０の釣り合わせは、モーター及び／又はブレーキ
による自動的な釣り合わせによって提供される。該自動的な釣り合わせは、ボール１０１
０及びアーム１００２の慣性モーメントを効果的に低減又は相殺するために使用できる。
【０４７２】
　アタッチメントが先端部１００８に取り付けられると、これが釣り合わせを変化させて
しまうことがある。任意選択で、各々のそのような調整に対して、釣り合わせ錘１０１８
に追加するための適当な錘が提供される。代替として、ハンドル１００８は、アタッチメ
ントのはめあい部にある１つ以上の接点又は回路に適合する、１つ以上の接点又は回路を
有する。これは、装置１０００が、どのアタッチメントが追加されたかを感知して、補償
するために錘１０１８を適切に移動させることを可能にする。適当な表がリモートサイト
から任意選択でダウンロードされる。代替として、アタッチメントは、先端部１００８の
中に押し込むことによってボール１０１０の内部にあるアーム釣り合わせ錘を動かす、適
当な長さの杭を含む。錘１０１８の運動は、任意選択でモーター（図示されず）により、
例えば連結ロッド１０２２に沿い、及び／又はロッド１０２２とアーム１００２を結ぶ直
線から離れることがある。代替的に又は付加的に、印加されるトルクモーメントを検知し
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、及びこれを補償するために錘１０１８を動かすことによって、装置１０００は自己調整
する。
【０４７３】
　任意選択で、釣り合わせは、予想される重量又は活動中に人によって加えられる力に対
して設計される。
【０４７４】
　図１１はまた、プレート１０２０にあるスロット１０３０によって、直線上を移動する
ように拘束されたロッド１０２２を示す。
【０４７５】
　［ガイドプレート］
　一般に、コンピュータで制御された方向性モーター及びブレーキは任意の所望の運動を
達成可能であり、本発明の一部の実施形態において、恐らくはより制限された運動が、プ
レート１０２０及びこれに関連するスロットの使用によってサポートされる。ガイドプレ
ートを使用することの潜在的な利点は、スロットに垂直な運動が通常は不可能となること
であり、そして、このことが適当な回路を不要にする。
【０４７６】
　図１２は、本発明の例示的な実施形態による、プレート式リハビリテーション装置のた
めの駆動系を説明するものである。第１の任意選択のモーター１０４６は、直線以外のロ
ッド１０２２の運動を可能にするために、プレート１０２０を回転させるギア１０４８に
取り付けられる。第２の任意選択のモーター１０４０は、その上をロッド連結器１０４４
が移動するネジ棒１０４２に取り付けられる。連結器１０４４が移動すると、連結器はス
ロット１０３０に沿ってロッド１０２２を動かす（又は抵抗する）。他の機構も使用する
ことができる。
【０４７７】
　図３Ａ及び３Ｂに図示する通り、スロット１０３０に垂直な運動に対する完全な抵抗よ
りも、むしろ変化を提供する方が望ましい場合もある。図１３Ａは、この特性を有する、
連結器１０４４と置き換えるための例示的な連結装置１３００を説明するものである。連
結装置１３００は、ネジ棒１０４２に装着するための内ネジ部１３０２を有するボデー１
３１４を備える。ボデー１３１４は、ロッド１０２２と係合する開口１３０４を有する開
口要素１３０６を更に備える。１つ以上のバネ要素１３０８は、要素１３０４をボデー１
３１４に連結する。任意選択で、バネ要素１３０８の張力を、例えばネジ１３１０によっ
て調整することができる。任意選択で、線形変位センサ１３１２が、ロッド１０２２の位
置の誤差を測定するために備えられる。要素１３０８は、スロット１０３０の方向に、及
び／又はそれに垂直な方向に提供される。その他の例示的な力制御機構を、図２２から図
２６に図示する。
【０４７８】
　図１３Ｂは、１つ以上のバネ１３５２及び１３５４によって連結された２つの半体１３
４２及び１３４４から形成される、弾性ガイド１３４０を示す。従って、２つの該半体の
縁１３４８と１３５０との間に成形されるスロット１３４６は、いくらかの弾性的な順応
性を持つ。代替的に又は付加的に、縁１３４８及び１３５０は、少なくとも部分的に弾力
性が持たされる（例えばゴムで作られる）。
【０４７９】
　図１４Ａは、上部ガイドプレート１０２０及び下部ガイドプレート１４０２の２枚のガ
イドプレートがタンデムに使用された、別の装置を説明するものである。任意選択で、各
ガイドプレートを回転させるために別々のモーターが備えられる。
【０４８０】
　図１４Ｂは、幾つかのスロットを有するガイドプレートを図示する。塗り潰された領域
は、切り出したものが抜け落ちないようにするために提供される。代わりに他の方法（例
えば面外の架橋）を使用することもできる。
【０４８１】



(60) JP 4864725 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

　図１４Ｃは、「Ｘ」形スロットを有するガイドプレートを示す。例えば、内側に十字を
もつ円や、曲がったスロットなど、他の形状を与えることもできる。
【０４８２】
　本発明の例示的な実施形態において、装置１０００のプログラミングには、スロットの
取り替え、及び／又は抵抗の設定も含まれる。任意選択で、スロットが挿入されると、例
えば上述のような接触式検知機構を用いるか、無線又はＲＦ通信（例えば該プレート内に
スマートカード回路を埋め込むことによる）を用いて、装置１０００はそれを認識する。
【０４８３】
　［付属品とリストアタッチメント］
　図１５Ａは、１度以上の手の運動に対して制御及び／又はフィードバックを提供する、
本発明の例示的な実施形態によるリストアタッチメント１５００を示す。
【０４８４】
　グリップ１５０２が手で握られているとき、前腕はレスト１５１０上に載ると想定され
る。グリップ１５０２は、レスト１５１０に関する１つ以上の軸でジンバル動作する。図
示の例では、ハンドル１５０２は、ロッド１５０４を含むベース１５０３に取り付けられ
る。ジョイント部１５０６は、ロッド１５０４の軸の周りを任意選択で回転し、及び／又
はそれに沿って移動することができる。更に、任意選択のロッド１５０８はレスト１５１
０とジョイント部１５０６を相互に連結し、ロッド１５０８周りの回転を可能にする。更
に、任意選択のロッド１５１２は、他の２つのロッドと垂直な方向でジョイント部１５０
６に接触し、その３番目の軸の周りでの回転を可能にする。
【０４８５】
　任意選択で、リストアタッチメント１５００は、レスト１５１０にて先端部１５０８に
取り付けられ、又はベース部１５１４にてロッド１５０８に取り付けられる。
【０４８６】
　任意選択で、説明した相対運動の１つ以上が、１つ以上のモーター及び／又は制御可能
なブレーキによってサポートされる。
【０４８７】
　一部のリストアタッチメントにおいて（又は他のアタッチメント装置に対しても）、図
３Ａ及び図３Ｂに示される可変抵抗を１次元以上で提供するように、１つ以上のバネがリ
ハビリテーション装置を操作する。
【０４８８】
　図１５Ｂは、装置１５００の形態に概ね従った、本発明の例示的な実施形態によるリス
トアタッチメント１５２０を示す。ハンドル１５２２は患者に握られ、さらに患者の腕は
アームレスト１５２４の上に置かれる。任意選択で、１つ以上のストラップ穴１５２６を
通して取り付けられる、１つ以上のストラップ（図示されず）を備える。ベース１５４２
は、コネクタ１５２８によってアーム１０２（図示されないが、図１５Ｃにおいて例示さ
れる）との連結を提供する。本発明の例示的な実施形態において、例えば、本願で説明す
る多数のアタッチメントに適合するユニバーサル・コネクタが使用される。本発明の例示
的な実施形態において、該コネクタは、機械的な固定、パワー（例えば電力）及びデータ
転送の１つ以上を提供する。任意選択で、コネクタはまたアタッチメントの識別情報を装
置１００に提供する。
【０４８９】
　図示の実施形態において、機械継手１５３０、１５３２、及び１５３４によって３つの
手首の回転運動がサポートされる。任意選択で、ジョイントの１つ以上の抵抗は調整可能
である。図示の実施形態において、該調整は（例えばノブ１５３６、１５３８、及び１５
４０の１つ以上を使った）手動調整である。代替として、例えば小型モーターを使用した
、内部調整が提供される。該抵抗は、例えば、摩擦タイプや弾性（例えばバネ）タイプが
可能である。任意選択で、各ジョイントに対して回転センサ（例えば電位計）を備える。
【０４９０】
　任意選択で、ハンドル１５２２は取り替え可能であり、例えば、引き抜きピン１５４４
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を使用して、ハンドル１５２２を選択的にアンロックして取り外すことができる。
【０４９１】
　図１５Ｃは、リストアタッチメント１５２０に類似した（例えば、ノブ１５５２がノブ
１５３８と別の場所にある）、リストアタッチメント１５５０の別の異形を反対側から示
す。また、アーム１０２上へのリストアタッチメントの実装が図示されている。本発明の
例示的な実施形態において、該実装は、ボールジョイントを含む（任意選択で摩擦抵抗機
能を有する）。任意選択で、例えば安全機能として、一定レベル以上のトルクを受けると
接続を断つように、ソケット・ジョイントはデザインされる。任意選択で、この安全性レ
ベルは設定可能である。本発明の例示的な実施形態において、ジョイントは、設定可能な
抵抗をもつバネによって相互に連結される、２枚のプレートの間に保持されたボールから
なる。該プレートを相互接続するワイヤを任意選択で備え、（例えば延び過ぎたバネの）
音程によって信号を発生する。任意選択で、該ジョイントの各部分がバラバラにならない
ように、命綱を備える。
【０４９２】
　別の異形は、単一のアームレスト１５２４に代わるもので、２つのアームレスト１５５
８及び１５５６を図示する。任意選択で、ストラップは遠位のアームレスト（１５５８）
にだけ備えられる。任意選択のパッド１５６０も図示されている。
【０４９３】
　図１５Ｄは、非垂直ハンドルアタッチメント１５６０を示す。屈曲部１５６２にて９０
度の角度が図示されているが、他の角度（例えば４５度）が与えられてもよい。任意選択
で、該角度は、より良い筋肉動作の制御を可能にし、及び／又は一部の運動を容易にする
。任意選択で、屈曲部１５６２は、例えば、０度、４５度、及び９０度などのプリセット
角に調整可能である。
【０４９４】
　任意選択のユニバーサル・アタッチメント１５６４が図示されている。
【０４９５】
　図１５Ｅは、図示される任意選択の指のためのくぼみ１５７２をもつ、グリップ１５７
０を示す。患者からの入力のための任意選択のボタン１５７４が図示される。追加のボタ
ンが提供されることが可能であり、他の実施形態においても複数のボタンが提供される得
る。
【０４９６】
　任意選択で、（他の実施形態においてもそうである様に）ハンドル１５７０のボデー１
５７６は握り絞ることができる。あるタイプの握り絞れるボデーは、ガスを充填した空気
袋を含む。任意選択で、抵抗力を変更するために、ガスの圧縮を変えることができる。代
替の実施形態において、ボデー１５７６は１つ以上のバネによって分離された２つのパネ
ルから形成される。
【０４９７】
　任意選択のユニバーサル・アタッチメント１５７８が図示されている。
【０４９８】
　図１５Ｆは、２つのハンドル１５８２及び１５８６（ピン１５８４及び１５８８によっ
て任意選択で変更可能）を含む、２ハンドルの実施形態１５８０を示す。この実施形態は
、例えば、一方の手が他方の手の運動を補助することが求められる場合に有用である。実
際使用される２つのハンドルは同一である必要はない。
【０４９９】
　任意選択のユニバーサル・コネクタ１５９０が図示されている。
【０５００】
　他のアタッチメントも使用することができる。ある例では、コップ状のアタッチメント
が使用される。患者は該コップをグラスとして、又はその取っ手を摘む行為によって、持
つことができる。摘む及び／又は握る力（該グラスに加えられるような）を測定するため
の様々なセンサが提供される。代替として、既知のアタッチメントを、任意選択でユニバ
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ーサル・コネクタ及び／又は適当なセンサを含めるように変更して、使用することができ
る。任意選択で、手を縛るためのストラップを持つアタッチメントが提供される。
【０５０１】
　任意選択で、使用されるアタッチメントは患者に感覚を与える（例えば、表面組織を振
動し、刺し、締めつける）。そのような感覚を引き起こして制御するために、該アタッチ
メントにはデータだけでなく電力も供給することができる。表面組織は、例えば、凸凹な
下張りをもつ滑らかな層を提供することによって、変化に富んだものとなる。該凸凹又は
該凸凹な層を伸ばすことにより、該表面組織は変化する。
【０５０２】
　腕に対してアタッチメントを説明してきたが、このようなアタッチメントは、他の体肢
に、そして頭や首にも提供できることは高く評価されるべきである。ある例では、足用の
リストアタッチメントとしてペダルが提供される。リストアタッチメントの様々な回転は
、足に対しても提供することができる。同様に、頭と首のアタッチメントは、首に対する
あごの様々な回転及び／又は運動のサポートを維持するようにデザインすることができる
。
【０５０３】
　別のタイプのアタッチメントは、アーム１０２に直接取り付けられない（例えば図５の
パッチ５０４）。
【０５０４】
　［エルボー・サポート（肘支持具）］
　図１６Ａから１６Ｄは、本発明の例示的な実施形態に従よるエルボー・サポートの様々
な方法を説明するものである。上述のように、一部のリハビリテーション方法にとって、
肘（又は他の体部位）の運動の支持及び／又は抑制を提供することは有益である。本発明
の例示的な実施形態において、患者が空間中に体肢を保持することではなく、体肢を運動
させることに集中できるように、装置１００は体肢の重量を支持する。逆に、例えば体肢
によって加えられることが期待される力（任意選択で、いくらかの余裕をみる）を正確に
与える装置１００によって、患者が装置にもたれかかることを妨ぐように装置１００を設
定することができる。任意選択で、軌道に沿って（例えば、体肢を伸ばしているときに）
力の程度が変化する。
【０５０５】
　図１６Ａは、リハビリテーション器械に固定されたフレーム１６０２にワイヤによって
取り付けられたエルボー・サポート１６０４を示す。任意選択で、フレーム１６０２は折
り畳める。車椅子に乗った患者がリハビリテーションのために椅子から離れる必要がない
ように、任意選択で、フレーム１６０２は車椅子の進入を可能にするようにデザインされ
る。足の訓練及び／又はその他のリハビリテーション活動のために、１つ以上のフットペ
ダル１６０９を備える。任意選択で、腕と脚との協調運動訓練をサポートするためにペダ
ルが使用される。本願で説明する様々なセンタと同様に、複数の自由度で動くペダルを備
えることができる。車椅子に座る患者の膝のためのスペースを提供する、垂直運動機構１
６０６が図示されている。
【０５０６】
　最も簡単な実施形態において、望ましい肘の位置にワイヤ１６０５（例えばその長さ）
が配置される。任意選択で、エルボー・サポート１６０４を空間に固定するために、３本
のワイヤが使用される。任意選択で、使用されていないときに、サポート１６０４が動か
ないよう、より多くのワイヤ（例えば４本のワイヤ）を備える。ワイヤは、エルボー・サ
ポートの位置決めに使用される一方で、該ワイヤを他の体部位を支持するために使用する
こともできる。任意選択で、複数の体部位を支持するために複数組のワイヤを備える。任
意選択で、先端部（又はアタッチメント）若しくは身体上の点の位置を制御するために、
アーム１０２又は１００２の代わりにワイヤ式システムが使用される。
【０５０７】
　本発明の例示的な実施形態において、ワイヤシステムは空間位置の測定のために使用さ
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れる。ある例では、ワイヤ１６０５は後退し、エンコーダなどの測定装置に取り付けられ
る。サポート１６０４のＸＹＺ座標を与えるために補間法を使用することができる。別の
例においては、上述のように、ワイヤは椅子とリハビリテーション装置（例えばフレーム
１６０２）との相対位置を測定するために使用される。
【０５０８】
　任意選択で、ワイヤ機構は、２つの体肢の間に取り付けられ、それらの相対距離を測定
するために使用される。複数のワイヤを使用して、単に距離だけではなくそれ以上の数値
を測定することができる。
【０５０９】
　任意選択で、ワイヤシステムを使用して、例えば体肢に印加された力（任意選択で方向
を含む）や運動の速度といった追加のパラメータを測定することができる。ロボット要素
とワイヤ要素の両方を（同じ点又は先端部１０８に対して）含む結合システムを提供でき
ることは注目されるべきである。
【０５１０】
　本発明の例示的な実施形態において、ワイヤシステムは、一定の緊張を維持するために
、例えばモーターを使用して制御される。任意選択で、これの使用によって、体肢のフロ
ーティング・サポートが可能となる。任意選択で、モーターは運動の制御又は補助のため
に使用される。例えば、ワイヤを短くするため、又は、一定の速度で又は一定の力が検知
されたときにワイヤを繰り出せるようにするためにモーターが使用される。
【０５１１】
　任意選択で、例えば、ワイヤ１６０５に（例えば、更にモーターも備える点１６０８で
）取り付けられたバネを備えることによって、ワイヤ１６０５は張力に対するしなやかさ
を提供する。任意選択で、例えば電動モーターを使用して、バネの張力を変えることがで
きる。任意選択で、一般に緩衝性を提供するためにバネが使用される。
【０５１２】
　図１６Ｂは、リハビリテーション器械から伸長するアーム１６１０によって支持された
エルボー・サポート１６０４を示す。任意選択で、サポート１６０４の位置を示すために
、アーム１６１０は線形の伸長測定要素と２つの回転測定要素を備える。装置１００が位
置を計算できるように、本願で説明する他の実施形態もそのようなセンサを備えることが
できる。また、前述のように、患者によってサポート１６０４に加えられる力の分析を補
助するために、力センサを備えることもできる。
【０５１３】
　図１６Ｃは、リハビリテーション器械から伸長するジョイント・アーム１６２０によっ
て支持されたエルボー・サポート１６０４を示す。
【０５１４】
　図１６Ｄは、アーム１００２から突出する（及び／又は取り付けられた）メンバー１６
３０によって支持されたエルボー・サポート１６０４を示す。
【０５１５】
　任意選択で、伸長アームとメンバーは設定可能である。代替的に又は付加的に、アーム
はモーター及び／又は可変抵抗要素を含む。代替的に又は付加的に、アーム及び連結器は
、位置、向き、変位、及び／又は力センサを含む。本発明の例示的な実施形態において、
アームの様々な部分の実際の位置は、アームの１つ以上の部分が固定されて、長さが分か
るという事実に基づいて決定できる。どのようなジョイントが提供されても、ジョイント
の角度は決定される。
【０５１６】
　ドッキング・ステーションに組み込まれた、追加のエルボー・サポートの例が図１９に
示される。
【０５１７】
　［向きの変更］
　本発明の一部の実施形態において、アーム１０２が、垂直でない中央静止位置を有する
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ことが望ましい。図１７Ａは、そのベース１７０４とその運動機構１７０６との間にあっ
て、複数の向きを取ることができるジョイント１７０２を備えるリハビリテーション器械
１７００を示す。
【０５１８】
　代替として、上述のリハビリテーション器械の１つは、床以外の表面の上に、又は不揃
いの長さを持つ脚の上に設置することができる。任意選択で、装置１０００が壁面に、又
は逆さまに設置されるときには、装置１０００が設置される向きにかかわらずボール１０
１０を支持できるように、例えばローラ１０１２などのローラがボール１０１０の上にも
備えられる。設置は、例えばネジにより、又は接着剤を使用して実現する。
【０５１９】
　向きが変わるリハビリテーション装置の１つの潜在的利点は、位置を変えながら患者を
リハビリする能力である。例えば、一部の訓練（例えば到達訓練やバランス訓練）は、立
っているときに有効に実行される。一部の訓練は、患者が寝たきりの場合、横になってい
る間に実行されなければならない。一部の訓練は座ったまま行われ、他の訓練はひざをつ
きながら実行される。
【０５２０】
　別の潜在的利点は、同じシステムを使って、同じ装置で異なる体部位をリハビリテーシ
ョンできることである。
【０５２１】
　向きが変わるリハビリテーション装置の別の潜在的利点は、多くのアーム運動機構がそ
れらの可動域、軸の間のカップリング、及び／又はその他の機械的考慮項目が制限されて
いることである。該装置の向きを変えることにより、運動機構をより最適な位置に置くこ
とを可能にする。一部の向き可変装置において、たとえ該運動機構が動いても、制御され
る先端部１０８が同じ位置にとどまれることは注目すべきである。このことは、例えば、
訓練の変更の間に患者が車椅子にとどまることを可能にする。
【０５２２】
　手動による向きの変更が示されているが、１つ以上のモーターを使用して向きの変更を
達成することができる。１つ以上の角度センサを備えることによって、ジョイント１７０
２の実際の回転を（１又は２方向で）検出することができる。
【０５２３】
　図１７Ｂ及び図１７Ｃは、２つの向きを変える、代替の可変向きリハビリテーション器
械１７１０を示す。図１７Ｂにおいて、角度をもった向きが示され、支持平板１７２４は
ベース１７１２に対して運動機構１７２０及びアーム１７２２の位置をあわせる。任意選
択で、安定性のために１つ以上の伸長可能な脚１７１４を備える。任意選択で車椅子ガイ
ド１７１６（任意選択で伸長可能）を備える。任意選択で、ガイド１７１６は、その中に
車輪を入れることのできる溝がつけられている。任意選択で、定位置に車輪をロックする
ために、車輪の両側にチャックが追加される。１つ以上のピン又はブラケットが、車輪の
片側又は両側から、例えば車軸に沿って、車輪に係合する任意選択のブラケット式ロック
機構は図示されていない。そのような機構は、患者が自身で、例えば電気で作動すること
ができる。この車椅子ロック機構は、本発明の他の実施形態においても用いることができ
る。
【０５２４】
　本発明の例示的な実施形態において、平板１７２４は様々な角度に配置することができ
る。図１７Ｂは、約４５度の角度を示す。図１７Ｃは、９０度の角度を示す。また、図１
７Ｃには、支持平板１７２４にロック可能な蝶番１７２８によって取り付けられた、第２
の支持平板１７２６も図示される。図１７Ｂでは、平板１７２６はベース１７１２に対し
て平坦である。追加の可能なモードは０度の角度であり、このとき平板１７２４及び１７
２６はベース１７１２の陥凹部１７３４の中に平坦に横になる。蝶番１７３０は、運動機
構が上方に向くように、運動機構１７２０を回転させるために使用される。任意選択で、
運動機構１７２０は回転可能なベース１７２１を介して蝶番１７３０に結合される。別の
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例示的な配置は、回転可能なベース１７２１も陥凹部１７３２の中に横たわるように、平
板１７２４が陥凹部１７３２の中に横たわるものである。これは、アーム１７２２が取り
外されて、装置１７１０の全体が例えば車のトランク内に収納できる、輸送モードである
。スラブ１７２６は、別のロック可能な蝶番（図示されず）によって、ベース１７１２に
任意選択で取り付けられる。
【０５２５】
　図１７Ｄは、運動機構１７４８の位置が調整可能な、代替のリハビリテーション装置１
７４０を示す。この実施形態において、レール１７４４はベース１７４２から延び、運動
機構１７４８はレール１７４４に乗る移動体１７４６に連結される。任意選択で、機構１
７４８の可動域をより有効に利用するために、運動機構１７４８は蝶番によって移動体１
７４６に取り付けられる（例えば、機構１７４８を使うよりも、むしろ移動体１７４６を
使用して、可動空間の中心に装置１７４０のアーム１７５０の中心を置くことを可能にし
て）。
【０５２６】
　レール１７４４は任意選択で移動のために折り畳める。レール１７４４は、任意選択で
、少なくともパワーを機構１７４８に伝送するために、作り付けのデータバス及びパワー
バスを有する。代替として、フレキシブル・ケーブル（図示されず）が使用される。ベー
ス１７４２（本願の開示する他のベースと同様に）は任意選択で車輪を備えることができ
る。
【０５２７】
　［多肢用装置］
　本発明の例示的な実施形態において、例えば同期運動をリハビリするために、複数の体
肢を一緒にトレーニングすることができる。本発明の例示的な実施形態において、装置１
０００において使用されえるような複数のモジュールが、この効果を達成するために様々
な構成で取り付けられる。アタッチメントは、例えば、構造的であり（例えば、望ましく
ない相対運動を抑制するが、恐らくは調節可能である）、機械的であり（例えば、一方の
モジュールから別のモジュールに運動を伝達する）、及び／又は制御されたものとなり得
る（例えば、他のモジュールでの相互作用に応答した又は同期したあるモジュールでの相
互作用を修正して）。
【０５２８】
　図１８は、本発明の例示的な実施形態による、腕と脚のためのリハビリテーション器械
１８００を示す。装置１８００は、（例えば装置１０００を使用して）腕を訓練するため
の第１の部分１８０４と、（例えば、やはり装置１０００の機構を使用して）脚を訓練す
るための第２の部分１８０２とを含む。
【０５２９】
　このタイプの装置の１つの例示的な使用は、片麻痺の脳卒中患者をリハビリすることで
ある。別の例示的な使用は、例えば歩行に必要とされるような、同期運動をトレーニング
することである。
【０５３０】
　場合によっては、２つの隣り合わせたリハビリテーションが望ましい。図１９Ａは、４
つの機構モジュールを備えたリハビリテーション器械１９００を示す。１組のモジュール
１９０２及び１９０４は右腕の運動を制御するために使用され、１組の機構モジュール１
９０６及び１９０８は、左腕の運動を制御するために使用される。２組のモジュールは同
期し、及び／又は、例えば、上述のように、指導のために使用することができる。
【０５３１】
　任意選択で、各脚を訓練するために、１つ以上のモジュールが追加される。図示の例で
は、例えば図１６Ａにあるような、１つ以上のペダル１９１０が提供される。しかしなが
ら、上述のように、より多くの自由度を持つ装置を使用することができる。任意選択で、
例えば、２００４年１２月７日に出願された米国仮特許出願第60/633,428号（本願と同一
の出願日に、同一の出願人によってＰＣＴ出願（表題「歩行リハビリテーションの方法及
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び装置」、代理人事件番号414/04391）もされており、その開示内容は参照により本願に
組み込まれる）において説明されるような歩行トレーニング機構が使用される。任意選択
で、そのような機構は、足首に取り付けて、歩行をリハビリするように様々な（例えば２
、３、４以上の）方向に足首（例えば足）を回転させ、及び／又は並行移動させることが
できるサポートを含む。任意選択で、１つ以上の機構モジュールが、座っていながらも、
股関節部の運動をトレーニングするために備えられる。任意選択で、患者が上半身を訓練
しながら歩行するために、トレッドミル又はトレーニングバイクが提供される。トレッド
ミルの運動は、任意選択でリハビリテーション訓練及び実際の患者の運動に同期される。
任意選択で、歩行トレーニングは、完全な（又は部分的な）歩行のために、様々な体部位
を別々に、そして一緒にトレーニングすることからなる。
【０５３２】
　任意選択で、装置１９００は通常の椅子ではなく、車椅子と一緒に使用される。
【０５３３】
　［ドッキングシステム］
　図１９Ｂはドッキング・ステーション１９２０を示し、図１９Ｃは車椅子１９２２を収
容したドッキング・ステーション１９２０を示す。ドッキング・ステーションとは、そこ
に患者が搬送され、所定の位置にロックされ、そしてリハビリテーションを受ける構造体
を意味する。機能的な観点から、リハビリテーション作業を始めるために、最小限の患者
の操作だけを要することが一般に望ましい。従って、例えば、患者は車椅子に乗ったまま
でいることができて、正しい相対位置決めを確実にするために、（例えば最初と訓練変更
の際に）任意選択で患者の位置を調整する代わりに、任意選択で自発的に、リハビリテー
ション装置が動く。
【０５３４】
　図示の実施形態において、２つの向き可変モジュール１９２４及び１９２６をトラック
１９２８上に備える。任意選択で、モジュールは手で動かされる。代替として、モーター
（図示されず）はモジュールの形態を変更し、及び／又は、トラック１９２８に沿ってモ
ジュールを移動させる。トラック１９２８は任意選択でパワー、及び／又はデータをモジ
ュールに提供する。また、向き不変モジュール又はその他のリハビリテーション装置を取
り付けることもできる。
【０５３５】
　トラック１９３０上に配置された、任意選択の車椅子固定機構１９３２が図示されてい
る。任意選択で、位置は手動で変更される。代替として、位置はモーター（図示されず）
を使って変更される。同様に、車椅子係合機構は手動式にも電動式にもすることができる
。
【０５３６】
　足ペダル１９３４が図示されているが、これを他の足トレーニング装置に置き換えるこ
ともできる。
【０５３７】
　ジョイント１９３８に取り付けられた、任意選択のエルボー・サポート１９３６が図示
されている。任意選択で、エルボー・サポート１９３６は、任意選択で人の重量を相殺す
ることによって、患者に対して宙に浮遊している。任意選択で、該浮遊は面内であり、例
えば床と平行な面内である。任意選択で、肘の位置は該サポートによって測定され、運動
の特性の測定などの様々なフィードバックのために使用することができる。例えば、図１
６で説明するように、任意選択でテレスコープ機構及び／又は関節アーム機構の上にサポ
ート１９３６が設置される。
【０５３８】
　ディスプレイ１９４０は、例えば療法士及び／又は患者が使用するために、任意選択で
提供される。更には、入力システム１９４２（例えばキーボードやジョイスティック）が
提供されることもある。任意選択で、ドッキング・ステーション１９２０が患者を収容し
たときに、療法士がアクセスできるように、入力及び出力デバイス１９４０及び１９４２
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を回転して別の配置にすることができる。
【０５３９】
　ディスプレイ１９４０、入力１９４２、及び／又はジョイント１９３８は、任意選択で
柱（任意選択でテレスコープ式の柱）に設置される。任意選択で、患者専用の（視覚及び
／又は聴覚の）ディスプレイ１９４６を備える。
【０５４０】
　移動ベッド用に、例えば各体肢用の４つの運動機構を備えた、類似のドッキング・ステ
ーションが提供される。代替として、後述するように、寝たきりの患者のところまで装置
を持ち込めるように、該装置は十分にポータブルに作られている。
【０５４１】
　［可動性］
　本発明の一部の実施形態の特徴は、可動式のリハビリテーション装置が提供されること
である。可動性には多様なレベルがあり、ここで説明する通り、本発明の多様な実施形態
はこれらのレベルを実現することができる。
【０５４２】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション装置の可動性は、病棟内で又
は病棟間で装置を移動させるために使用される。
【０５４３】
　図１９Ｄは、本発明の例示的な実施形態によるベッド１９５１の近くに配置された可動
式リハビリテーション装置１９５０を示す。可動式装置のこの実施形態において、運動機
構１９５２はレール１９５８（例えば、ベース１９６０を持つ曲がりレール）上に設置さ
れる。車輪、任意選択でロック可能な及び／又は伸長可能な脚（図示されず）をベース１
９６０の上に備えることもできる。機構１９５２の位置を調整するために、レール１９５
８は任意選択で１つ以上のトラック１９６２（図示される細長い溝）をもつ。２つの異な
るアタッチメント（腕用の１９５４、及び脚用の１９５６）が図示されている。任意選択
で、装置１９５０を格納庫の中に移動させるために車輪が使用される。折り畳める装置は
上述した、例えば図１７Ｂである。
【０５４４】
　図１９Ｅは、ベッド１９５１に連結された、本発明の例示的な実施形態による代替の可
動式リハビリテーション装置１９６４を示す。１つ以上の取り付け機構１９７２が装置１
９６４をベッド１９５１にロックする。任意選択で車輪を備える。装置１９５２は、例え
ば上方からのリハビリテーションに使用することができる。本発明の例示的な実施形態に
おいて、装置１９６４は、その最上部１９６６に運動機構１９５２が装着されるフレーム
１９７０を備える。任意選択で、装置１９５２はフレームに沿って可動である。ボール・
グリップ・アタッチメント１９６８が図示されている。
【０５４５】
　可動性は他の周辺環境（例えば、自宅や、小さな診療所）においても有用となり得る。
また、上述のように、稼動式リハビリテーション装置は訪問治療をするセラピストによっ
て持ち込まれる。
【０５４６】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーションは水中（またはスチームバス
中）で、すなわち水による患者の支持、及び／又は、熱及び／又はマッサージの提供によ
って、行われる。図１９Ｆは、本発明の例示的な実施形態によるバスタブ１９７６の中で
の可動式リハビリテーション装置１９７２の使用を例示する。車輪付きのベース１９７８
が図示されるが、固定ベースを含む他のタイプのベースを使用することができる。図示の
実施形態において、伸長接続を持つ２つの腕アタッチメント１９７４が使用され、患者は
座っていても、横になっていてもよい。
【０５４７】
　また、リハビリテーションは、例えばプールの天井に取り付けた装置１９７２によって
、スイミングプールで行うこともできる。
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【０５４８】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション装置は水の外に保持されるが
、アタッチメントは防水性を備える。任意選択で、装置自身が防水性を備えるか、少なく
ともは防沫性を備える。任意選択で、感電の危険を防止するために、リハビリテーション
装置は電池式である。代替として、電動モーターの代わりに空気圧式又は水圧／油圧式モ
ーターが使用される。任意選択で、リハビリテーション装置への動力供給に低電圧（例え
ば２４、１２、５ボルト以下）が使用される。任意選択で、ブレーキを備え、モーターを
もたない装置が使用される。
【０５４９】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション装置の可動性がアウトドア（
例えば人の庭（例えば草の上）や自然の中で）でのリハビリテーションに利用される。あ
る例では、リハビリテーション装置はバーベキューなどのレクリエーション活動のために
使用される。装置は、患者を誘導、診断、（例えばハンバーグステーキを裏返す）トレー
ニングすることを支援する。任意選択で、柔らかい地面の上をより軽快に移動するために
大型の車輪を備える。別の例では、ゴルフや釣りなどのアウトドア活動をリハビリするた
めにリハビリテーション装置が使用される。任意選択で、使用される運動機構の可動範囲
をそのような活動に適合させるために、該活動に対して特別なアタッチメントが提供され
る。釣りの例では、リハビリテーション装置は、例えば、釣竿を持つこと、肩の可動域を
もたらしながら毛針を投げること、そして魚の引き（力が変化する）に逆らうことを支援
する。例示的なアタッチメントは、釣り竿へのアタッチメント及び該竿の先端（例えば魚
をシミュレーションする）へのアタッチメントである。
【０５５０】
　本発明の例示的な実施形態において、水平調節機構が凹凸のある表面に対して提供され
る。例えば、図１７Ａのものに類似するこの機構は、水平面を検出する傾斜センサを含み
、該運動機構を適切な配置に調整する。
【０５５１】
　本発明の例示的な実施形態において、先端部及び／又は傾斜検出機構が備えられる。任
意選択で、先端部が検出されると（例えば、リハビリテーション・ユニットのベースの加
速度）、該ユニットは警報信号を発生する。任意選択で、患者へのダメージを防ぐために
、患者に装着される任意のアタッチメントが開放される。任意選択で、先端部が検出され
ると、ベースがその１部分を折り畳み、装置を患者から離れさせることを可能とするよう
に、ベースは折り畳める部分をもつ。
【０５５２】
　本発明の例示的な実施形態において、無菌環境の外で使用するための可動式リハビリテ
ーション・システムは、清掃が容易で、及び／又は、水こぼしや、埃や、ある程度の気象
条件に容易に耐えるように作られている。任意選択で、電子器械及び運動機構は密封され
る。任意選択で、凹凸をより少なくするために、ジョイントは柔軟なゴムによって覆われ
ている。任意選択で、拭き取り容易プラスチック被覆が装置上に提供される。
【０５５３】
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション・システムは車椅子上に（例
えばその側方に、又は後方に）又は、自動車内に（例えば、運転手の近くのシートの中に
）装着される。任意選択で、装置はライトバンの後ろに収納することができ、ライトバン
は、（恐らくは、車椅子で、恐らくはリフトを使用して）人が中に入って訓練することの
できる可動式リハビリテーション・ユニットとして使用されるように構成される。
【０５５４】
　［モジュール方式］
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション装置は任意選択でモジュール
設計を特徴とする。そのようなモジュール設計は次のやり方の１つ以上を具体化する。
【０５５５】
　（ａ）該装置は、モジュールに分解することが可能である。このことは、例えば、欠陥
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モジュールを交換することによる維持を可能にする。代替的に又は付加的に、素人によっ
て再び迅速により組み立てられる部品に分解可能であることが、装置の可動性を強化する
。本発明の例示的な実施形態において、該装置の分解や組立てに、特殊な工具は一切必要
とされない。任意選択で、単純なスクリュードレイバー又は回転スパナが使用される。任
意選択で、装置は１時間以内に分解し／折り畳み、又は元に戻すことができる。任意選択
で、所要時間は、例えば、３０分未満、２０分未満、又は１０分、５分、２分未満である
。
【０５５６】
　（ｂ）該装置自身が１つのモジュールである。例えば図１９で見られるように、同じ運
動機構モジュールを複数の異なるリハビリテーション構成のために使用することができる
。任意選択で、図１７に例示するようなユニットは、図１９Ｂのドッキング・ステーショ
ンのための取付可能／分離可能モジュールとして使用される。
【０５５７】
　（ｃ） モジュール式アタッチメント。例えば図１６から１９で図示されるように、同
じ基本装置に様々なタイプのアタッチメントを追加することによって、使い方を変えるこ
とができる。特定の例では、該装置は部品（例えば、アーム１０２）を適当するサイズの
部品と交換することによって、様々な患者（例えば、脳性麻痺を持つ子供）のサイズに適
合する。
【０５５８】
　本発明の一部の実施形態において、ハンド・アタッチメントは機械的及び電気的なクイ
ック接続を含む。機械的クイック接続は、片側にバネ仕掛けの針を、そして反対側に表面
パッドをもつ電気的なクイック接続をロックしながら、穴に適合するピンを含む。同じコ
ネクタセットを、複数のアタッチメントに対して使用することができる。
【０５５９】
　（ｄ）モジュール式ソフトウェア。任意選択で、リハビリテーション装置によって使用
されるモジュール式ソフトウェアとして提供される。例えば、異なるアタッチメントに対
する別々のモジュール、複数セットの訓練を含むモジュール、異なる運動モードに対する
別々のモジュール、及び／又は該装置の異なる使用に対する別々のモジュール（例えば、
グループ、自宅、診療所）、などである。
【０５６０】
　［日常生活］
　上述のように、本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション装置は、例え
ば、ドアを開けること、テーブルで食事をすること、本を読むこと、服を着ること、歯を
磨くこと、顔を洗うこと、といった日常活動を患者が実現するように、具体的にリハビリ
テーションをすることに役立てるために使われる。
【０５６１】
　図１９Ｇは、本発明の例示的な実施形態による、日常活動のための利用に適合し、かつ
構成された、リハビリテーション装置１９８０を示す。リハビリテーション・モジュール
１９５２は、様々な食器を載せたテーブル１９８６セットの上に逆さまに装着されている
。エルボーレスト１９８４を任意選択で備える。この実施形態のテーブル１９８６には、
機構１９５２を支持するフレーム１９８８が取り付けられる。代替として、フレーム１９
８８は、既存のテーブル又は他の家庭の要素を取り囲むのに十分に広い。
【０５６２】
　使用において、患者の手は装置１９８０の可動な先端部１９８２にストラップで縛られ
、フォークを拾い上げるといった日常活動を通して、利用者は試み、又は誘導される。任
意選択で、フォースフィードバックを持つ手袋が、個々の指を選択的にリハビリするため
に使用される。そのような手袋は当該技術分野で知られている。
【０５６３】
　本発明の例示的な実施形態において、患者が日常生活に関する活動を行うための現在の
能力をテストしながら、及び／又は患者の能力を監視しながら、患者が該活動を行うため
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の１つ以上のトレーニングをするために装置１９８０が使用される。該テスト及び／又は
監視は保険会社によって、必要な補償又は補助を決定するために使用される。急激な能力
の上昇によって不正行為を検出するために、該テストは一定期間にわたって繰り返される
。
【０５６４】
　リハビリテーションの非常に重要な目標が生活の質であることが注目される。任意選択
で様々な日常活動を行う能力をトレーニング及びテストすることによって、この問題は取
り組まれ、決定される。
【０５６５】
　本発明の例示的な実施形態において、日常活動のトレーニングに対して個別のアタッチ
メントが提供される。ある例では、傾斜センサを備える流出指摘コップが提供される。別
の例では、ペンの位置を検出する能力をもつホワイトボードが壁に書くリハビリテーショ
ン訓練で使用される。検出された位置及び／又は圧力は、任意選択で患者の手を握り、支
持し、及び／又は誘導する、リハビリテーション装置に報告される。
【０５６６】
　本発明の例示的な実施形態において、１つ以上のパッチ（例えば、位置センサや圧力セ
ンサなどのセンサを有するステッカー）を提供し、該パッチを日常生活用品（ハンマーや
壁など）に貼り付けることによって、日常生活用品がアタッチメントに変わる。該リハビ
リテーション装置は、例えば、該リハビリテーション装置が日常用品の相対位置及び／又
は向きを決定できるように、該パッチ上の位置センサや該パッチを撮影するカメラと通信
する無線ユニットなどの位置決定手段を任意選択で備える場合によっては、リハビリテー
ション及び／又は診断は、本願で説明する方法を使用して、しかし機械的指示や運動感覚
のフィードバック無しに、実行される。任意選択で、リハビリテーションされている体肢
に振動パッチ（リハビリテーション装置の制御下にある）を貼り付けることによって、振
動又はその他のフィードバックが患者に提供される。
【０５６７】
　２００４年４月２９日に出願された米国仮特許出願第60/566,079号（また本願と同一の
出願人による同日のＰＣＴ出願（表題「微細運動制御リハビリテーション」、代理人事件
番号414/04401）としても出願され、両出願の開示内容は参照により本願に組み込まれる
ものである）微細運動制御、又は微細及び粗大運動制御の連係のリハビリテーションに有
用な様々な構造を説明している。
【０５６８】
　図１９Ｈは、本発明の例示的な実施形態による、日常生活活動のトレーニングを支援す
るための装置１９９０を示す。装置１９９０は、テーブル全体を提供するのではなく、ベ
ース１９９４に接続される２つの設定可能な点１９９２及び１９９３を含む。１対の調整
可能なアーム（例えば、グースネック・アーム１９９６）を使用して、その空間位置を調
整することができる。使用において、例えばお茶をつぐために、設定点１９９２及び１９
９３は状況を模擬するように配置される。例示的な訓練において、患者はコップを点１９
９２から点１９９３へ（例えば、図示されないリハビリテーション装置に援助されて）移
動するように求められる。その時に軌道が評価される。設定点１９９３は、その上に物品
を置くことのできる、平面として図示されている。他の構造やアタッチメント（フックな
ど）も使用できる。任意選択で、設定点１９９２及び１９９３（より多く備えることもで
きる）は、例えば近接センサ（人又はリハビリテーション・ロボットを検出する）、接触
センサ、及び／又は圧力センサなどのセンサを備える。該設定点は、フィードバック（例
えば光、音、又は振動）を提供することもできる。
【０５６９】
　例えば位置センサ又はカメラを使用して、点１９９２及び１９９３の相対位置を決定す
ることができる。代替として、該先端部１０８で点１９９２及び１９９３に順に接触する
ことにより、先端部１０８を使用して、それらの位置をリハビリテーション装置に登録す
ることができる。設定点が実際に利用者の部位（例えば、指など）によって触れらている
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ときの、先端部１０８及び設定点の予測される相対位置を計算するために、任意選択で腕
の模型がリハビリテーション装置に搭載される。
【０５７０】
　［小型チャック］
　本発明の例示的な実施形態において、関節アームのジョイントは、選択的な及び／又は
方向性の抵抗を提供するように構成される。
【０５７１】
　図２０は、ロッド２００４及びロッド２００２との間にある、そのようなジョイントの
横断面図である。チャック２００６は、ロッド２００４のラッパ形の先端部２００８にぴ
ったり収まり、ロッド２００２に取り付けられたボール２０１２と係合する。チャック２
００６をロッド２００４の方に待避させると、ボール２０１２の周囲を締め付けて、その
抵抗を増大させる。
【０５７２】
　任意選択で、ジョイント２０００に印加されている力の方向を決定できるように、１つ
以上のひずみセンサ及び／又は光センサがチャック２００６とボール２０１２との間に備
えられる。任意選択で、１つ以上の電気的に作動するブレーキ要素（例えば、抵抗の度合
いを選択的に調節できる圧電素子）を備える。これを待避チャック機構に代えて、又は追
加して備えることができる。
【０５７３】
　［釣り合いが取れたジンバル装置］
　図２１は、ボールジョイントを使用しない、代替のリハビリテーション装置２１００を
示す。任意選択で伸長可能なアーム２１０２は、軸２１０６の周りで、任意選択の釣り合
い錘２１１０によって任意選択で釣り合わせられる。釣り合い錘２１１０は、アーム２１
０２の伸長を制御するためのモーター又は可変ブレーキを備えることもできる。
【０５７４】
　軸２１０６の周りでアーム２１０２を回転させるために、モーター２１０８が任意選択
で提供される。アーム２１０２及び軸２１０６に垂直な軸の周りで回転を可能にするため
に、第２の蝶番２１１２が提供される。任意選択で、蝶番２１１２に対してアーム２１０
２を釣り合わせるために、モーター２１０８は錘をもつ。任意選択で、上述のプレート１
０２０及びスロット１０３０として機能させるために、装置２１００のベース部２１０４
にスロット２１１４が提供される。類似の構造配列を使用することもできる。任意選択で
、スロット２１１４を支持するために回転可能なプレート２１１６が提供される。ジョイ
ント２１１２の周りの回転のために、モーター（図示されず）が任意選択で提供される。
任意選択で、車軸２１０６の軸にジョイント２１１２の軸を交差させるように、関節２１
１２の位置が上げられる。
【０５７５】
　［代替のジンバル装置］
　図２２Ａは、本発明の例示的な実施形態による運動機構として使用される、代替のジン
バル装置２２００を示す。後述する図２２Ｂは、モーター及び／又はブレーキをもつ装置
２２００配置形態を示す。
【０５７６】
　装置２２００は、任意選択で取り外し可能なＺ軸要素２２０４と、それに取り付けられ
た任意選択で交換可能なハンドル２２０６を有するジンバル部２２０２とをもつ。例えば
図１５に示すようなモジュラーコネクタ２２０８を使用することができる。任意選択で、
解除ピン２２１０は、例えば交換又は保管のために、Ｚ軸要素２２０４を選択的に取り外
すために使用される。
【０５７７】
　ジンバル部２２０２は、第１の蝶番２２１４を含むフレーム２２１２を任意選択で含む
。任意選択で、ガイドフレーム２２１６は、第１の固定軸を与える蝶番２２１４に取り付
けられ、また、伸長（又はカム従動子若しくはピン）２２１８（後述する）を案内するガ
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イド通路を含む。
【０５７８】
　第２の固定軸が、やはりフレーム２２１２上の蝶番２２２０によって与えられる。本発
明の例示的な実施形態において、伸長要素２２１８を含むフレーム２２２２に、ハンドル
２２０４が任意選択で堅く取り付けられる。従って、ハンドル２２０４の球回転運動は固
定軸の周りの２つの蝶番の回転に変換される。任意選択で、伸長要素２２１８は釣り合わ
せ錘（図示されず）をもつ。
【０５７９】
　図２２Ｂは、２つのブレーキ機構２２３２と２つの力制御機構２２３０を装着した、実
施例で採用された配置形態の装置２２００を示す。実際の装置は抵抗と力制御のうち１つ
だけを備えた構成をとることができる点は、高く評価され得る。力制御機構２２３０につ
いては、後ほど詳述する。
【０５８０】
　ブレーキ機構２２３２に戻って、本発明の例示的な実施形態において、摩擦要素（図示
されず）によってディスク（又はディスクの一部）２２４０が選択的に抑制される、ディ
スクブレーキ機構が使用される。モーター２２５０は、該摩擦要素によってディスク上に
印加される圧力を選択的に設定する。他の摩擦機構を提供することもできる。本発明の例
示的な実施形態において、モーター２２５０をディスク２２４０に連結するために以下の
機構が使用される。カップリング２２４８は、モーター２２５０の回転運動をロッド２２
４７の軸方向の運動に変換する。任意選択で、モーター２２５０へパワーが伝わらないよ
うにロッド２２４７はバネ仕掛となっており、該ピンはディスク２２４０上の摩擦が（個
々の実施によって）最大／最小となるロック／アンロック位置に移動する。レスト２２４
６は、従って、ロッド２２４７によって選択的に持ち上げられ、又は押し下げられる。摩
擦要素は、図示されていないが、回転要素の回転を摩擦要素のディスク２２４０に接近／
離隔する方向への運動に変換する回転要素に連結される。任意選択で、要素２２４２はネ
ジである。要素２２４２は、レスト２２４６と係合するためレスト２２４６が動いたとき
に要素２２４２を回転させる横断レバー２２４４を含む。回転可能な要素２２４２は任意
選択でバネ仕掛けである。
【０５８１】
　例えば公知のブレーキ（例えば、電動式、油圧／水圧式、磁気式、及び／又は機械式ブ
レーキ）など、他のブレーキ機構を使用することができる。
【０５８２】
　本発明の代替の実施形態において、単一の一方向性ブレーキを提供することによって、
様々な軸方向の運動間のカップリングが減少する。本発明の例示的な実施形態において、
ブレーキは、ピン２２１８に選択的に押しつけられる球状部からなる。
【０５８３】
　また、図２２Ｂには、様々な任意選択のセンサが図示されている。センサ２２３４は、
蝶番２２２０の軸に連結され、ハンドル２２０４がその限界まで回転した場合に報告する
。センサ２２３６は、ハンドルが基準位置（又は定位置）にある場合に、報告する。セン
サ２２３８（例えば、回転ポテンショメータやエンコーダ）は、蝶番２２２０の回転角を
報告する。類似のセンサを蝶番２２１４に対して使用することができる。
【０５８４】
　本発明の一部の実施形態において、モーター停止による安全の提供、プログラム制御可
能な抵抗の提供（該装置の自動運動のないシステムにおいても）、及び／又は釣り合わせ
（例えば、外力を相殺する必要がある場合に摩擦を与えることによって）のうち１つ以上
の目的で該ブレーキ機構が使用される。任意選択で、ハンドル２２０４の運動が固定軸の
１つに沿っているかどうかに依存しない均一なブレーキ動作を提供するために、２つのモ
ジュール２２３２における該ブレーキ作用が結合される。
【０５８５】
　［カンチレバー式ジンバル機構］
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　図２３は、本発明の例示的な実施形態による、カンチレバー式ジンバル機構２３００を
示す。フレーム２３０２は、（例えば、選択可能な伸長、及びハンドルの軸方向の運動へ
の抵抗のための）駆動系２３０４に任意選択で装着可能なハンドル（図示されず）に連結
される（図２５で説明するように、剛直に又はそうではなく）。フレーム２３０２はフレ
ーム２３０６に回転可能に連結される。本発明の例示的な実施形態において、フレーム２
３０２と２３０６との間の相対的な回転がモーター２３１６によって提供される。本発明
の例示的な実施形態において、モーター２３１６は、ウォームギア２３１４及びピニオン
２３１２を使用して該フレームに連結される。他の接続方法を与えることもできる。該ウ
ォームギアは、モーターを逆転させるような該ハンドルの運動を抑制するのに十分に小さ
なリード角をもつ。恐らくは、ウォームギアはより安く、より静かで、及び／又は、精密
モーター及び／又はギアボックスを使用する場合と比べてより低コストなモーターの使用
を可能にする。
【０５８６】
　同様の機構（ピニオン２３０８とウォームギア２３１０のみが図示されている）を使用
して、フレーム２３０６は任意選択でベースブラケット２３０７に連結される。
【０５８７】
　任意選択で、前の実施形態において説明したように、ブレーキが提供される。
【０５８８】
　［力制御機構］
　図２４Ａは、本発明の例示的な実施形態による、力及び装置制御機構２４００を示す。
図示されるように、機構２４００は駆動部とフォースフィードバック部からなる。これら
の部分の一方又は両方は、一部の実施形態においては含まれない。
【０５８９】
　最初に駆動部について、蝶番２２２０又は２２１４の軸（図示されず）は、例えば軸上
に形成されるギア部を経て、ピニオン２４０４の内ピニオン部２４０２に結合される。任
意選択で、他の装着方法、例えば直接装着が用いられる。ピニオン２４０４は、軸２４０
７を作動するウォームギア２４０６によって回転させられる。本発明の例示的な実施形態
において、パワーは、ベルト２４１２によって接続される１対のプーリー２４０８及び２
４１０を経由して、モーター２４１４によって供給される。他の伝動機構を用いることも
できる。
【０５９０】
　フォースフィードバック部については、本発明の例示的な実施形態において、ピニオン
を逆転できないようするために、ウォームギア２４０６は十分に小さなリード角をもつ。
その代わりに、モーター２４１４によって印加される力を相殺する（例えばハンドルから
の）力は、ウォームギア２４０６を軸２４０７の軸方向に動かす。任意選択で、この力を
相殺するために、粘性ブレーキ機構と弾性抵抗機構の一方または両方が備えられる。セッ
ティングの様々な組み合わせが提供され、例えば、その結果は図３Ｂに示されるものとな
る。
【０５９１】
　ウォームギア２４０６の軸方向の運動の結果、２つのレバー２４２２のうちの１つが変
位する（図は鏡像機構を示す）。粘性クッションは、レバー２４２２の運動に抵抗するク
ッション２４４０によって任意選択で提供される。クッション２４４０は、例えば手動で
又はリハビリテーション装置によって、任意選択で調整可能である。線形電位計又はその
他の位置センサは、ウォームギア２４０６のオフセットを検出するために、任意選択で使
用される。
【０５９２】
　本発明の例示的な実施形態において、バネ２４２０はレバー２４２２の運動に抵抗する
。任意選択で、モーター２４２４によって、バネ２４２０に選択的に予荷重を与えること
ができる。図示された実施形態において、１対のプーリー２４２６と２４３０及びベルト
２４２８は、ネジ切りシャフト２４３２の回転を引き起こす。本発明の例示的な実施形態
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において、ナット２４３４（または他の機構）はネジに通され、ネジの回転をバネ２４２
０の予荷重に変換する。任意選択で、シャフト２４３２は、その両端で逆方向にねじが切
られる。例えば、非対称な抵抗力が要求される場合や、重力を相殺して釣り合わせるため
に、２つのバネ２４２０のそれぞれに別々の予荷重を付与できることは高く評価されるべ
きである。任意選択で、予荷重の手動調整がナット２４３８によって提供される（恐らく
は、初期の調整や設定にも使用される）。
【０５９３】
　任意選択で、ピン２４３６は、ウォームギア２４０６の軸方向の可動範囲を制限する。
予荷重がゼロより大きければ、この力が打ち負かされるまでウォームギア２４０６の軸方
向の運動が起こらないことに注目すべきである。これは図３ＢにおけるＦｍｉｎに対応す
る。任意選択で、身体に向かう運動よりも、（身体から離れて）伸ばす運動に対してより
大きな抵抗があるように、該力機構は設定される。
【０５９４】
　更に、例えばバネ２４２０の軸２４０７上への配置いった、他の機械構造も提供される
。別の例では、モーター２４２４及びそれに結合した予荷重設定機構を、２つのレバー２
４２２を結合する１つのバネに置き換えることができる。
【０５９５】
　この構造は、例えば様々な操作モードを提供することができる。
【０５９６】
　Ａ）ユーザ受動モード。このモードでは、モーター２４１４がウォームギア２４０６を
駆動し、ウォームギア２４０６は、ハンドルに接続されたピニオンギア２４０４を回転さ
せる。
【０５９７】
　ｂ）フリー・ユーザ・モード。このモードでは、利用者は、利用者が決める任意の方向
にハンドルを動かし、システムは利用者に追従する。この実施形態において、利用者の運
動をモーターから切り離すために、メカニカル・ダイオードとして機構２４００が使用さ
れる。利用者がロボット・アームに力を及ぼすと、上述の様にウォームギア２４０６は軸
方向に動く。この直線運動を測定して、制御装置へのインプットとして利用することがで
きる。利用者が感じる力の総量は、概ねバネ２４２０の予荷重によって決まる。予荷重は
設定可能であるか、この場合のように、電動予荷重モーターによって制御することができ
る。
【０５９８】
　フリー・ユーザ・モードにおいて、制御装置は線形電位計からの入力を受けて、モータ
ー２４２４に同じ方向に動くよう指示する。これによって、所定の力が、利用者の望む運
動に対抗するように利用者に向けられる。
【０５９９】
　ｃ）制限モード（力場）。バネ－モーター連携動作の付加的な使用方法は、対抗する力
は最低であるが、軌道からの任意の逸脱が結果としてより大きなバネの変位、延いては（
例えば、図３Ａに示されるような）該逸脱に対抗する力を招く軌道を作り出すことである
。任意選択で、このモードは特定の速度に対して活性化し、その結果、等運動性運動を提
供する。
【０６００】
　ｄ）主導モード。利用者は一定の方向に運動を開始し、これがウォームギア２４０６の
変位として検知される。その後、この運動はリハビリテーション装置によって最後まで遂
行されることができる。任意選択で、開始された運動が所定の方向に向いている場合に限
り、該訓練は完遂される。
【０６０１】
　ｅ）補助モード。運動の進行している時に、運動の方向にハンドルを押す（例えば、正
のフィードバック）ように、バネ２４２０に予荷重が与えられる。これは連続力の場合も
あれば、パルスで提供される場合もある。
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【０６０２】
　ｆ）静的。任意選択で、力機構は、実質的にハンドルを動かすことなく、空間中の点に
力を加えることを患者に要求するために使用される。該力は、直ちに測定し、及び／又は
制御することができる。ばね機構が、摩擦機構又はモーターを用いた直接的なロボット運
動よりもリアルで小さい、力に応答した運動を一般に提供できることは注目されるべきで
ある。
【０６０３】
　バネ－モーター連携動作の潜在的利点は、運動の速度及び範囲の制限を提供できること
である。別の潜在的利点は、緩やかな（例えば、弾力的な）停止を、緊急停止においても
、提供できることである。別の潜在的利点は、粘性減衰が動的な感覚を提供できることで
ある。
【０６０４】
　図２４Ｂは、２つの機構２４００を図２２Ｂの装置に取り付けた場合の、本発明の例示
的な実施形態による、フリーハンド・モードにおける、該装置の動作のフローチャート２
４６０である。同様の過程を３軸の力制御の実施に用いることができる。
【０６０５】
　フローチャート２４６０は、どのように利用者が加えた力の大きさと方向が測定され、
そしてハンドルの運動の誘導に利用されるかを説明するものである。処理２４６２から２
４７６は、φに対してのみ説明しているが、全ての軸（例えばθ）に対して実行される。
【０６０６】
　２４６２において、φオフセット量の測定値が取得される。
【０６０７】
　２４６４において、任意選択のフィルタリング（例えば、信号を滑らかにし、及び／又
はノイズを除去するローパスフィルタ）がかけられる。
【０６０８】
　２４６６において、調整操作（例えば、較正値に整合させ、パラメータを制御する）が
任意選択で行われる。
【０６０９】
　２４６８において、閾値より小さい信号を０に変換するノイズゲートが任意選択で使用
される。
【０６１０】
　２４７０において、位置の変化の大きさ及び／又は方向が、任意選択で抽出される。
【０６１１】
　２４７２において、位置コマンドが利得係数を用いて任意選択で生成される。
【０６１２】
　２４７４において、該位置コマンドが、少なくとも（例えば摩擦、及び／又は騒音レベ
ルに打ち勝つための）最低限の値となるように、任意選択で固定される。
【０６１３】
　２４７６において、絶対位置コマンドが任意選択で生成される。
【０６１４】
　２４７８において、φ軸及びθ軸の速度が計算される。任意選択で、さらに加速度も計
算される。
【０６１５】
　２４８０において、修正の合成ベクトルが計算される。任意選択で、該合成ベクトルは
、ベクトル結合というよりも、むしろφ及びθの最大値であり、これはシステムを安定さ
せ及び／又は機構上の問題を防ぐことに役立つことがある。
【０６１６】
　２４８２において、１より小さい利得が任意選択で適用され、恐らく安定性を増大させ
る。
【０６１７】
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　２４８４において、速度ベクトルの角度が任意選択で計算される。
【０６１８】
　２４８６において、φ及びθの速度成分が計算されている。
【０６１９】
　２４８８において、動力源（例えばモーター）のためのコマンドが生成される。
【０６２０】
　［結合力制御機構］
　図２５は、１つのばね機構を用いてφ及びθ軸を結合する、代替の力制御機構２５００
を示す。ハンドル２５０２は、図示されない軸を用いて動かされる。ある例では、機構２
５００は、図２３（外部のφ及びθ軸が図示される）で説明する本実施形態の内部機構を
備える。
【０６２１】
　軸２５０４（及び、図示されない対応する直交軸）は、力制御の作動時にハンドル２５
０２がその周りを少しだけ回転する内部のφ及びθ軸を備える。底部２５０６はプレート
２５０８に接触する。該少量の回転によって、プレート２５０８は部分２５０６（他の形
状を与えることもできるが、部分２５０６は任意選択で丸い外周をもつ）に押し下げられ
る。この押し下げは、１つ以上のバネ（例えば４つのバネ）２５１０による抵抗を受ける
。バネの予荷重は、モーター２５２２を用いて設定される。モーター２５２２は、プーリ
ー２５２０及び２５１６とベルト２５１８からなる駆動系を用いてねじ２５１４を回転さ
せることができ、これによりベース２５１２を持ち上げて、バネ２５１０を圧縮する。代
替的に又は付加的に、手動の予荷重付与が実行される。
【０６２２】
　任意選択で、プレート２５０８の直線運動を確保するため、ブッシング２５２４又はそ
の他の既知の手段が使用される。バネ２５１０の十分な予荷重によって任意の運動を阻止
するように、キャップ２５０８とベース２５１２との相対運動に機械的な停止が提供され
る。
【０６２３】
　部分２５０６の端部の丸み付けは、回転角と変位との間の線形関係を保証するように計
算されてもよい。
【０６２４】
　内部回転の軸が外部回転の軸と一致することがあるが、これは必要なものではない。例
えば、軸は同一平面上になくてもよく、及び／又は、軸は平行でなくてもよい。
【０６２５】
　例えば、バネ変位を測定する線形電位計、及び／又は、φ及びθ回転を測定する回転電
位計など、様々な測定手段が提供される。測定した値は図２４Ｂのフローチャートで利用
されることがある。
【０６２６】
　任意選択で、バネ２５１０を使用して、ｚ方向のしなやかさも提供される。ある例では
、ハンドル２５０２が押し下げられる時に、バネ２５１０は抵抗力を提供する。軸２５０
４の蝶番は、該蝶番のｚ軸方向の運動が可能となるように、スロット内に任意選択で配置
される。
【０６２７】
　［ｚ軸運動機構］
　図２６Ａ及び２６Ｂは、本発明の例示的な実施形態による、ｚ軸運動及び力応答機構２
６００を示す。該機構は、中心部２６０４、先端部２６０８、及び底部２６０６の３つの
部分からなるテレスコーピング・ロッドを備える。外部モーター（例えば、図２３の２３
０４）はカップリング２６０２に結合しており、そのため、ロッド２６０９を回転する。
外部のモーターの使用は、Ｚ軸機構をより低コストに製造可能にし、他のＺ軸機構と交換
可能にするモジュール性に任意選択で役立つ。カップリング２６１０（例えばナット）は
、回転運動を中心部２６０４の軸方向の運動に変換する。部分２６０４、２６０６、及び
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２６０８の伸長は、一組の直動軸受、部分２６０８のための２６１４、及び部分２６０６
のための２６１２によって任意選択で案内される。直動軸受はそれぞれ溝２６１３及び２
６１１の中にある。
【０６２８】
　本発明の例示的な実施形態において、連結したラックとピニオンとタイミング・ベルト
の機構は、次のように部分２６０６と２６０８の伸張を同期させるために使用される。溝
２６１１と２６１３のそれぞれはラック（該溝によって定義される）を備え、部分２６０
４は２つのピニオン２６１６及び２６１８を両端に１つずつ備える。部分２６０４が伸張
すると、ラック２６１１はピニオン２６１６を回転させる。ピニオン２６１６と２６１８
（同軸上に結合した同じ有効径のベルトプーリー上にある）を連結するタイミング・ベル
ト２６２０は、ピニオン２６１８に同期した回転を起こす。ピニオン２６１８は、次いで
ラック２６１３を動かして、部分２６０８の伸長をもたらす。
【０６２９】
　本発明の例示的な実施形態において、テレスコープ機構は、ｚ軸機構を小型にし、携帯
性に役立つことを可能にする。また、それは運動機構の回転中心の近くでの運動も可能に
する。本発明の例示的な実施形態において、テレスコープ機構は、ｚ軸方向の長さを２：
１又は３：１近くまでの伸長範囲を可能にする。付加的なテレスコープ部が、より大きな
伸張比に対して提供される。
【０６３０】
　ｚ軸機構の上部について、交換可能なハンドル２６３０が図示されている。ハンドル２
６３０の軸方向の運動は、線形計測電位計２６３８の運動によって任意選択で示される。
任意選択で、ハンドル２６３０は、クイック接続機構を用いて取り付けられる。
【０６３１】
　本発明の例示的な実施形態において、例えば、図２４において上述したようなロジック
を用いて、バネ２６３２はハンドル２６３０の軸方向の運動に弾力のある抵抗を提供する
。
【０６３２】
　図２６Ｂに関して、バネ２６３２は渦巻きバネであり、その抵抗力はその有効長を変更
することによって（例えば、バネ２６３２のバネ板長を決定するスライドストップ２６３
６を動かすことによって）変えることができる。このスライドストップは、例えば、ハウ
ジング２６３４を回転することによって、任意選択で手動で動く。代替として、内部のモ
ーターが備えられることがある。ばね板長のこの変更は、概して予荷重の変更に相当する
。最小の力の設定は、実際にバネ２６３６に予荷重を与えることによって（例えば、その
バネの軸方向の動きによって）、又は軸方向の動きに抵抗するために別のバネに与えるこ
とによって、提供されるだろう。予荷重は、バネ２６３２自身を回転させて、その結果バ
ネを緊張させることによっても達成されるかもしれない。
【０６３３】
　力制御機構の可動域は、実施により、例えば３ｃｍ、５ｃｍ、１０ｃｍ、１５ｃｍ、２
０ｃｍ、又はその中間か、それより小さいか、あるいはそれより大きな範囲が可能である
。
【０６３４】
　本発明の一部の実施形態において、ギア減速比の利用が、より低パワー、及び／又はよ
り低コストのモーターの使用を可能にすることに注目すべきである。
【０６３５】
　ｚ軸方向の力が、柔軟な又は湾曲したカップリングを用いて伝達できることに注目すべ
きである。従って、例えば、該ｚ軸要素は、遠方の部分だけが伸びる９０度のＬ字継手も
可能である。代替的に又は付加的に、雁首形状の機構が、ｚ軸要素に対して空間形状を定
義するために使用される。
【０６３６】
　［ゲーム］
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　多様なゲームが説明されている。本発明の例示的な実施形態では、次のゲームタイプの
１種類以上が提供される：ロールプレイングゲーム（アドベンチャー及びＤ＆Ｄゲーム）
、動的ゲーム（シューティングゲーム）、ボード・ゲーム及びシミュレーション・ゲーム
（例えばサッカーやテニス）。
【０６３７】
　例えば、人間の対戦者相手又は機械の対戦者相手に、１対１で、ゲームが行われる。
【０６３８】
　本発明の例示的な実施形態において、装置１００は、例えばジョイスティックに取って
代わる入力装置として役立つ。代替的に又は付加的に、装置１００はＶＲ入力装置として
、例えば体肢位置を読み込むため使用される。代替的に又は付加的に、特殊な入力モード
が定義される。例えばアーム１０２の空間位置は、スクリーン上の、又はゲームの世界で
の仮想位置に、又はその速度及び／又は加速度にマッピングされることができる。様々な
制御に対してジェスチャーを定義することができる。例えば、「発射」、「上昇」と「着
陸」コマンドはそれぞれ結び付いたジェスチャーをもつことができる。
【０６３９】
　本発明の例示的な実施形態において、例えば、麻痺やＣＰ（脳性麻痺）の子供たちが体
部位を等閑にするのを避けることを促すため、子供用ゲームが提供される。装置１００は
、また、麻痺をもつ子供が落伍者になるのを防ぐための社会的の眼としても使用できる。
【０６４０】
　本発明の例示的な実施形態において、例えば、必要なＲＯＭを制限する、患者の運動を
強化する、ゲーム・スピードを変更する、及び注意して見る必要のある視野を変更する、
などによりゲームは患者の能力に適合される。
【０６４１】
　本発明の例示的な実施形態において、ゲームは患者のモチベーション・レベルに適合す
るように選ばれる。例えば低モチベーションの患者には簡単なゲームが選ばれる。
【０６４２】
　［安全性］
　本発明の例示的な実施形態において、患者に怪我をさせないために１つ以上の安全機能
が提供される。例えば、以下の安全機構の１つ以上が使用される。
【０６４３】
　Ａ）デッドマンズスイッチ。
　患者が、このスイッチを放す（又は、適当なボタンに触れる）と、装置１００の運動が
止められ、及び／又は、すべての力と抵抗がゼロにされる。他の「避難港」の構成を代わ
りに定めることもできる。
【０６４４】
　ｂ）剪断ピン。先端部１００８（または他のアタッチメント）をアーム１００２に取り
付けるためにピンが使用されてもよい。力が一定の閾値を超えると、ピンが裂けて、アタ
ッチメントがアームから解放される。様々な引き裂き閾値をもつピンを、多様な状況に対
して選択することができる。任意選択で、フィードバックのためにピンにはワイヤを取り
付けることができる。任意選択で、該ピンは（任意選択で電流によって設定される引力の
度合いで）磁気的に引き付けられる２つの材料からなる。
【０６４５】
　ｃ）ロック。アーム１００２は、患者がもたれかかれるように、初期のロッキング条件
を持つことがある。
【０６４６】
　ｄ）音声起動。患者が叫ぶことでシステムを停止させられるようにするため、音声起動
及び／又は停止が提供されることがある。
【０６４７】
　ｅ）分析。任意選択で、患者が加えた実際の運動、及び／又は力は、閾値が接近してい
るかどうか、又は患者が過度のストレスを受けているかどうかを評価するために分析され
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る。
【０６４８】
　ｆ）弾力性。バネを有する力制御機構が、急停止が突然患者を止めることを防ぐ。代わ
りに、バネが多少のしなやかさと、よりゆるやかな停止を可能にする。
【０６４９】
　ｇ）測定された力。力機構が閾値を超える力、及び／又は空間の逸脱を判断すると、運
動を停止し、任意選択で力の印加方向と逆に動かすことができる。
【０６５０】
　［バランストレーニング］
　本発明の例示的な実施形態において、リハビリテーション・モジュールがバランストレ
ーニングのために使用される。ある例では、シートが先端部１００８に取り付けられ、患
者はシートに座っている。スロットを有する回転しないプレート１０２０は、シートの横
揺れを可能にする方向と、難しさを決める抵抗レベルを設定する。任意選択で、ハンドル
・バーを備える。代替的に又は付加的に、足のためにフットレスト及び／又はペダルを備
える。代替として、腕用の１つ以上のリハビリテーション・モジュールを備える。この様
に、様々な日常及びスポーツ活動をシミュレーションすることができ、またそのトレーニ
ングをすることができる。任意選択で、バーチャル・リアリティー・タイプのディスプレ
イ又はテレビ・ディスプレイが、現実感を強化するために提供される。そのようなバーチ
ャル・リアリティー・ディスプレイは、例えばフィードバックを表示するために、指示を
表示するために、あるいは活動をより興味深いものにするために、本発明の他の実施形態
において提供されることがある。
【０６５１】
　２００４年１２月７日に出願された米国仮特許出願第60/633,442号（本願と同一の出願
日に、同一の出願人によってＰＣＴ出願（表題「リハビリテーション訓練及びトレーニン
グのための方法及び器械」、代理人事件番号414/04388）もされており、その開示内容は
参照により本願に組み込まれる）は、例えばそのような椅子を使った、バランスのトレー
ニングを説明している。任意選択で、完全な身体系は、バランスに関係する複数の体部位
（例えば胴、腕、及び／又は脚）を同時にトレーニングするために使用される。
【０６５２】
　本発明の例示的な実施形態において、装置１００を使用して、立っている間のバランス
がトレーニングされる。例えば、先端部１０８が様々な空間位置（ある位置は腕を伸張す
ることだけを必要とし、ある位置は胴を屈曲すること必要とする）にあるときに、患者は
アーム１０２への到達訓練を行う。
【０６５３】
　［多様式療法と協調性トレーニング］
　本発明の例示的な実施形態において、装置１００を使用して、運動以外のモードでリハ
ビリテーションを提供することができる。ある例では、（視覚及び／又は視覚の）ディス
プレイは、視覚及び／又は聴覚リハビリテーションを行うために使用される。従って、１
つの装置は複数のリハビリテーション様式（例えば、自宅で）に使用され、患者と療法士
のための１つの接点として役立てることができる。複数の療法士がいれば、様々な療法の
間を調整し、及び／又は一般的な経過、モチベーション、及び／又は認知レベルなどの一
般的なパラメータを追跡することに装置を役立てることができる。本発明の例示的な実施
形態において、例えば荷重釣り合わせのため、及び／又は興味のために、幾つかあるモダ
リティのうちの１つによる訓練を選択的に適用する。
【０６５４】
　本発明の例示的な実施形態において、モダリティ間の協調をリハビリするために装置１
００が使用され、及び／又は他のモダリティのリハビリテーションに役立てるために１つ
のモダリティのリハビリテーションが使用される。１つの例は、視覚と手の協調であり、
ここでは患者はスクリーン上の標的を見せられて、先端部１０８を動かして、それを鋲で
留めるという目的のものである。別の例はタイミングであって、患者が一定のタイミング
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でコマンドを与える必要があるというものであり、おそらくは聴覚のモダリティによる。
患者が空間運動に関する徐々に複雑さを増す口頭の指示が与えられるという、空間計画（
spatial planning）である。
【０６５５】
　本発明の例示的な実施形態において、次第により複雑となる視覚的指示、運動性行為、
およびフィードバック（視覚的な、又はそうでない）が患者に提供される。同様に、次第
により複雑となる聴覚的な、運動感覚的な、触覚的な、及び臭覚的（香りを放つアタッチ
メントを用いて）なフィードバック及び／又は指示が提供される。
【０６５６】
　特有の例では、言語認識が運動と協調してリハビリテーションされる。例えば時間内に
、又は口頭の指示に応答して、運動を遂行するのに十分な速さで言語を理解することが求
められる。利用者は、彼の運動と一致する言語発言を提供すること求められることがある
。言語認識モジュールを備えることもできる。
【０６５７】
　別の例では、視覚リハビリテーションの経過につれて視覚的な刺激がより複雑にされる
。例えば、光とともに開始すること、次に位置にある光、次に点滅する速度、次に読まな
ければならない文章、これら全てが運動を促進し、又はフィードバックとして役立つ（例
えば次第に複雑になる運動課題としては：腕を動かすこと、ある方向に移動すること、特
定の領域へ移動すること）。
【０６５８】
　装置１００の一部の実施形態の特有の利点は、機械的なフィードバックと支援が患者に
提供されることである。一部の実施形態において、本願で説明する運動リハビリテーショ
ンの一部の方法（従って、特別な有用性を提供するだろう）は、例えば、モチベーション
の評価、遠隔リハビリテーション、集団活動、及び利用者の活動のコンピュータによる（
例えば、集団参加のための）支援といった、非運動リハビリテーションのために使用され
る。
【０６５９】
　［その他の装置］
　ロボット及び位置決め装置（例えば、六脚（hexapods）など）のための様々なデザイン
が知られている。本願に記載される様々な説明が、本発明の例示的な実施形態に従って、
そのようなロボットや位置決め装置に適合し得ることは高く評価されるべきである。代替
的に又は付加的に、そのようなロボットや装置に対して、ここで説明した様々な方法を、
全て本発明の例示的な実施形態に従って実行するためのソフトウェアを提供することが可
能である。
【０６６０】
　２００４年８月２５日に出願された米国仮特許出願第60/604,615号（その開示内容は参
照により本願に組み込まれる）は、脳可塑性の効果を考慮することを説明している。本願
で説明する方法は、例えば使用するフィードバック又は装置モードのタイプを決定するた
めの入力として、ＥＥＧ又はｆＭＲＩを使用することができる。
【０６６１】
　２００４年４月２９日に出願された米国仮特許出願第60/566,078号（また本願と同一の
出願人による同日のＰＣＴ出願（表題「神経筋刺激」“Neuromuscular Stimulation”、
代理人事件番号414/04400）としても出願され、両出願の開示内容は参照により本願に組
み込まれる）は、体肢を運動させながら、又はそうでなければ体肢の運動を支援しながら
、麻痺のある体肢を刺激することを説明している。例えば、健全な体肢のＥＭＧ測定は、
麻痺のある体肢の刺激及び／又は支援された運動について決定するための本願の教示の一
部として任意選択で使用される。
【０６６２】
　本願で説明するリハビリテーション装置は、自宅だけではなく、老人ホーム、病院、お
よびリハビリテーション・センターなどのケア・センターでも任意選択で使用可能である
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ことに注目すべきである。
【０６６３】
　上述のリハビリテーション方法が、ステップの省略又は追加、ステップの順番及び使用
する装置のタイプの変更、を含めて、様々に変えられることは高く評価されるであろう。
さらに、方法及び装置の双方の多様性を説明した。一部の実施形態においては、主に方法
を説明したが、該方法の実施に適合した器械も本発明の範囲に含まれる。多様な特徴を様
々な方法で組み合わせることができることは、高く評価されるべきである。特に、上述し
た個々の実施形態における特徴の全てが、必ずしも本発明の全ての類似の実施形態の中で
必要なわけではない。さらに、上述の特徴の組み合わせも、本発明の一部の実施形態の範
囲に含まれる。また、本発明の範囲には、複数組の装置、１つ以上の剪断ピン、１つ以上
のアタッチメント及び／又はソフトウェアを含むキットが含まれる。また、アーム位置の
制御やフィードバックの提供といった、ここで説明したステップを実行し、及び／又はガ
イドするために使用されるハードウェア、ソフトウェア及び、該ソフトウェアを含んでい
るコンピュータに読取可能な媒体も、本発明の範囲に含まれる。項目の見出しは、ナビゲ
ーションに役立てるために提供されており、必ずしも該項目の内容を制限するものではな
い。特許請求の範囲において用いられる用語“comprises”（「－からなる」、「－を備
える」、「－を含む」）、“includes”（「－を含む」）、“have”（「－を有する」、
「―をもつ」）、及びこれらの同根語は、“including but not limited to”（「－を含
むが、これに限定されるものではない」）を意味する。該装置が男性及び女性の双方に適
していることにも注目されるべきである。
【０６６４】
　本発明が、これまで説明されてきたものによって限定されないこと、当業者によって高
く評価されるであろう。むしろ、本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定され
る。
【図面の簡単な説明】
【０６６５】
【図１】本発明の例示的な実施形態による、関節アーム式リハビリテーション装置を模式
的に示すものである。
【図２】本発明の例示的な実施形態による、遠隔リハビリテーション・システムの略ブロ
ック図である。
【図３Ａ】本発明の例示的な実施形態による、リハビリテーション装置によって生成され
る力場を説明する図である。
【図３Ｂ】抵抗力の例示的なプロファイルを示す図である。
【図４Ａ】本発明の例示的な実施形態による、リハビリテーション装置の使用方法のフロ
ーチャートである。
【図４Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、リハビリテーション装置の長期使用のフロ
ーチャートである。
【図５】本発明の例示的な実施形態による、体肢位置感知機能を有するシステムを示す図
である。
【図６】本発明の例示的な実施形態による、肘保持アタッチメントを示す図である。
【図７－８】本発明の例示的な実施形態による、両手リハビリテーション装置を示す図で
ある。
【図９Ａ－Ｂ】図 ９Ａと９Ｂは本発明の例示的な実施形態による身体の中の複数のポイ
ントの制御された運動のために装置を説明する。
【図１０】本発明の例示的な実施形態による、ボール式リハビリテーション装置を示す図
である。
【図１１】本発明の例示的な実施形態による、図１０のリハビリテーション装置の釣り合
わせを示す。
【図１２】本発明の例示的な実施形態による、プレート式リハビリテーション装置の駆動
系を説明する図である。
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【図１３Ａ】本発明の例示的な実施形態による、プレート駆動システムのカップリング装
置を説明する図である。
【図１３Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、柔軟なスロットを有するプレートを説明
する図である。
【図１４Ａ】本発明の例示的な実施形態による、２プレート式リハビリテーション装置を
説明する図である。
【図１４Ｂ－Ｃ】本発明の例示的な実施形態による、ガイドプレートを説明する図である
。
【図１５Ａ】本発明の例示的な実施形態による、手の１度以上の運動に制御、及び／又は
フィードバックを提供するリストアタッチメントを示す。
【図１５Ｂ－Ｆ】本発明の例示的な実施形態による、多様なアタッチメントを示す図であ
る。
【図１６Ａ－Ｄ】本発明の例示的な実施形態による、エルボー・サポートの様々な方法を
説明する図である。
【図１７Ａ】本発明の例示的な実施形態による、向きを変更したリハビリテーション装置
を説明する図である。
【図１７Ｂ－Ｃ】本発明の例示的な実施形態による、向きを変更した代替のリハビリテー
ション装置を示す図である。
【図１７Ｄ】本発明の例示的な実施形態による、向きを変更した代替のリハビリテーショ
ン装置を示す図である。
【図１８】本発明の例示的な実施形態による、腕および脚に対するリハビリテーション装
置を示す図である。
【図１９Ａ】本発明の例示的な実施形態による、身体の両側に対するリハビリテーション
装置を示す図である。
【図１９Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、ドッキング・ステーションを示す図であ
る。
【図１９Ｃ】使用中の図１９Ｂのドッキング・ステーションを示す図である。
【図１９Ｄ】本発明の例示的な実施形態による、ベッドの近くに置かれた可動式リハビリ
テーション装置を示す図である。
【図１９Ｅ】本発明の例示的な実施形態による、ベッドに連結した代替の可動式リハビリ
テーション装置を示す図である。
【図１９Ｆ】本発明の例示的な実施形態による、浴槽中での可動式リハビリテーション装
置の使用を説明する図である。
【図１９Ｇ】本発明の例示的な実施形態による、日常活動用に構成されたリハビリテーシ
ョン装置を示す図である。
【図１９Ｈ】本発明の例示的な実施形態による、日常生活の活動のトレーニングを補助す
るための装置を示す図である。
【図２０】本発明の例示的な実施形態による、チャック機構を示す図である。
【図２１】本発明の例示的な実施形態による、代替の、非ボール式の、釣り合わせの取れ
た、リハビリテーション装置を示す図である。
【図２２Ａ】本発明の例示的な実施形態による、別の代替の非ボール式リハビリテーショ
ン装置機構を示す図である。
【図２２Ｂ】力に図２２Ａの装置に付属する制御機構とブレーキを示す図である。
【図２３】本発明の例示的な実施形態による、カンチレバー式リハビリテーション装置機
構を示す図である。
【図２４Ａ】本発明の例示的な実施形態による、図２２Ｂで使用される、力制御機構の側
横断面図である。
【図２４Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、図２４Ａの機構の動作のフローチャート
である。
【図２５】本発明の代替の実施形態による、力制御機構を示す図である。
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【図２６Ａ】本発明の例示的な実施形態による、Ｚ軸伸長機構を示す図である。
【図２６Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、図２６Ａの一部に例示されたアタッチメ
ントのための力制御機構を示す図である。
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